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序 文

この研究報告書は，わが国の産業社会における教育の役割を明かにするためのひとつの方法論的試論を展開し

たものである。すなわち，本課題の解明にあたって，これを産業活動に従事する人間の労働資質の形成とい 9祝

角から試みたものである。人間の労働資債の形成を明かにするために，さらに，これを産業社会における労働力

ら質的梢造を解折することに焦点をしぽり，かかる労働資債構造の形成にあたって，学校教育姦よび企業内教育

が果す役割を明かにしょうとしたものである。そこで，このような目的をとげるために，その分析の過程の中で，

とくに，労働資質差にもとずく賃金格差の実態を明かにナることとした。これは，産業社会に姦ける賃金格差構

造は，低かならぬ産業に従事する人間労働の資質差がその多くが反映し，その限りにおいて学校ならびに企業の

果す役割がこれに投影しているとかんがえられるからである。

この研究目的達成のため，本書は，つぎのよりな内容から構成されている。

まず，産業社会における賃金決定にさいして教育，すなわち学校教育ならびに企業内教育が果す役割について

の理論構造を解明し，以下の実証的研究の論理的前提をしめしている。すなわち，賃金決定に苓ける諸要因の中，

とくに教育的要因がもつ意義の重要性を解明しようとする。そして賃金構造D理論的系譜の中で，決定要因とし

ての教育的要素がしだいに重祝されてきたことをのべ，あわせて現代教育理論に姦ける教育問題への経済学的接

近の必要性にふれている。

以上の前提の下で，つぎにわが国の全国資料を使って実証するにあたっての方法論をのべている。そこでは，

とりあげた資料の性格，限界を明かにし，あわせて，数理操作の具体的方法にふれている。

そして，つぎに本論に入つて，二つの部分よりなり，前の部分に森いては，産業社会の労働の格は，賃金決定

にさいし，学校教育的資格条件が果す役割を明かにし，これをとくに学歴差にもとずく賃金決定の問題の解明にし

ぽつている。また，後の部分においては，企業内教育もしくは，技能経験が賃金決定に果す役割を明かにしてい

る。

な兌疇として，わが国の産業社会の発展，工業化の過程で企業内額笥が果す役割を明かにする史的分析の

ためのひとつの試論として，工業化過程における人間労働の技能序列構造，賃金格差構造を，あわせて言及して

おくことにしたo

以上の所論は，産業教育計画研究の重要課題である人間能力の開発，産業的労働策質の育成という祝点からの

研究の低んのひとつの試論にすぎない。この研究は，同時に発表される他の研究員の報告書との関連の下でなさ

れたものであるので，併せて吟味願いたい。そしてこれらは，近く行なわれる地城開発における産業教翔it画の

研究へ向つてのいわばその一つの礎石にすぎない。大方の叱正を賜われば幸である。

な姦，本研究の数理操作に関し，多くの人々のご協力をえた。また北大計算センクーに負うとこる大であつたo

ここにあわせて感謝の意を表したい。

昭和39年 11月

北海道大学教育学部

産業教育計画研究施設長

石 原 孝
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第1章研 究 の 意 図

この研究ほ，産業社会における人間労働の姿質の研

究の一瑯として，労鋤の格付にさいし教育が果す役割

を考察しようとするにある。この試みのために問題

接近の一つの方法として，産業社会における人間労励

のEconomicValueに内在する教育的要因を究

明することがたいせつである。換言すれば，そ L̂i文，

人間労働の対価としての所得ないし賃金の決定『さい

し，そこに作用する教育的要因の度合を分析すること

にある。（注 1)

この種の研究に内在する問題意識は，産業社会にお

ける教育の果す役割の諏要性を究明するとこるにある。

すなわち，産業社会の発展をささえる茄本的要因は，

人的能力ないし労倒濱烈にあると前提するところにあ

る。このことを明かにするためにほ，種々の研究の蓄

稼がなされなければならないが，たとえば，産業社会

の発展度合と教育水漁との関係を明かにすることによ

つて，問題を究明することも可能である。産業の発展

とく Kindustrializationの展開渦程におい

て教育が果す役割を究明することが必要である。この

種の研究についてほ，すでに一部の分野ですすめられ

ている（涯 2)。

また，私が試みた研究もすでに発表されているところ

である（注 3)。そこで，本稿においてほ，この種の

研究の一瑯として，現段階における産業社会の中で教

育が果す役割を究明しようとし， しかも，その祝角を，

とくに，労働格付規進としての教育的要因を解明する

ことにし底つたのである。

この章においてほ，あらかじめ理論フレームをしめ

もておきたい。理論フレームとしてあきらかにしなけ

ればならないことは 笠金決定，とくに貿金格付規準

の理論にかんしてである。この種の理論ほ，賃金格差

``-• 

以上は，本研究の意図がどこにあるかを問題の所在

から述ぺたところである。しかし，これだけではない，

本研究の意図ほ，もう一つとして，その方法論にある。

産業社会における教育の役割を究明する方法のひとつ

vc, economic approachがある。ここで，舒

金決定規部の問題を提起したのも，かかる試みにすぎ

ない。さいきん，教育問題にたいして， この種の研究

を試みる餘文のいくつかが発表されている。たとえば，

Ginzbergをはじめとするコロンビア大学の研究ス

クッフによる人的能力の研究や， Schultzの教育投

資にかんする研究も，その例である。あるいは，さい

きん発表されたoorreaの人的資源の研究も秀れた

研究である（注 4)。われナj れの研究もこうした研究

の流れの一堺として．教育問題にたいし， Socio-

economic Appyoachを試みるための努力であ

り，本稿ほそのひとつの試論にすぎないのである。

（注1) 北海道大学教育経済研究会紺「経済と教育」

(1 9 6 4年）

拙稿「賃金」の論文

（注2) 財団法人統計研究会「日本の工業化の過程

における教育の役割」 (19 6 3年）

日本ユネスコ国内委員会紺集「日本の社会

経済発達における教育の役割調査ーー研究

類似文献調査報告害」

（注5) 拙著「日本技箭教育史論」 (19 6 2年）

（注 4) H • Correa fThe economics-of roman 
resources,, 1963 

第2章予備的考察（理論フレーム）

の問題 とくに企業内佃別笠金の格差問題について，

その理論楷造を明かにすることである。このためにほ，

この分野の研究の系語を明か K し，そこで位俯

づけられる現段階の理論的問題点を明かにするという

- 2 -



論理の方法をとることである。そして，このような論

理の過程で，個別賃金決定にさいし，教育的要因がど

のように作用しているかを明かにすることである。そ

して， このことは，同時にまた，教育的要因といわれ

るものの実体を明かにすることでもある。

こうした研究の系譜の中で，まず言及したいことほ，

識業賃金(occupationalWage) Kかんする

classic -..,heoryである。職業「13り賃金格差につ

いての古典的研究の論点としてほ，たとえば，スミス

の理論にみるように，識業間賃金格差の要因として，

二つの側面を強調している。すなわち，その 1つほ．

取業自体のSocio-economic characterK 

かんする要因であり，その 2つは，その朦業に従事す

る人間の資質，性格にかんする要因である。前者につ

いてほ，聰業間賃金格差の形成要因として，職業の

pleasantness, prestige, employment 

-security, successにかんするフアククー

があげられる，また後者の格差形成要因としてぱ，労

働資質を形成するさいのtrainingがあげられる

（注 5)。しかし， この両者の要因のうち，前者の要

因は，むしろ産業社会の市場的条件にかんするもので

あり， したがつて，この種の要因が，諸々の人間が構

成する峨業集団を単位としたグ）レープ別の賃金格差を

きめるフアククーとして作用していることとして意味

があるのであつて，個別労働力の質的差にもとずく賃

金格差の形成要因としてほ，職業資質の形成に要する

時間と経喪(time and expense to learn 

the occupation)といりことが、ちげられる。

このばあい，聰業資質の形成造程としては，学校教育

(Schooling)と職業訓練(traJ11ing)とが

あげられる。 classictheoryKおいてほ，こ

の中，職業訓棘が重視される。なぜならば，当時の産

業社会において，もつとも要請される労働資質は，職

業熟練をもつ技能労働力であり，しかも国民教育水準

ほ低く，公的職業訓練機関は未だ存在しなかつたから，

蝦城における技能接成(Apprentice train -

江1g)がこの種の労働力の育成にあたつて大きな役割

をもつのである。したがつて，古典理論における賃金

格差要因としての教育的フアククーとほ，かかる意味

をもったものである。

凶し古典理論四迅ヽで屯賃金決定に作用する要因につ

いて，市場的条件のばあいのフアククーと，個人的条

件のばあいのフアククーとが混同されて用いられてい

る。

J'・ T ・ Dunlop Iおこのような混同をさけて，

賃金格差構造のあり方について，企業内レベ）レのばあ

いと企業間レベルのばあいとに分けて考察している。

この二つの側面における賃金格差を説明するために，

彼が用いた分析用具が， Wage Contourという概

念と，．job Clusterという概念である。これに

についての説明は，すでに論及したところであるので，

ここでは省略する（注 6)。ただ，ここで問題提起し

ている教育要因＇に関係するところの jobcluster 

について，若干触れると，彼はまず企業内賃金決定の

単位は国猜羊」であるとし，この職群を載務分掌ない

し作業配個にもとずく安定した集団として定義する。

ところで この職群と関連するものほ，技術と生産工

程配罪組識である。換言すれば，企業内，工場内の生

産技術体系のあり方と，工程配罪のあり方によつて職

群の分け方が規制される。技術と組識が規制する聰群

とは，具体的にほ，人間が労働にさいし用いるエ具に

よつてきめられるとし，たとえば工場内のtool-

roomが一単位のjob clusterを構成するとい

う。そして，そこで従事する人間の資質—すなわち，

疇訓練(trajning)と熟練(Skill)が同質

化されているばあい，ここに職種賀金率が成立する，

というにある（注 7)。換言すれば，企業内の賃金格

差構造ほ，そこの企業内に存在する多くの聯群ごとに

きめられた賃金率の複合体である，とかんがえてもよ

い。もつとも，かかる職群別賃金率が同時併立的にき

められるわけではない。決定単位の核心となる埜幹

跛種の賃金率(Keyjob rate)を中心としてき

められる。（注 8)

このよう K.Dunlopの所論においてほ，賃余

決定が企業の内外の二つの局面において異なってなさ

れることを明かにしたわけであるが，ただここ．で問題

であるのは，企業内の賃金決定単位を聯群に限つてい

ることである。すなわち，職群に所属する人間の労働

の個人的条件分析についてほ，十分になされていない。

ここで個人的条件(Personal Character) 

とは，性，年令，教育程度，熟線などをさしている。峨

務(job)を中心として，賃金をきめるばあいにも，

これに従事する人間の労働資質や職務遂行能力が究明

されなければならないからである。

したがつて，職務序列の格付についてほ， この職務

を規定する物的人的諸条件を分析してみることが必要

- 3 -



とたる。 Reynolds の表現匠したがえば，それは，

作業系列 (Production operation Seque-

nee)と教育訓練系列(Learning Sequence) 

である， という（注 9)。ここで，教育訓練系列とい

うのは，ひとつの作業集団内匠おける低位のランクか

ら高位のランクヘの昇進の階梯をさしている。なぜこ

のような系列を問題匠するかということは，じつは具

体的匠は跛務の評価方法に問題があるからである。

跛務評価方法匠ついて， Reynolds はとく (I[,

つぎの二つの点を指摘している，すなわち，その 1つ

は，評価要素の問題であり，その 2つは，評価匠もと

ずく賃金の格付匠ついてである。

まず，評価要素匠ついて，こんにち一般的傾向とし

て指摘しうる特徴は，技能，知識など労働の質的要因

がつよく，肉体的負荷のよ＇うな量的要因がウエイトが

低いということである，たとえば， National 

Metal Associationで用いているランキング

スケー）レ匠よれば，つぎにみるように教育，経験の

要素が大きいことがわかる。（注 10) 

education, ex:perien ce, skill 

res:ponsi bility 

ef全ort

working conditions, 
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1 0 0 

75 
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400 
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以上の考察から，賃金の決定，とくに企業内個別賃

金の決定にさいして，躁業，識種ないし識務的要素を

中心としてきめられることが指摘されている。われわ

れは，これを欧米的賃金決定と呼んでいる。そして，

この種の賃金決定匠たいして，わが国の賃金匠みるよ

うに勤続年数や年令や学歴のような属性を重視する決

定方式を日本的年功賃金方式だとして，これを欧米的

賃金と区別している。しかし，これはかならずしもつ

ね匠妥当であるわけではない。欧米匠も人間の属性

(worker characteristics)を重祝する職

場の社会的慣行，雇用恨行が存在することが多い。人

種，年令，学歴等によつて，賃金所得妬格差が存在す

ることが指摘されている（注 11) 

Millerは，アメリカ国民の個人所得を分析して

いる論著の中で，かれらの所得が人種，年令，学歴匠

ょってかなり格差が存在していることを実証している。

まず7.171応労働所得は，年令の変化によって異なる

すなわち，年令別の所得変動は，その個人の生涯期間

(life cycle) を通じて周期的変化(income-

cycle)をじめす。すなわち，その周期の形態とし

ては，アメリカ国民の大半は， 1 0オ代で，労働市堀

に入り， （フルクイム就業であれ，バートクイム就業

であれ）数年間で技能簑成，職業訓練を習得し， 2 0 

オ代半ばまでに，ほぼ生涯的職業を選択する。そして

以後，その蹴城で賃金は識業能力や技能鹿のず柱rにつ

れて向上し，その特殊の技能，経験を体得して安定し

た識業をすごす年代に達するd そして， 40オ代ない

し50オ代爬たっしたとき，その稼働能力はピーク9て

到達して，それ以后は，労働市場から引退する年令に

達するまで，その年間所得はしだいに滅退し，ついに

は，若年令の時の収入より低いところまで減ずる。そ

して，さいごに引退後の生活でうけとる年金は，か

れが初頭就業時匠うけた賃金よりもはるか匹低い点

まで達する（注 12) 

（補注） これと同様の見解をしめしているのは，

woYtinskYであって，産業社会の景気

変動や個人の就業機会，賃金 ，生計費等

の変化を考庶にいれても，ライサイクルに

応じた所得の変化傾向があることが指摘さ

れている。

オ2は，学歴（国ducati o na l Attainment) 

匠よつて，年令別所得変化がさらに異なるということ

である。すなおち，学歴のたかい者低ど所得はたかく，

したがつて，学歴別にそれぞれの所得は異つた水準で
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年令別に変化している。

つまり，所得＇と学歴の相関度がたかい。そして，こ

れをさら匠，人種を異匠してみると，つぎの固のよう

になる。白人の所得グJレープでは，年令別賃金の変化

は，学歴で異なる。それぞれの間花は，層別化されう

るような有意差がある。しかし，非白人の所得は，全

体的匠白人匠くらべて低いレベル匠おかれ，しかも，

その学歴別所得差は存在するけれども，その度合は白

人ほど大きくはない。

$7000. Median income in 1949 

$600 

ロ
一
[
-
「
〖

/口-、
O_L 
ぉ 55 45 5' 

Tote.l 
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65 Age 25. 廷 45 55 65 

ともかく，所得匠学歴差があること陀ついて，かれ

は，かかる格差の発生原因匠ついてそれが高度学歴保

有者の稀少性 (sc a r c i ty) (trあるとしている，し

かし，この学歴の稀少性は絶対的のものでなくアメリ

カ国民の教育7捻俸が向上する匠つれて弱まり，一部の

かぎられた高度の学歴保有者のみにかぎ氏れること匠

なる，ということである。

所得決定匠姦ける教育的要因匠ついて深く飴及した

最近の論文は， Schultz の所論であろう。かれは，教

育の要因が所得分布匠大きな影智を装よぽす.,.―とを強

調している，すなわち，かれ！てよれば，人間 J経済的

能力は，先天的なものでもなく，就学前匠体得したも

のでもなくて，きわめて後天的なものである。そして

この能力の存在意義は重大であり，それは現在の貯蓄

や資本形成匠大きな影警を及ぼすものであり，またそ

れは，賃金格差楷造や労働配分率侭変化を与えるもの

である，としている（注 13) C とくに教育が個人の

所得侭およぼす影悸匠ついては，生涯所得と教育費と

の関係の解明匠よつて，分析の手がかりをうるとして，

「生涯所得と，その源泉である教育費との比率は，教

育のもたらす収益を解明するうえで．ひとつの手がか

りを与えてくれる。 19 3 9年陀は， 4年以上の大学

卒業者の生涯所得 (16~ 6 4オ）は，高等学校卒業

者のそれより 39 D D Dドル多く，また高等学校卒業

者の生涯所得は．初等教育修了者のそれより 25000

ドル多かった」とのぺている（注14)。

箪者は，かつて生涯賃金と学歴との関係を明か匠す

るため．ひとつの大たんな理論ジェーそを試みたこと

があった（注 15)。これは，はからずもかれの構図

と近似している。すなわち，華者匠よれば，

↑

賃

金

大学卒

高校卒

→年令

大学卒業者の生涯収入のうち，高校卒業者が大学卒

業者の修学期間中に取得した収入分，すなわち大学卒

業者が修学のため匠取得可能の収入を断念放棄した戸fr

得（ A)をひき，さらたまた大学卒業者が修学期間中

匠投じた修学費用 (B)を控除した残りの部分 (C)

が，純粋陀学歴差がもたらした所得差である。すなわ

ち，大学卒業者の生涯所得を s1,高校卒業者のそれ

を S2とすれば，学歴別所得差 Iは，っぎのよう代あ

らわされる。

均-Sz=B + C 

I = S1 - Sz-B = C 

すなわち，学歴差にもとずく賃金所得差は，生涯賃

金差から放棄所得と修学費用をさしひいた所得部分で

ある。

ところで， Schultzがとりあげている教育とは，

学校教育を主体として考察している。しかし，それは，

かれの本意ではなく，かれ自身は，教育を広義匠解し，

学校教育のしまか，企業内教育，職業訓練機関，家庭教

育，社会教育なども含めることを主張している。しか

し，家庭教育等のインフォーマルな教育については，

その経済的価値を言t量的匠把握しがたいだけのことで
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あり，問題の本質侭変りない，とする。

以上のぺたことから，われわれは，つぎのような命

題をみ出すことが可能である。

(1) 賃金決定の諸要因のうちで，教育的要因は重要

であること，とくに企業内の個別賃金の決定に

ついては，労働資質を規定する教育的要因の存在

意義はきわめて大きい。賃金が労働の質，蓋にも

とずいて支払われるものであるとすれば，その労

働の質を規定するものは，教育にほかならないか

らである。

(2) ここで，教育的要因とは，教育機関が産業社会

匠森ける労働力の資質形成侭さいし，これに働き

かけ作用することをいう。このばあい，教育機関

とは，ひとり学校教育すなわち，大学，高校，中

挙などの学校教育機関のみ匠かぎらない。学校以

外の諸教育機関の役割の重要性を看過してはなら

ない。こ>では，学校外教育の代表的なものとし

て，企業内教育を念頭匠おく。したがつて，教育

的要因の実体は，ひとつ匠は学校教育によつて形

成された労働資格条件が賃金決定匠及ぼす影智の

問題であり，もう一つは，主どして企業内教育匠

ょって累精された労働資質の問題である。換言す

れば，学校教育的要因とは，学校教育修了の資格

条件，すなわち，学歴が賃金決定匠さいし作用す

るばあいを指していい，教育訓練的要因とは，企

業内教育訓練陀よって累積された職業上の経験，

技能，すなわち職歴が要因として賃金決定陀作用

するばあいである。

(3) 以上の前提条件のもと匠，賃金格付規準として

の教育資格条件の存在意義の大きなことを実証す

るため応教育差に帰因する賃金格差楷造を明ら

かたすることが肝要となる。このためには，つぎ

の諸事項を吟味する必要がある。

(a) 学歴が異なるととも忙賃金に格差があるかど

うか。

(b) 跛歴が異なるととも侭賃金た格差があるかど

うか。

(cl 生涯期間をつうじて学歴差匠もとずく賃金匠

格差があるかどうか。

（注5.） 石原孝ー著「貨金格差をめぐる諸問厘」

1 9 6 3年

（注 6) 前記拙稿「賃金」論文 P 68 

（注 7) J •T•Dunlop, edited, " The theory of 

wage determination " 1957 •P1 6 

（注 8) J •T•Dunlop, ib,id, P17 

（注 9) L•G• Raynolds, " Labor eヽonanics and 

La切 rrelations " 1959, P524 

（注10) Reynolds, ibid P525 

（注11) Reyn會lds,ibid P527 

（注12) H•P • Miller " Income of the.American 

people " 1955 •P64 

（注13) T•W•Schultz " The econom JOvalue of 

education ≫ 1963 

邦訳 P 22 

（注14) 同上邦訳 P240

（注15) 石原孝ー著「職業をどう選ぶか」

1963年 P107

第3章作業上の仮 設と 方法

以下，実証分折するにあたりあらかじめ作業仮設と

方法を明か匠してぶきたい。

(1) こゞでいう「教育的要因」とは，学校その他の

教育機関の資格経歴匠よって表示される労働資質の形

成を意味している。このうぢまず「学歴」とは，学

校の教育歴をいぃ，それは，学校の卒業資格侭よって

あらわされる。こゞでいう学校とは，教育立法上，公

認された正規の学校に限られるから，いわゆる各種学

校や企業内学校や社会教育的諸学級の修了を含まない

「学歴」は，それがもつ所得的効果からみて，つぎの

ような大分けの階梯構造をもつ。その 1つは，義務教

育段階匠相応する正規学校の卒業歴である。この義務

教育は，こん匠ちでは，わが国におャいては，前期中等

教育に相当する。いわゆる「新制中学卒」の学歴がこ

れ匹該当する。なお，それ以前の教育体系に姿いては，

高等小学がこれ匠あたる。その 2つは，義務教育后の
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後期中等教育である。これ匠該当するものは．こんに

ちの「新制高校卒」の学歴であり，なお・旧教育体系

のもとでは， 「旧制中学」がこれに該当する。その 3

っ，高等教育のカレツヂ程度の機関であり・これ匠

は，こん匠ちの「短大卒」の学歴があてられる。なお

旧教育体系化でこれ匠該当するものは， 「旧高専卒」

である。^ その 4つは，高等教育のうち，ユニバージイ

ティに相当する機関の学歴である。 「旧制大学卒」の

学歴や， 同f制大学卒」匠はこれが，該当する。（注6)

(2) つぎere,もう一つの要因である「教育訓陳的要

因は，学校以外の職業教育訓練歴である。これ匠は，

各種の形態があり，かなりフォーマルな資格を附与す

るものから，しからざるインフォーマルなものまでい

ろいろある。このうぢ所得的効果との関連でその市

場的通用性を考慮するとき，注目に値するのは，企業

内教育訓陳歴である。とく ere,近代的太企業の下では，

かゞる企業内教育訓練は，その教育訓練機関が組諦化

さ和制度化され，したがつてその教育訓練修得者匠

附与される卒業資格ふ企業内の所得決定忙有効性を

もつことが多い。しかし，これらの企業内教育訓練の

組織，方法，内容，袋よび制度は，企業匠よつてまち

まちであり，その間匠共通性がない。

すなわち，教育訓練の企業別個別性を超えたところ

の社会的匠みた公準がみいだしにくい。たゞ，こん匠

ちでは，かゞる公的基準の一部として，技能の国家検

定がある。

ところで問題は，訓練歴の操作上の概念である。こ

のばあい囮かつぎの二つが，考えられる。その 1つ

は，個別企業のうち匠おいて訓練歴が意味をもつばあ

いである。すなわち隕胞E」代よつて表示される人的

能力の有効性が，その個別企業体匠於てのみ通用して

いて，他企業との間にかならずしも通用化しないしま

あいである。このばあい代は「勤続」は，むしろ，そ

の個別企業内匠就業する年限匠よつてはかられる。そ

の 2つは，中小企業の技能職種匠みられるよう ere'そ

の人的能力が，個別企業の特殊性匠立脚せず企業間妬

市場的流用性をもつているばあいである。このような

ばあい匠は，むしろ企業のわくをこえて，森なじ聯種

匠就業する年限ではかり＇ 「経験年数」として指標化

するほうがよいとかんがえられる。

(8) つぎは「賃金収入」の概念である。

こゞでは，企業匠土ナける雇用労働力によつてえられ

る賃金収入である。このばあぃ，賃金収入は，こゞで
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は，賃金率 (wage rate) をとりあげるのではな

＜，賃金収入(earnings)をとりあげることとす

る。ところで賃金収入は，月間収入，年間収入，生涯

総収入の諸形態が考えられる。

以上の諸概念にもとづいて，・教育的要因すなわち学歴

および教育訓練的要因すなわち瞼歴と賃金収入との関

連をあきらかにすることが，作業課題である。

この課題を分折する方法としては，つぎの諸方法が

かんがえられる。

(lJ その 1つは，賃金収入の絶対水準の学歴別の比

較である。このばあい，賃金収入の絶対額は，月間収

入9 年間収入，生涯収入の諸形態がある。

(2) その 2つは，勤続年数や年令で異なる賃金収入

が学歴の異なる匠応じてどのよう匠変イ日？るか，その

関係を明らか匠することである。

（8) もうひとつは生涯収入匠ついてである。生涯賃

金収入の比較と前記の賃金曲線の検出とはたがい匠関

連をもつ作業である。すなわ知賃金曲線は， w=f

(X)で表示され，生涯収入は，その積分である。

W=jt f •'(X) d (X) として表わされる。

゜（たゞ し， w, wは賃金'Xは就業期間である）

ただし1竺f(X) d (1 X) の具体的算出に

ついては，．f（x)の月間収入が，月毎に変動するの

でなも年毎匠定期上昇するとすれ応じつさいには，

つぎの方式で算出が可能である。

刃 w(12+r)+aw
0→ 

（ここで， wは月間定期収入， rは，特別給与支給

率としての月分， aは退戦金の支給率としての月分）

分折匠用いる資料の選出匠あたつては，つぎの基準

匠もとずいておこなうこととした。

(1) 調査対象の範囲が広汎であり，分析の結果が一

般化しうる可能性をもったデークーであること，その

ため陀は，っぎの諸条件をみたすことがひつようであ

る。すなわち

(a) 全国的規模をもつ資料であること。

(b) できるだけ広汎な産業分野紀わたるものであ

ること。 (C) 企業規模が，大企業匠偏在せず，中

小企業をもふくむものであること。 (d) 特定の団

体匠所属する会員のみの対象でなく，ひろい範囲にわ

たつたもので，そこから無作意匠抽出されたものであ

ること。

(2) 用いる統計数値が，有意的VC加工操作されたも

のでなく，実態をそのまゞあらわしたものであること。



たとえばしばしば用いられているようなモデル賃金

調査侭みられるような操作的数値でないこと。

(3) 調査時点がなるぺく現時点にちかいものである

こと，なぜならば，賃金を表示する数値は，経済変動

の影瞥をうけやすいからである。

以上の諸条件を渋たすために，こゞで用いた資料は，

昭和 36年 4月末現在で調ぺた労働省「賃金実態総合

結果報告書」である。この調査結果を利用した理由は

つぎのとおりである。

(1) 全国資料であり，産業範囲もひろ＜，企業規模

は 5人以上であること。

すなわち，産業は鉱業，建設業，製造業，卸売小売

業，金融保険粟不動産業，連輸通信業，電気ガス水

造業 9 サービス業の諸産業匠わたつていること，なぉ，

調査職種の範囲も広汎であること。

(2) 調査は，定期的給与の実態をしめしたものであ

ること。

(8) 時点は，昭和 36年 4月分陀ついて調査したも

のである。その後の時点のデークーもすで陀発表され

ているところであるが，あえてこの時点のデークーを

利用したの応前述の理由による。

ところで，このデークー匠は次のような限界がある。

(a) 月間定期的給与を中心とした調査であるため，

特別給与を含む年間収入はあきらかでない。また，退

臓金の支給率も不明である。

(b) 就業年数と年令との関係が，完全に平行してい

な応すなわち，低勤続年数陪にも中高年令がおり，

両者の関係がかならずしもパラレルではない。これは，

中途採用者，配置換者が存在するためである。また 9

おなじ，勤続年数の区間であっても，個別労働者の能

ヵ，資格，属性等の諸条件が異るためvc'ィレギュラ

ーな数値があらわれていることがある。

(c) 生涯収入の算出匠おいては，同一パ間の時系別

でみた生涯収入でなく，同一の時点匠ぷける異る年令

点の労働者の収入の合計として推計する方法をとらざ

るをえない。

以上の欠陥を補うため，つぎの補完デークーを用い

ざるをえない。

(a) 特別給与の支給率については，労働者の毎月勤

労統計調査の結果の数値を用いる。

(b) 退職金支給率匠ついては，関東経営者協会の退

職金調査結果報告を用いる。

分折匠もちいるデークーの処理手続はつぎの順でお

こなうこととした。まず求める値としては，

(1) Y= a+ bx+ cx2の方程式を用いて表示する

こととする。このため， a, b, cの常数値をもとめ

る。

(2) つぎ応この式匠基き賃金の理論値 (y)を求

める。

(3) 上記の式をもとヽして生涯賃金を求める。

(3) カイニ乗を求め，信頼度を検討する。

そこで，われわれがとつた具体的算出手続の順は，

Aプログラム→産業励学歴別，常数値，理論値9

Bプログラム→職種励年令別，常数値，理論値 9

Cプログラム→職種加経験年数別，常数値，理論

値

Dプログラム→産業別，学歴別，生涯賃金（但，退

職金を含まず），

四プログラム→産業腐学歴別，生涯賃金（退職金

を含む）

以上の前提陀基ぎ算出VCさいしては，北大計算セ

ンクーの電子計算機陀よることとした。

なお，このためのプログラミング匠ついては，司馬

正次講師の協力をえた。

ところで，生涯賃金の算出侭用いた特別給与，退職

金の支給率はつぎのごとくである＂まず，特別給与支

給率 (r)は，企業規模 50 0人以上は， 3.5ケ月

分， 100~499人の規模は， 3ヶ月分， 10 ~ 

9 9人では 2ケ月分とする。また退戦金の支給率

(5 O 0人以上）は，下記のとおりとする。

大学卒短大卒新高卒新中卒

鉱 業 5 1. 9 5 6.9 58. 9 7 2.5 

建 設 業 5 1. 7 56.2 6 1. 7 54.8 

製 逗、生 業 4 3.5 4 8.4 4 ． 8.6 5 4.6 

卸売小売業 4 0.2 ， 4 0.7 3 9. 7 3 6.6 

金融：ス：水道］栗

3 7. 0 3 7. 3 634 
不動

連輸 4 1,・。44.6 4 6.3 48.8 
電気ガ

調査産業計 4 3.1 4 7. 7 4 7. 6 54.8 

な年生涯収入の算出のさい([),最高勤続年数は，

旧制扱とし，大学卒 52年，短大 55年，，新高 38年，

新中 41年とした。
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第4章 賃金決定における学校教育的要因の分析

学歴差が賃金の決定侭影幣を森よぽすであろうこと いることかわかる。

は，すで(I[Miller :f-の他侭よつて指摘されてきた

ところである。わが国のばあい匠は，このような命題

が，さら匠わが国の特殊な条件の下で，種々の祝角か

ら吟味されなければならない。たとえば，わが国のば

あいは，俸給生活者屈蠍員層匠おいて極度匠学歴を

重視することこれらかワイト・カラー陪V⇔己＾ては 9

学歴，すなわち教育階梯の相違匠よつて，賃金の格付

や昇進，昇給がなされることつまり，わが国賃金体

系の特径といわれる年功序列体系は，ただ，糊読年数，

経験年数の長短匠よつて賃金格付がなされるばかりで

なく，学歴差代よつてこれらの格付かさら匠一段と層

別化されているということである。しかも，その度合

は，中小企業（てくらぺて大企業短ど大きいということ

である。換言すれば，学歴差匠もとギく賃金格差は，

わが国のばあい府は，労働種類や性や年令や企業規模

などの諸条件のもとでその格差の度合を異匠し，その

形熊を異匠するということである。以下，実態分析匠

もとずいて，このことを究明していきたいと思う。

(1) まず，学歴の異なる尻つれて賃金匠格差が存在

することVCついての一般的傾向を考察しよう。いま，

製造業匠ついて，月間賃金（定期的給与）の学歴別格

差をみると，男子戦員（rcおいては，大学卒の賃金を

1 0 0とすれば，短大（旧高専）卒は 82,新制高校

（旧中）卒は 634，新制中学は 53という格差比率と

なる。

(2) 以上のことは，大企業と中小企業のばあいでは

異なる。すなわち企業規模 !(1000人以上）匠ぶい

ては，男子職員のばあい大学卒（恥）を華準とすれ

ば9 短大卒（恥）は 82,高校卒（画）は， 64, そ

して中学卒 (Et)は 53と大きく，格差が存在してい

るの厄中小企業 9 たとえば企業規模Ill(1oo-49 9 

人）に姿いては，大学卒匠たいして，短大卒 81,高

校卒 66, 中学卒 55であり，また企業規模V (1 o-
29人）の小企業匠ぶいては，大学卒 100(1[たいし，

短大卒 97,高校卒 86,中学卒 73であつて，企業

規模が小さくなる匠つれて，賃金格差が小さくなって

- 9 -

規 模 図 Es 地 EI 

I (1 D D D ~)  1 D □.□ 82.3 6 4.0 53.8 

II (5 o □~9 9 9) 1 o o. o 8 4.4 7 0.1 5 9. 1 

皿(100-499) 100.0 81.3 66.3 55.2 

1V (3 0 ~ 9 ・9) 1 0 o. 0 1 12.5 9 0.2 7 3.0 

V(1 0~29) 100.0 9 7. 9 8 6.4 7 3.2 

（8) また，おなじ大企業であっても業種匠よつてさ

らに若干の相違がある。中小企業との競合関係の度合

が比較的大きい産業，たとえば，製造業，卸売，小売

業，建設業，鉱業の産業部門匠くらぺて，中小企業と

の競合関係が比較的稀薄な産業部門，たとえば，運輸

通信業，電気ガス水造業 9 金融保験業，不動産業のよ

うな部門の学歴別賃金格差は大きいという一般的傾向

がみられる。

いま，企業規模I(l)ばあぃ，そこ陀従事する男子識

員の月間賃金を学歴別に比較してみると，大学卒のそ

れを華準とすれば，っ挙のような差があり，しかも格

差席合は業種（てよつて若千異なることがあきらかであ

る。

E4 Bs 恥 B1 

鉱 業 1 0 0 0. 8 3.5 5 6. 9 5 0.2 

建 号a几 業 1 D 0. D 7 6.4 7 3. 1 5 6. 4 

製 造 業 100.0 82.3 64.0 53.8 

卸売・小売業 100.D 86.9 68.6 58.4 

金融保険業 1 0 0. 0 7 9. 9 6 7. 7 4 8.8 

不動産業 100.0 83.3 57.7 43.6 

迎輸通信業 1 D 0. D 7 4.6 5 8. 1 5 1. 9 

雷気ガ攻k造業 100.0 76.9 56.1 46.2 

ところで，前記の指摘して 1^ るところば一人当り

平均月間賃金 (monthly average wage 

earning)匠関してである。賃金が年令や勤続年数

匠応じて変化するばあい沢ばどうなるであろうか，

このばあい匠学歴差はどのよう択作用するか という



ことが問題として存在する。すで忙のべたよう応

Mil le rは 9 年令月IJ賃金変化は，学歴侭よつてさら

匠相異することを実証して＇＾る。わが国のばあいはど

うであろうか。

(1) まず 9 ぶなじ企業内では，学歴が異なる匠とも

なつて，賃金の変化の度合が異なつて 1^ るいすなわち 9

たとえば勤続年数を横軸vcとり，賃金をたて軸侭とつ

て，賃金曲線をしめすと，高学歴のもの紐ど賃金の上

昇度合が大き l^ ゜いま，製造業の規模Iの企業匠装け

る学歴別賃金曲線をしめすと，下図のと歪りである。

大学卒男子賊員や中学卒男子労務者'ICくらぺて賃金曲

線が高い水準陀位置し，靴続年数の大きくなる匠つれ

てその上昇度合が大きくなつていることがわかる。

1 0志

製造菜

91 (1 a a a人以上）

8 

7 

6 

5 

4 

5 

2 

大学卒蹴員鳴

中学卒労務者が，

Y = 6 7 5 2+9 0 OX-6 X2 

と，あらわすことができる。 (yは負金, Xは勤続

年数）

これらの賃金曲線方程式を相互に比較してみると，

大学卒男子職員のばあ，，，，は， xの項の係数 (C)がゼ

ロより大でプラス値をしめして，，，，るの匠た 1^ しその

ほかは Cの値がマイナス値をしめしている。

これは，賃金曲線が c>oのときは，て l^ 増型（凹型

曲線）をしめし， c< oのときは，て，，，，減型（凸型曲

線）をしめすと，，，，ぅ曲線形状の基本廿湘違を意味する

ことである。

(2) しかし，中小企業では，その学歴別賃金曲線の

形状は大企業とは異なる。いま，勤続年数の変化代と

もなう賃金の上昇朕合を図示すると，つぎのとおりで

ある（企業規模W)。

17!3 

0

、

製造業(50---99人）

8 

高校卒戦員嗚
7 

中学卒労務者詞
6 

高校卒瞭員図 5 

中学卒労務者は
4 

5 

2 

大学卒職員餌

高校卒職員餌

中学卒労務者閲

高校卒職員ぬ

゜
.5 125 17..5 益年

いま，これらの賃金曲線の形状を数値化すれば，つ

ぎのよう匠なる。附表 Iからあきらかなように大学

卒男子職員の貨金曲線は，

Y = 1 8 ¥>'3 3 + 2 3 TfJX + 1 3:x-" 

としで表示できる。

これにたいして，高校卒男子職員のばあいは，

Y=  121 06+19 D6X-6X.2 

また，中学卒男子労務者のばあいは，

Y = 12 4 1 6+ 19 4 4X-27 X2 

そして，女子のばあいは，高校卒職員が，

Y = 8 7 2 2+9 8 ?X-7 X2であり，

0 4 7.5 125 17.5 25年

図匠みるようvc,中小企業陀装いても，それぞれの

賃金曲線は学恥陀よってその差が階別化されているこ

とが明かである。ただし，この図をさきの規模 I(l)図

と比較すると賃金の格差の巾が狭小であることがわ

かる。このことは，中小企業侭姿 1^ ては，大企業ほど

侭学歴が賃金格付において重視されていないことをし

めすものである。

1^•ま，この事実を賃金曲線形状の数値化匠よつて再
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言することとしよう。企業規模1V(t[おける大学卒職員

（男）のばあいの賃金曲線の値は，附表Iによってつ．

ぎのよう匠しめされる。

Y=  19 097+2683X-55X2 

また，高校卒戦員（男）のばあいは，

Y = 1 5 9 8 7 + 1 7 4 O X-2 1 X2 

さらに中学卒労務者（男）のばあいは，

Y = 1344 5+ 12 9 6X-2 8茫

そして，女子のばあ1,,.,'高校卒載員は，

Y=8901+9B2X-15茫

さら応中学卒女子労務者のば紗べか

Y=7871+479X-14沢となる。

これらの形状数値を，さきの企業規模 Iの数値と比

較してみると，つぎの特色が指摘できる。すなわち，

中小企業匠姦いては，大学卒職員をはじめとして，そ

の賃金曲線の形状は，すぺててい減型 (c<o)をし

めして1^ る nしかも，それぞれの形状値，すなわ知

方程式を比較してみると，中小企業の方が，大企業佗

くらぺもその形状値の類似性がたか！＾。すなわち，

中小企業の賃金曲線は，大学卒も高校卒も，また，職

員も労務者も，．ほぼ澁なじ形状をしめしてl^ る，と l^

うことである。これは，中小企業が，賃金格付規準と

して，学歴を一応みとめながらも，勤続年数の変化侭

応じて，さら匠賃金の上昇度を学歴によつて差別扱い

しないことをしめしている。

つぎ 応牙 3(t[，生涯賃金の学歴差についてみるこ

ととする。既述の方法の陀もとずいて算出冷る。

(1) まず，企業規模．I, JI の両方たつ1Aて，退職

金を含むばあいの生涯賃金を算出すると男子のばあ

I^，企業規模I(t[姦1^ ては，大学卒職員の生涯賃金

(3703万円）を基準とすれば，大学卒 100(![た1̂
し，高校卒撒員は．84，また中学卒労務者け， 7 2と

なる。また，企業規模Il(l)ばあい代は，大学卒職員の

生涯賃金 (32 1 4万円）

1 0 0 (I[たいして，高校卒戦員は 90, そ·✓で中学

卒労務者は 76である。いずれも，生涯賃金として計

算したばあいにおいても学歴匠もとずく格差が存在す

ることが明がである。

なお業種別匠みると，中小企業との競合度が低い

業種，金融保険業，電気，ガス水道業 9 連輸通信業な

どの産業部門では，生涯賀金の学歴別格差は，がいし

て，他の業種匠くらぺて大き l^ ゜いま，規模 IVCつ1A

てみると，

西 E3 坦 図1 El 

蔵 員 聡員磁員職員労務者

製 造 業 10 0. 0(3703) 1 O 4.1 8 4.3 7 9. 9 7 2. 6 

御売，小売業 1 0 o. 0 (3411> 1 0 5. 7 8 8. 5 8 5. 1 

金融保検業 10 0.0(357~ 9 8.4 9 3.1 7 6.6 

蓮翰通信業 10 0.0(2611) 92.5 76.1 77.0 

電気ガス水道粟 1□□.□<3337) 95.4 75.7 67._5 

また，規模]J匠ついてじめすと，

画． 迅 叫 恥 恥

製 造 菜 10 o. 0 (3214) 90.3 86.3 76.0 

卸売，小売粟 1 0 0. 0 (3008> 104.4 7 5.9 

金融保険業 1 0 0. 0 (3824) 9 5. D 8 1, 8 6 9. 8 

運輸通信業 10 o. D(3713) 7 5.4 7 1. 2 6 2. 5 

電気ガス水道業 1 0 0.0 (2986) 1 0 0.1 9 2.5 8 3. 7 

(2) つき液石退職金を含まないばあい匠ついて生涯

賃金を算出すると，製造業のばあぃ，大企業の規模I

匠お↓いては，男子のばあい大学卒職員の 100{([た1"

して，高校卒臓員は 85, 新中学卒労務者 75である。

また，中企業としての規模皿のばあい，大学卒職員

100{/[たいし，高校卒職員（男）は •8 7, 中学卒労

務者は 70である。また小企業としての規模W匠おい

ては，大学卒職晨のtO Ol'Cたいし，高校卒載員（男） 99, 

そして，中学卒労務者は， 74である。いずれも，企

業規模の大小をとはず，生涯賃金（退職金を含まな1,,)

匠学歴差が存在して 1^ ることがわかる。そしもかか

る格差の存在は，大企業と中小企業と異なり，中小企

業では，格差が小さ1^ ことがわかる。

いま，製造業のばあ＇＾退職金を含まない生涯賃金

の格差をしめすと，つき℃）とぶりである。

恥 E3 国 2 画 四2 恥

蔵 員 職員職員職員労務労務

I 1 D □. D (3223) 1 D 4.6 8 5. 9 8 2. 5 7 5.7 7 5.5 

I[ 1 0 0.0 C 2824) 91.9 89.1 7 5.6 78.6 

Ill 1 o o.o (269(J)1 0 1書．5:BZ 9 8 3.4 6 8.2 7 0.3 

1V 1 0 0.0 < 2009) 9 9. 3 9 7.4 7 4.5 7 4.3 

V 1 o o. o C 16 27> 96.8 99.5 9~,3 75.9 

なふ万製造業以外の業種匠ついてみても，学歴別賃

金格差傾向は看取しうる。ただその格差の大きざま，業

種匠よって若干異なり，概して大企業性の業種殴どそ

の格差の度合は大きい。いま，大学卒の生涯賃金匠
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たいする中学卒の比率をしめすと，その業種別，規模

別比率は，つぎのようになる。（ただし， 2次産業は，

中学卒労務者をしめす）。

I I Ill nr V 

鉱 業 56.5 60.4 64.5 45.5 44.5 

建 設 業 75.3 8 Z 1 6 9. 3 7 0. 0 6 9. 9 

製 造 業 75.5 7 8. 6 7 0.3 7 4.4 7 5.9 

卸 売，小売業 8 8.6 7 9. 1 6 8.1 

金融保険業 76.9 73.D 

不 動 産 業 68.4 70.3 56.4 59.5 

遥楡通信業 80.0 64.1 69.5 

電気，ガス水道業 71.5 85.2 60.7 

(b) このような学歴別賃金格差は，中小企業より大

企業に茶いて，また業種分野では大企業性の産業（大

企業の支配度が大きい業種）に茶いもそれが明確で

ある。

以上のような諸規定が成立可能であるためには，そ

の背景としもつぎの諸事実が存在することを，同時

に併せて触れて森く必要がある。すなわち，

(a) 大学卒職員と，短ーベ・高専卒搬員との間には，

それ筏ど大きな有意差が認められない。すなわち，賃

金格差のグルービングとしては，同じ高等教育程度の

ものとして，中学，高校出にた 1,1'>し，有意差をもつに

すぎない。

(b) 高校卒職員と中学，旧高小卒職員との間には，

それほどの有意差が認められない。両者は，中学卒労

以上のことから，つぎのことが明かになった，すな 務者にたいし，むしろ同じ賃金階層に所属するもので

わち； ある r

(a) .月間賃金，生涯賃金のいずれをみても，学歴別 (c) 女子は，学歴による賃金の有意差がそれほど認

格差が存在している。それは，とくに，大学卒職員と められない。わずかに，女子高校卒職員と女子中学卒

高校卒職員と中学卒男務者との間に装いて，明かに峻 労務者の間に若干の格差が存在するにすぎない。

別されている。とく忙男子にお1 いて明確である。

〔補論 〕教ら育階梯と生涯賃金

これまでの分析から賃金決定にさ I^ し教育的要因

が及ぼす作用が明かになつた。それは，学歴によつて，

月間賃金や生涯賃金が相違し，またその賃金曲線形状

が異なることが明かにされた。すでに明かにされたの

は，生涯賃金総~収入の学歴差であり，教育階梯差であ

った。そこで 9 ここで附説したいことは，生涯賃金の

累稼の過程を，教育階梯の別に明かにしたいと思う。

1.,,.,也製造業における企業規模I(1000人以上）

本＼よび企業規模]!(500人以上）について，男子の

大学卒職員と，高校卒職員，森なじく男手の中学卒労

務者の三者についもその生涯賃金の累秩分布を分析

してみることとする o算出方法としては，勤続年数の

1年毎の月間収入を 12倍して，年間収入を算出し，

これを年次毎に累稜したものである。な森，これには

臨時給与も含まれている。この算出式をしめすと，

~~w (1 2 + f)，となる（ただし， Wは月間定期
O→t 

給与， Iは，臨時給与支給率'tは 55オの定年とす

る，したがつて，大学卒は勤続32年，高校卒は，

3 8年，中学卒は， 4 1年）

な森，ここで用いた賃金曲線方程式は，つぎの式で

ある。企業規模 Iについては，

大学卒職員は， Y=18933+2375X+13.4X2 

高校卒職員は， Y= 1 2 1 D 6+ 1 9 0 6 X-6. 7 X2 

中学卒労務者は， Y=12 41 6+ 1 9 4 4 x-2 7 x• 

また企業規模nにつ＇^ては，

大学卒職員は， Y=18 46 6+23 02X-3.4茫

高校卒職員は， Y=1284□+1994X-1 Z4X2 

中学卒労務者は， Y=11822+1998X-34.5X2

以上の算出にもとずいて，企業規模 !(1000人以

上）についてみると，

大学卒は，生涯賃金総収入（退職金算入されていな

い）は，勤続 5年目で，その 6%, 1 0年目で， 15 

%,2  0年目で 42.7%,そして 30年目で 84.5 % 
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となる。 1日中卒のばあいは，勤続 3・8年間のうおは

じめの 5年で， 4. 8%, 1 O年で，1t 9%, 2 0年目

でも 3.9%, 3 0年目で， 6 4. 9% 3 5年で 83. 7% 

となる。噴沖卒労務者のばあいは•勤続 4 2年間のう

ち，はじめの 5年で， 5,4%, 1 0年で 13. 5%, 

2 0年で 35.9%, 30年で， 63.9%,40年で

9 3. 9 %となる。

いま， A図にしめすように生涯賃金の累積過程を

しめすと•大学卒， 1・日苧和高j卒は，それぞれ·

5 2年， 58年， 4 1年の定年時で，賃金が 10 0 % 

(A勘 生涯賃金累積分布図
100% 

となる累積の分布となる。この図をみて明かなように

大学卒の累稜曲線と高校卒，中学卒のそれとは，

それぞれ，関差が存在しており，教育階梯が高

いほど，累精曲線の上昇度がたか!.n,すなわち急こう

配の形状をしめしている。

ただし， A國に茶いては，横軸の勤続年数の尺度が

学歴によつて相違している。したがつもこの勤続年

数を同じくするため，これを百分率でしめして，図示

すると， B函のようたなる。

（製造業
----ー一規模 I

J , n 

↑

賃

金

→翫坪数 32 

1 D 
も 製造菜学歴別生証賃金累積度数分布図

^

『

'

金
，， 

・ン年数
1 0 O'I, 

SD D-9 99人

1;0 DO人以上

B図で明かなように，大学卒と高校卒は，企業規模

Iでは，茶なじとなり，中学卒は，左上方へ移行する c

すなわぢ勤続年数を同じとすれば，大学卒と高校卒

は，累精の比率は同一であることをしめす。ただし，

その金額は相違している。これ匠反し，中学卒の累精

曲線は，上昇こう配がゆるやかである。（これは，中

学卒が勤続年数の低い層に茶いもその生涯賃金の中

のうけとる割合がより多く，勤続年数の高い層に茶い

ては，生涯賃金のうち，うける割合がより小さいこと

をしめしている。これにたいし，大学卒は，低勤続年

数の水準では，累殺度が小さいが，高い勤続年数の V

ペルでは，累積度が大きく，長期勤続となるほど大学

卒の方がうけとる割合が大きいことをしめしている。

つぎに企業規模lIについてみると，大学卒では，

勤続'5年では累稜比率は 6.6％となり， 1 0年では

1 6. 3 %, 2 0年では 45 %, 3 D年では 85. 5％と
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なる。高校卒は， 5年では 5.3%, 1 0年では 1:5. 3 

%, 2 0年では 36.4%, 30 年では •6 7. 2%, 3 5 

年で 84. ~％となる。また中学卒は， 5年では 5.7%  

1 0年では 14.4%20年では 57. 9%, 5 0年では

6 5. 8 %• 4 0年では， 94. 3％となる。

いま，その累稜分布を図示し，企業規模 Iと比ぺて

みると，まず， A図にみるように，大学卒，旧中卒，

中学卒のいずれの曲線も，左上方にずれていることが

わかる。これは，規模l1の方が，規模 Iに比して，累

積曲線のこう配がゆるやかであり，累積度の増分がリ

ニャに変化していることをしめしている。

また，これを B図匹おいて，規模 Iと比較してみると，

やはり茶なじ傾向がうかがえる。

以上の累積分布から，つぎのことが要約できると思

ぅ。

その 1つ応中学卒は勤続年数がなが＜，賃金の累

秩は，ゆるやかな上昇度で長期間でおこなわれる，し

かるに大学卒は，比較的短期の間で，賃金の累積がな

され，上昇度は急で大きい，高校卒は征ぼ中間に位す

る。 (A図）。

その 2つは，かなりに勤続年数をおなじとすれば9

中学卒は，短期勤続0レベルに装いて，累積度が大き

＜，大学卒は，長期勤続のレベルに本→いて累積度が大

きぃ，ということである。そして，高校は大学と，しま

ぼその割合がおなじであるが，絶対額がことなるので，

やはり，中間的性格をもつとみることができる。

大学卒職員（男） 高校卒職員（男） 中学卒労務者 （男）

区分 規模 I 規模JI 区 分 規模I

0~ 5年 6.0 6.6 0~ 5年 4.8 

5~1 0年 1 5.0 1 6.3 5~1 0年 1 19 

1 □~1 5年 2 7. 2 2 9. 1 1 0~1 5年 21.7 

1t~20年 42. 7 4 5.0 15~20年 ~3.9 

2 0~25年 6 1.8 6 3.8 2 0-25年 48.3 

25~3 0年 8 4.5 8 5.5 25~3 0年 6 4.9 

3 0~33年 1 0 0 0. 0 1 0 0.0 3 0~35年 a 3.7 
3 5~ 3・9年 1 0 o.o 

（後記） この研究では，数理的操イ倍て関して，黒

田孝郎教授から教えをうけることが大きい。また電子

計算機のプログラミングでは，司馬正次講師の協力を

えることができた。なお，北大計算センクー職員の労

規模Il 区 分 規模 I 規模ll

5.5 0~ 5年 5.4 5.7 

1 3.3 5~10年 1 3.5 1 4.4 

2 5.7 1 □~15年 23.8 2 5.3 

.36.4 15~2 0年 35.9 3 7. 9 

6 0.9 20-25年 4 9.5 51. 6 

6 7. 2 .25~3 0年 63.9 65.8 

8 4.9 30~35年 78. 9 8 0.0 

1 0 o.o 35~40年 9 3.9 9 4.3 

40~4訟 1 D □.□ 1 DD. D 

苦に対しても併せて感謝したい。ただし，この研究報

告の文書 9 茶よびデークーの処理に関しては，籠者に

責任があることを附記しておく n

第5章 賃金決定における教育訓練的要因の分析

以上に茶いて，われわれは，学歴という教育要因が

賃金決定に森よぼす作用について考察した。そこで，

以下においては，職歴という形の教育訓練的要因が賃

金決定におよぼす影磐について考察することとしよう。

すでにみたように，職員層匹森いては，学歴差によ

る賃金格付がけん著である。しかし労務者のばあいは，

学歴よりも，むしろ熟練，技能の度合によつて賃金の

格付がなされている。したがつもそこで働らく教育

的要因は，学校教育的要因ではなく，企業内教育に基

礎をおく教育訓練的要因である。

いま，この教育訓練的要因を，経験年数という測定尺

度によつて，その度合を測つてみることとする。考察

の中心は，技能労務的職種であるが，これと比較する

意味で，管理職員や技術職員，事務職員，あるいは単
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純労務職種をとりあげることとする。これらの職種は，

経験年数よりも勤続年数によつて測られている。

以下，数業種について考察することにする。

(A) まず，技能労務職種が経験年数によつて賃金格

付されていることが顕華にあらわれる業種は，おそらく

鉄鋼業であろう。いま鉄鋼業のばあいについて，そ

の服種別賃金格差梱造をみると，管理職鼻の月間平均

賃金を基準とすれは•，およそつきて）賃金階層がみられ

がすなわち，その 1つは，長期勤院の基幹技能職種

で，たとえば，操炉エ，圧延エ，鍛造工，製鉄工，焼

結工，製鋼工，等のようなグループであつもその賃

金格差比率の巾は，およそ， 60 ~ 6  9％である。そ

の 2つは，補助的技能エであって＇木型エ，鋳物工 9

熔解エ，研磨盤工，プレス工，旋盤工，現図エ等など

のように 39 ~ 5 8％の賃金の巾匠分布する職種グ

Jレープである。そして，牙 3に，単純生産労務職種と

して，中子工（女）や鉤ばりとりエ（男）の戦種をあ

げることができる。これらは， 1 8 ~ 3  3％の間に分

布している。

1涸

鉄鋼業
9 .. 

8 ... 

4
 

5
 

151 

5

2

 

5

5

 

1

1

 

175 

。
25年

151 管理職員

152 技術職員

155 事務蹴員

156 製銅工

175 旋盤工

174 中子工図

16B研磨盤工

つぎにこれらの職種グ）レープの賃金変化の度合を

下図のように賃金曲線によつてしめすることとしょ

う。

いま，それぞれのグループの中から，典型的臓種をえ

らんで函示することとする。

それぞれ賃金曲線の水準念よび形状が異なることが

わかる。

しいていえば長期基幹技能職種が，技術，事務の

職員の曲線と，その形状が近似しかつ水準としても接

近していることである。

賃金曲線の形状を数値化してしめすと附表nから明

かのように

管理職員のばあいは，

Y=25425+91 ox+106茫

として表示される (yは賃金， Xは勤続年数）。し

たがつてこのばあいは，てい増型曲線形状をしめす。

しかるに長期勤続の基幹技能職種のばあ応たと

えば，製鋼工の例でみると•

Y = 1379 0+2 6 31X-24笠

となる，この曲線方程式は，平の事務，技術職員の

曲線のそれと類似している。

しかし，補助的技能労務職種のそれは異なる，たと

えば，旋盤工のばあいには，

Y=  83 31+2623X-44茫

であって，巳の常数値が小さい。また研磨工のよう

収：，

Y=  5739+5 425X—269茫

の形状をとるものもある。

また，単純職種としては，中子工のように

Y = 9 a 3 6-2 7 3 x+ 1 o 4茫

という曲線形状をしめすものがある。

(B) つき．に中小企業性の業種としも木材，木製品

製造業について考察すると，

まず，管理職員の月間賃金を 10 0とすれば，技能

労務職種は， 43 ~ 6 7％の間に賃金が分布している。

いま，これらの職種の経験年数の増加たともなう賃

金の変化をしめすと，つぎの図のようになる。中小企

業の特徴として，賊種間の開差が狭いことがあきらか

である。そしもその形状がたがいに類似し，その水

準も相互に接近している；

いま，それぞれの代表的職種の曲線形状の数値をし

めすと，たとえば製材工のばあぃ，

Y = 7 3 6 5 +1344 X—49 だとなる。
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10 
万円

万円

1 0 

木材工業
0” 椒維工業

8
 

8
 

7
 

44 

6
 

6
 

5
 

5
 

4
 

4
 

〗ん戸庄＿ヽ76
74 

19 7 

/ 
46 ／／ 

5-1 ／，，，，／グ／45

2-1 /50 
ク 62一-53 

゜71 管理職員

72 事務職員

75技術職員

74製材工

75合板工

76木工機械工

゜ 44 管理戦員

45 事務職員

46 技術跛員

50 漂白 T55操糸 T.

56 粗紡エ

6 2 "フ・人絹布仕上エ

25年

なお管理職員も，この業種では，てい減型の曲線

形状をしめす。

(o) つき液：，女子職種の多い繊維工業についてみる

と，まず月間賃金の賃金格差は，つぎのグループに分

けられる。すなわち 99 その 1づば男子技能職種であ

る。たとえば，紡績精練工，精練猥白工，浸梁工，捺

梁工，織布仕上エ，紡績機械，保全工等である。この

賊種グループの格差比率は， 30~4 5％の間に分布

している。その 2つ応女子労務職種である。たとえ

ば，繰糸工1 生糸再繰工，粗紡エ，精紡工，織布工，

織布仕上工などがある。これらの格差比率は， 15~20 

％の間に分布している。

いま，これらの中の代表的職種の賃金曲線を図示す

ると，つぎの図のようになる。

この図をみて明かなように，各職種グルーブ間の賃

金曲線の開差が大きく，とくvc'このような，開差を

ならす最大の理由は，女子朦種の賃金の水準がきわめ

て低＜，しかも短期間でかつ横ばいの傾向をしめして

いることである。

たとえば繊維工業に森ける男子技能エの賃金曲線

の方程式をしめすと，猥白工の例では，

Y= 4052+37 09X-163X2 

となる r

そして，女子識種では，たとえば繰糸工の例のよ

うに，

Y = 6 2 2 7 + 5 5 1 x-3 3茫

また，粗紡工応

Y = 6 D 1 3+ 11 7 D X-4 2茫

また，スフ人絹織布仕上工は，

Y = 5 1 3 2+ 1 a 9 6 x-1 7 o x2 

となつていて，男子技能職種と女子労務職種との間

に形状の数値匹相異があることかが明瞭である。

以上は，数種の業種について考察したにすぎない。

実際には，オ 2次産業 9 牙 3次産業の主要業種の技能

職種について，考察しなければならない。附表lIは9

これをしめしたものである。いま，これを参考資料と

しもそこから，共通する傾向をとりあげてみること

とする。すなわぢそれぞれの業種を通じて，横断的
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に共通してみられる職種グJレープをいくつかた分けて

みるとその 1つば管理聯員層であり，その 2つは，

事務，技術臓員層であり，その 3つは，技能，労務瞼

種群であり，その 4つは，単純労務職種群であり，そ

してもうひとつは，女子労務撒種群である。このうち，

技能蠍種群について，さらに，細分すると，つぎの諸

類型がみられる。

その 1つは，大企業性の業種にみられるような長期

勤続型の技能種であつて，しかも基幹臓種であるよう

なばあいである。これ匹は，鉄鋼業の製鉱工，圧延工，

操炉工のような職種や，化学工業における各種化学反

応工，製紙業の抄紙機工，石油製造業の石油計量工な

どがあげられる。

その 2つは，経験的技能職種であって，大企業の補

助的技能エゃ中小企業の基幹技能工にみられるもので

ある。これには，研磨盤工，旋盤，工作機械工，熔接

ェ，板金工，機械組立工などがある。

その 3つは，聯人的技能戦種でたとえば建設業の電

気工や食料品製造業のアルコー J噌襄造工などが，その

例としてあげられる。

これらはいずれも，そのグループ毎に，その賃金曲

線の形状が｝ま院類似していることが看取できる。

な森，因みに，単純労務識種匠も，いくつかの層別

化が可能である。

まず，男子単純識種をみると，

(a) 長期的重作業単純労務戦種として，鉱業に坂け

る抗内連搬夫，抗外運搬夫，綜合工事業における抗夫

等である。

(b) 長期的軽作業単純労務跛種としては，綜合工事

業の上乗作業員などがある。

(c) 短期的睡作業単純労務戦種と L-rは，織布仕上

エ（男），繊維製品仕上エ（男），ゴム靴成型エなど

があげられる。

つき液：，女子労務職種も，つきて）ような類型が見分

けられる。

(a) 短期的女子労務職種として'.;ととえば，繊維工

業にみられたような繰糸工，粗紡エ，織布工，また印

刷業の製本工などがある。

(b) 前記職種よりさらた一層短期的賊種としては 9

超短期女子識種としては，メリヤス絹立工9 スフ，人

絹織布仕上工，罐詰材料調理工，機械びん詰工，食品

包装工，縫製仕上工，縫製工などの女子職種があげら

れる。

(c) 比較的半ば長期の女子労務服種としては，化繊

再繰工のようなものがある。なお、，化繊選別工，紙検

査員数工などもこれに類する。

なぉ， ~3 次産業についてみると，つぎのような識

種グJレープが検出される。

その 1つは，長期勤続型の基幹技能識種で，たとえ

ば民間鉄道業の電車運転手，電車車掌（男），電車技

ェ，道路旅客運送業のバス運転手，自動車技工，道路

貨物連送業の大型トラック連転手，電気業の配電盤勤

務員，汽罐連転具汽機連転員．，などがある。

その 2つは，短期勤続型の単純労務識種で，これに

は，たとえば，上乗作業員のようなものがある。なお

このほかに保険外交員，各種集金人，販売店員（男）

などがある。

その 3つは，女子労務臓種で，その代表的朦種とし

ては，バス車掌，飲食店給仕，販売店員などである。

やや長期的女子職種としては，百貨店販売店員などが

あげられる。

われわれが，以上のぺたように，いくつかの職種を，

識種間賃金格差比率や賃金曲線の形状の種類妬よつて，

グ）レープ分けした理由比つきての点にある。すなわち9

それは，聯種によつては，経験年数の増すにつれて，

賃金が変化するものと，しからざるものとがあり，こ

の中，前者のように経験年数に比例して賃金を上昇

させる撒種は，それだけ，教育訓練的要因が賃金格付

にさいし作用しているとみられるからである。
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〔附論〕 わが国における工業化と技能序列構造

序説

以は，現段階における産業社会の中の労働力の質

的構造と，労働資質の形成にたいし教育が果す役割を，

賃金格差の楷造の分折をと森して考察したものである。

この論旨の理解をすすめるために，以下においては，

若干の史的考察をこころみた試論を力賊たい。それは 9

わが国の産業社会の発展，すなわち工業化の進展の中

で，わが国の工業労働力，とくに熟練労働力はいか匠

形成されていくか，あるいは，その職能序列構造は，

工業化の中でいかた展開し，変動するかも類型的紀

把握しようとするものてある。このばあい， 本論で展開され

たように問題考察の展開を，労働の質にもとず＜賃

金格差楷造の形成とその発展という視点から行なって

みようとするものである。

まずオ 1は，前期的手工業にみられる職能序列 9 森

よび賃金格差についてである。この時期に茶いては，

工業人口の大半は，この種の手エ労働者でしめられ，

職人労働と徒弟労働を中心とした戦能序列が賃金格差

形成の基盤となる。とくに，家内工業，土建，鉱山の

屋外労働がその代表である。な森，この時期に，わが

国では一部の軍事工業部門に近代ー℃湯組織がとりいれ

られ，そこではすでに近代的技能序列が設けられ，こ

れによる賃金格差がみられるが， しかし，これは工業

の全体からみて一般的とはいえない。なんといつても

この時期の支配的賃金格差は・職人的技能賃金である。

オ 2は，繊維工業を中心とした近代工場組織の下に

森ける技能序列構造である。ここでは，工場労働者の

中心は，女子単純労働者であり，したがつて•賃金格

差は，女子労働を中心とした刺激的能率賃金で，しか

もこれら女子労働者の賃金を最下辺とする序列構造を

もつかたちをとる。そして，そのうえに，紡績機械の

技術者装よび機械保全工が高位賃金の受給層が存在す

る。

オ 3には，重化学工業を中心とした近代大工業の下

に森ける技能序列である。ここでは，生産労働は，高

度の技術水準をもつ生産工程で働らくために，長年の

経験にもとづく技能をひつようとする。したがつて，

この種の資質条件をそなえた機械，装置の操作工，保

全工を中核とする技能工を苺幹聯種として職業技能序

列がきめられる。賃金格差は•この基幹職種を中心と

しか技能工，半技能エ，単純工の序列ごとにきめら

れる。そして，この時期四っが国では年功賃金が成立

する。

その 4つは，さいきんに森けるオートメーション段

階での撒能序列の問題である。こん爬ちのオートメー

ジョンの段階においては，従来の機械操作の技能は，

排除されて，むしろ•これに代つて，計器監視エや装

置機械保全工が生産に茶ける基幹蠍種となる。ここで

は•機械の操作や修理の技能よりも，高度に複雑化し

た機械にたいする基礎的科学知識と•生産の変化に対

処しうる能力，態度をもつ性格を備えることがひつよ

うとなる。そして，賃金格差は，この種の基幹聯種を

中心としてきめられ，経験にもとずく年功中心の賃金

から識務，職能を中心とした賃金匹むかつて，その重

点が移つていくよう匹なる。

第 2節 戦人的技能労働と職業賃金

欧米でも，またわが国でも，賃金問題や賃金意識は

すでに前期的手工業段階から芽ばえてきている。た

危この段階では，資本と労働の分離が完全ではない

ので，賃金観念もまつたく確立したわけではない。ー

体に，手工業的生産匠森ける技術は，道具たる労働手

段を使用しての労働である。ここでの手工業は，職業

毎に区分されたもので，したがつて，クラフト (Craft)

とは，職業別妬専門化した戦人的熟練をともなう作業

労働である。したがつて，賃金は，このような賊業的

熟練をもととして支給される。

また工場制手工業の下では，労働者が企業化された

経営組織の下に雇用され，分業化された生産工程の個

々の部署に従事することによつも局部的に作業を担

当する部分労働者となる。したがつて，作業は，単純

化され，専門化されるので労働者の生産能率は向上する。
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しかし作業は，いぜんとして手工業的である。しかも，

その生産工程のうちで，手工的熟練の度合が生産業緞

の成否をきめる。したがつて，ここでの賃金は，かか

る手工的労働の資質，能力によって支給される。ただ

し，工場制手工業の下で姑，賃金は，大量の単純労働

者たる部分労働者を中心としてきめられ，一部の聯人

労働の存在意義はすくなくなる。そこでまず，前期的

な識人社会の下に装ける雇用労働を中心としてみよう。

当時のわが国では，製造業や土建業における賃金格

付のさいの標準服種といえば，鍛治戦と大工職であつ

た。たとえば，全国諸聯業平均賃金表によれば，土建

染では大工を基雖として．諸種の跛人，単純労働の賃金

がきめられ，それぞれの賃金相場がなりたつていた。

石エ，船大工など一部の聯人を別爬すれば，大工を上

伯として，以下，たたみ職建具識，指物職などがつ

づき，最下位妬日雇人夫の倍金がぎめられていた。ま

た製造業においては，鍛治戦を上位として，活版植

字工，版ずり職，綿打，機織などがつづいていた。そ

して， J:-位職種と下倣職種の賃金のひらきは，茶よそ

下位は上位の 6割にすぎなかつた。

明治初期の職業賃金の推移

60 
石エ

活版職工
50 

大工

平土人万人足足

10 
俄曲琉エ

製糸女エ

9 875年 189,&je 

標準戦種たる大工の賃金にも，それ自体vcJ:-下の差

があり，上位，中位，下位の等級に分かれ， J:-位の大

工ほ，長年の戦人経験をつみ，その熟練度がたかく，

これに反して，下位の大工ほ，徒弟労働から昇格して

間もない半熟練労働である。また，．単純労働である日

雇人夫にも， J:-，中，下の等級に分かれ，作業強度，

作業要，経験，勤務状態に応じて，それぞれの等級に

区分される。そしてこれにもとづいでそれぞれの賃

金が格付される。たとえぼ明治 1D年代における東

京市内の土建日雇人夫ほ，大工を基準として，とび人

夫 ば そ の 7割，土方人夫はその 6割，平人夫ほ，そ

の 5割である。

虹戸みるように明治初期のクラフト的工粟段階

に森いてほ，一部の官行企業をのぞくと工業の大半

は，自営ないし零細企業であつて，手工業労働に依存

しており，労働市場ほ，ほぼ聯業別に横断的に形成さ

れていて，それぞれの職業にみ合う賃金の相場がきま

つていた。これら職業別賃金ほ，全国的にほな森若干

の地域差がみられた力も同一の地域では，同一の聯業

の賃金ほ， i甜密沿なじで，企業の差や個人の属性の差

によつて差がつくものでほながつた。職業別の賃金格

差の基準としてほ，蕨業技能というげん然たる尺度が

存在していた。したがつて，たとえ年令がわかくとし

大工ほ，高年令の日雇人夫よりも高い賃金をうけてい

たのである。

ところで，聯人的社会の賃金のきめ方，つまり，識

業給的きめ方の）レー）レほ，どのようなものであろうか。

まず，労働者間の賃金の格差が，識業的技能を基準

としてきめられていることである。この職業的技能は，

もちろん識人的手工技能すなわちクラフト的技能であ

る。技能の有無，すなわち，熟練労働であるか単純労

働であるかの別9 森よび技能の高低の度合によつて，

その技能にもとずく労働者の序列がきめられる。技能

の高低の度合とは，熟練，半熟練，未熟練の別である。

さらにこのiまかに熟練労働を高級熟練，中級熟練，

普通熟練と区別するばあいもある。このような職人社

会にみられる聯業技能の序列しま，工場制手工業にはい

つてからふ手工的熟練が残存する作業に森いてほ，

ほとんどそのままのかたちでその序列梱造が保持され

る。すなわち工場制手工業に森ける大盤の単純労働の

ほかにな坂手工的熟練をひつようとする一部作業労働

が存在するところでi忠技能序列にもとずく賃金格差

がつけられている。

職業別賃金格差の決定基準である戦業的資質，すな

わちクラフト的熟練は，長年の徒弟見習をへることに

ょつてその技能を習得し，そしてこのほかにな茶多年

の経験によつてその技能をきたえ，みがきをかけるわ

けである。つまり，クラフト的熟練には，アダム・ス

ミスが指摘しててヽるように多年の教育訓練費用 (Cost

of training) がかけられて茶り，この点で，非熟練

の単純労働者と区別されて，賃金が上位に格付される。

しかし，このような熟練技能の養成応一般的には 9
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聯業別の同業組合の手によつて装こなわれている。古

くは，株仲間やギルド組織の手によつて森こなわれ，

また欧米の近代社会では，恥業別労働組合の手によつ

て森こなわれてきた。すなわち，訓棘機会は，すぺて

の労働者垢よびその子弟に自由に開放されているので

はなく，ギ）レド組締やクラフト・ユニオンによつてそ

の機会が制限されていた。こうすることによつて，労

働市場における労働の供給が制限され，かれらギルド

やユニオンの市場におけるなわばり (demar ca t:i.on) 

が維持されてきたのである。つまり，負金格付の基準

となる熟練ほ，市場の競争による賃金の下落をふせき・，

一定の賃金水準を保持するために市場の自由競争を

制限して，その供給を抑制した。つまり，職人社会9

もしくはクラフト的熟練の支配する社会の賃金格差ほ，

その技能労働の蓋的制限を行なうことによつて一定の

形でつねに保たれて茶り，またそのような努力が同業

の組締，組合によつて図られていた。

第 3に賃金格差決定の基準となったものは，右の

ようなクラフト的熟練にもとずく技能序列であるとと

もに同時にまたこの社会の身分的地位の序列でもあ

った。すなわぢ聯人社会に油ける身分差，すなわち

親方(master)，職人(journeyman)，見習労働

者（ aprentice)森よび単純労働者 (labourer)

というような身分的差別によつて，債金．の配分が大き

くわくぎめされていた。世製的身分差であるこの地位

序列応ギ）レド組織の秩序を保持していくうえでのた

いせつな前提となっていた。そしてこのような前期

的身分差が，いつさいの労使関係の基調となつてお h,

見習労働者や単純労働者の賃金を低水準に固定化させ

る原因ともなっていた('

ところで・職人的熟練，クラフト的技能にもとずく

賃金格差とほ，長年の教育訓練と経験によつてもたら

された技能差によるものである。そして，その技能差

ほ，年季，すなわち訓練年数と経験年数にもとずくも

のである。しかし，のちの企業内年功序列による賃金

格付のように，細かな年数の差による賃金の格差づけ

ではなく，いわば技能の質的差をしめすようなわくぎ
9 ^ 

めとしての格 (grade) をきめるようなものである。

それほ，特定の技能度をしめすさいの認定の基準とな

るものであり，いわば技能認定の資格条件である。そ

して，このような資格は，個別的，恣意的なものでは

な＜，同業組合や跛業別労働組合でみとめられたいわ

ば業界としての社会的公認の資格であり，免許であつ

て，労働市場で通用される‘性格のもので，これによつ

て，一定の賃金額の支給が保証されるごときものであ

る゜
しかし，以上のような職人社会の債金格差構造も，

わが国産業の工業化がすすみ，これにともなって聯人

社会が変質するとともに変化せざるをえなくなって

くる。すなわち，その一つは，職人社会のキルド組織

が解体もしくは衰退するにつれて，耳叙人の社会的地位

がかわり，一部は工場へはいつて賃労働化し，一部は

零細自営業陥にとこまつてますます零細化し，困窮化

士ることたよつて，その賃金格差が縮少されてくるよ

うになる。ただ'JI蔽人社会のなかでも，職業間に盛衰

の差が生じ，衰退職業にたいし，他方にはあたらしい

産業社会の需要にこたえて新興聯業が拾頭するように

なり，賃金ほ・この種の新典職業，たとえば，洋服仕

立取人，製靴聯人，製帽職人においてたかくなり，衰

退聯業との間応賃金の格差を生ずるようになる。そ

の 2つほ，工揚制工業が発達する陀つれて，ここで雇

用される技能工の地位が聯人に代つて高まり，これに

ともなつて，かれらの岱金が高まる。たとえば，活版

植字工，紡績工などがこの例である。

第 3節 女子単純労働と能率賃金

職人的督労働に代つて登場するのほ，工場制工業の

もとでの単純労働， とくにこのばあいは繊維工業にお

ける女子労働である。このような女子単純労働ほ，工

場制手工業の経営形態の下で働くばあいと，株械制エ

業の下で働らくばあいとの 2つがある。わが国のばあ

いでfむ初期の織物工業や製糸業の女子労働ほ，前者

であ虹綿紡績の大工業経営の下での女子労働ほ，後

者のばあいである。

わが国応おいて女子単純労働を中心とした賃金格差

の体系が成立するようになるのほ，このような製糸，

綿紡紬によつて代表される繊維工業に森ける工場経営

組織の下においてである。

かかる賃金格差体系が成立する基盤は，じつは， 1 

つにはこの種の女子工場労働力をめぐる労働市場の性

格であ加その 2つほ，そこで取引される女子労働の

資質であ加その 5つほ，女子労働を監視し管理する

工場の労務管理体制である。

まず，労働市場としてほ，そこで取引される繊維工

業の労働力が，農村の女子家族労働力を中心として調
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達することが，市場の大きな問題であつた。なぜなら 9

急速に発達する繊維工業の労働需要を充足させるだけ

の労働力は，当時の労働市場には存在せず，労働力不

足が一般的な傾向だったからである。その結果，労働

カの調達は，労働力争奪という競争関係となる。また，

労働市場の組織化がすすんでいないことが，仲介業者

による前期的調達手段を介入させたり，会社別の調達

機関ができあがり，労働力の取引が，業主，仲介者と

個別労働者との個々の交渉でおこなわれるような仕組

で市場がなりたつこととなる。

第 2応女子労働の性格にかんすることである。零

細な農家経営の生活水準の低位性とむすびついて，女

子労働が農家経営から完全に独立分離せず，その生活

の本拠を農家に森くことかか労働力自体が農家へ環

元するという意味で，つねに流動的であり定着性にと

ぼしい。ということである。そして労働力の非定着性

ほ，労働者の態度，とくに賃金意識において，労使の もっ世話婦，室長などがいて，生活の全面にわたる監

交渉過程で保守的，退えい的な性向をもつこととなる。 督，監視がなされてる。

第 3に農村から流出したこれら労働力が工場作業 つぎにまたこうした流動性がたかい女子労働者に

にたいし，未経験であ加未組織的であ加未訓腺で たいして，賃金体系として，種々の配慮が加わえられ

あるところから，つねに作業意欲を惹起し，作業能 る。まず，賃金決定の基準には，作業能率の増進のた

率を増進させるような労務管理体制を維持しなければ め，個別出来高給制や築団出来高給制がとられる，ま

ならないということである。その方法として，稲々の た，欠勤が多いために皆勤手当，精神手当などが支

やり方がとられるが，とりわけ，ひろく一般に採用さ 給される。さらに，また長期勤続を精励するために，

れた仕方としてほ， 1つ氏職場における地位，序列 種々の報酬制度が採用される。しかし，当時の出来高

の厳しさと，これによる管理体制の確立と，その 2つ 給制にほ， ・tょ袋原生的能率給の色彩が凝＜，賃金率が

にほ，賃金の支払形態として刺激給的要素を加味する 不明確だったり不安であった加あるいは賃金率のカ

ということである。

まずこの種の企業においてほ，労働力編制ほ，大量

の女子単純労働を下辺として，これを直接に監督する

労働者層が上位に位し，さらにこのほか紡織機械の保

全工が本寸），さらにそのうえに技術者および事務跛員

（注） A （大企業技能職種）→例えば施盤工，製缶

工，鍛治工，穿孔工，鋳物工（造船業）

B （中小企業技能職種）→例えば，印刷工，

文選工，ゴム原料工，ガラス次エ

01 （男子単純労務戦種）→荷造工，運盤工

ら （女子単純労務戦種）→荷造工

D （女子年少労務職種）→繰糸工，粗紡工，

精紡工，織布仕上エ

がいるというような職階序列になっている。職員層と

工員層の身分的差別1/まきびしく存在して油加またエ

鼻の間ふ役付エと一般エとに分かれて，役付工はさ

らに組長，見廻工，優等工などの序万Ilにランクされ

る。また，このほか労働力確得のたな多くの工場で

ほ集団生活としての寄宿舎制度が採用され，ここでも

きびしい身分的差別が設けられ，そして監督的役割を

円
製栗技此識1!IO平均年令1:賃金(1999年）

25 

C1 

a
 

R
令
ー こ”

12 95 

→年令
20 25 90 X 40 

ットが恣意的におこなわれた加標準作業最が不定で

ぁったりする。

ところで，繊維工業に坂ける女子労働者の賃金格差

応どのように格付されていたか。 「職工事情」によ

れば＇ 「綿糸紡績女工の技量に関してほ，各工場は，

大約 10等の等級に分ち，職工の技量の進むにしたが

つて昇等せしむるものなり」とある。このように賃金

の格差付にほ，個別労働者の熟練彦に応ずるという技

能序列月IJによる能力給的性格をもつて ;l;廿），しかも，

下位の初給がきわめて低く森さえられ，これによつて

能率増進の刺激的役割を果たすという性格をあわせて

もつていた。たとえば，三重紡練所の女子の日給ほ，

最下級の等外 4等の女工の賃金ほ， 5銭で，それから

昇進して， 24クラスをへた最高の 1等女工の日給ほ，

5 0銭となり，この間で上下の差は，じつに 10倍も

格差があつた。したがつて，ここでほ，もはやたんな
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る職務能力給にとどまらず，小割み昇進の刺激的管理

賃金の性格がつよくなづている。べこれが当時の女工賃., 
金の特色であらた。以下，繊維工業の賃金格差の特質

を具体的にしめさう。

まず第 1にほ，労務者と職員とのあいだの身分的差

珈遠びしく・,これにもとづく賃金の格差が大きかつ

た。たとえば繊維工業の労聯間賃金格差ほ，職負を

1 0 0とすれば，労務者ほわずか 35%（大正 1D年）

にすぎなかつた。こうした労職間の身分差ほ，たんに

賃金差にとどまらず，賃金形態，賃金体系でも異なり，

たとえば職員ほ月給，労務者は，日給，時間給•出来

高給というぐあいにことなり，また雇用形態も常用9

臨時の別に相異し•あるいはその他福利犀生，賞与9

報償制，退職金などの稲々の附加給付の面でも相異し

ていて，その待遇差別は多分に身分的性格をおびたも

のであった。

第 2に氏男女間ゃ，役付エと一般工のあいだの賃

金格差がきびしくきめられていた。とくに男女間の

賃金格差は大きく，たとえば膚口：事情」によれば9

綿紡績の男工の岱金ほ一日 30銭であるのに，女工の

賃金ほ 20銭で，女工は男工の 66％にすぎない，と

いうぐあいであった。そして大正期に入つてし男女

間の賃金格差はそれほどかわらず，大正 5年に，男工

の賃金 1日5 3銭にたいし，女工は 40銭で，女エほ

男工の 7割であり•また大正 1 0年囮か女工ほ 1日

j円 14銭，男工は 1円49銭で，女工は男工のやほ

り7割であったo女工の賃金が男工の岱金の 6割ない

し7割であることほ，昭和にはいつても大差な<,こ

れが男女間賃金格差の一般的傾向であった。

以上にみるように繊維工業における女子単純労働

を中心とした賃金格差体系しおまず能率向上のための

刺激給的格差をつけることによつて女子労働者の賃金

をきめた。ここでは•まえのところでのぺたような，

識人的技能序列にもとずく質的格差でなく，同種の単

純労働の間に念ける作業の盤にもとずく格差である。

それほ，盤的世界における問題であったといつてよい。

あるいほ，森なじ単純労働に茶ける能率本位の等級づ

けとみてよい。そして，このような女子労働賃金を底

辺として•このうえに技術，事務の聯負屈が別に格

付されている nそして労識間の格差はたぶんに身分的

な差別にもとづくものであつた。

第 4節 男子技能労働と年功賃金

.. 
工業の高度化がすすみ，重工業が発達する段階にお

いてしま，まえの女子単純労働に代つて，男子技能労働

力となる。男子工業労働力のうちでも，とくに，重工

業部門に油ける生産工程のうちで基幹的賑務に従事す

る技能労働力を中心として，労低力の編成がおこなわ

れる。

ところで，労働力構成の質的転換ほ，賃金格差のあ

らたな局面を生ずる。なぜならこれまで，岱金格付の

基準になっていたものが，あらたな労働力楷成の下で

ほ通用しなくなるからである。

重工業発展段階におけるあらたな賃金格差楷造が成

立する基盤固つぎの諸条件の変化である。

第一には，重工業化にともなう労働市場の変化であ

る。工業の高度化を中心として，産業全体が近代化へ

むかつてしだいに梱造的変化を生じ，股村から都市へ

むかつて労働力人口が一庖流動するようになるととも

にこれにともなつも労働市場網が全国的に拡大し，

労働力取引の市場組織が発達するよう沢なる。これま

で，職業紹介業者や会社の調達機関で個別的に交渉9

取引がお文こなわれていた方法にかわって，全国的組織

網をもつ公営の聯栗紹介機楷が発達する。とくにわ

が国では新規洋痒労働力を大盤に採用するというよう

な市場的特質に応じて，労働市場において学校が果た

す供給的機能は大き＜，こうした学校紹介組織を利用

して，この種の学卒労働力の集団取引交渉がすすめら

れるようになる。

第 2に労働市場で取引されるあらたな労働力，と

くに技能労働力ほ，つぎのような特色をもつている。

まず，女子労働力に代つて男子労働力であることほ，

農村との関係，とくに農家経営との関係において，

女子にみられたような緊密さをもたず，独立分離的性

格をもつことを意味している。とくに 2, 3男労働

ほ，農家経営が女子家族労働に依存するほどの鹿合を

もたず，むしな分家，およびこれにともなう農地の

相続分割からかんがえて，農村から完全離脱していく

ことが期待されるからである。こうした男子労働力の

完全離脱はこの種労働力が都市に本ナける定焙性をもつ

基礎となる。

しかし重工業の基幹識種につく男子労働力ほ，こ

れまでの女子単純労働に比ぺて，きわめて高い技能を

もっ。この租の技能ほ，かつての職人がもつていた手
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工的技能ではな＜，複雑な高い技術水進をもつ機械9

装置の下での，機械操作の技能である。機械操作的技

能ほ，機梯や装匝1口たいする科学技術の華礎知器をひ

つようとし，しかも，あわせて操作にあたつての熟練

を要する作業能力をもつことが要求される。

右のような技能労働力を教育し訓練する機関がまた

発達する o 欧米では，この稲の労働力の訓練は聯業別

組合でおこなわれることが多いが，わが国では，企業

がもつ技能訓練機関によつておこなわれる。このよう

な企業内教育訓練ほ，わが国でほ，とくに大企業で発

達している。すなわち，大企業では，まず，高等小学

を卒業した良何の労働力（健康優秀，品行方正，身元

の痙実性）を採用しもこれを訓練機関に収容して数

年間技能挫成する。そして，訓練を森えた労働力ほ，

さらに数年をかけて現場で見習訓練して，ゃっと 1

人前の技能エとなるわけである。つま加その技能ほ

長期間にわたる技能訓練坂よび経験によつて稜みかさ

ねられたものである。長期の経験の累積であるかぎり

でほ，クラフト的技能と類似するが，しかし，それほ，

基礎的教育訓練を前提としている点で異なつている。
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第 3に応労務管理組織のうえの変化である"

一体に，重工業の分野における生産工程ほ，高度の

生産技術水準を保匂各部署に配慨される労働力ほ，

多笠的である。したがつて，その職場の労務管理組織

ほ，秩序あり，規則的で命令系統が確立し，作業監督

の権限，責任が明確であることがひつようである。初

期の重工業においては，このような労務管理iお請負

親方の統轄組織にゆだわられていた。しかし，生産技

術が高度化するとともに，この種の飯場的統轄組織を

近代化するひつようが増大してくるようになつた。そ

して，中堅職工を中心とした役付工による作業監督組

織にしだいにきりかえられるようたなった。こうして

登場した役付エ制度ほ，また同時に役付エを中心とし

た年功序列型とこれにみ合う賃金体系をはぐくむ基

盤となる。わが国に茶いて年功包金が一般に民間に普

及するのほ，大正中期以降である。それは，役付ユ制

度の一般化と呼応するものであつた p 内務省社会局が

大正 11年に調査した「本邦工場，鉱山竹金制度大要」

によれば，当時のわが国の賃金制度は，およそつぎの

ようなものであった。すなわち，竹金体系ほ．，賃金の

本体たる基本給と，諸給与たる諸手当と分かれ，この

うち，基本給は定期給（日給，時間給）と出来高払か

らなり，また諸手当役付手当，職務手当，歩増，出

勤手当，通勤手当，期末賞与，皆勤1'.t'精勤箕，勤続

賞，生活補助手当（米価手当，物価手当など）などか

らなる o役付手当というのほ「伍長，組長等のごとく

工場内に森ける作業に関し一般職工を藍督しかつ特殊

の衰任を帯ふる者に対し毎月定額を支給するものなり」

と，その手当の性格が規定されている。なぉ，ここで

いう職務手当iむ寄宿舎の室長に対する手当で 9 こん

にちみ戦務給で（まない。

しかし 9 年功打金の特色ほ，これら諸手当にみられ

る特色ではなくて，基本給部分のきめ方が年功にスラ

イドして上昇することにある。戦前における日本の賃

金体系のあり方にたいしリーダー的役割をはたしてい

た呉海軍工廠の隅口こ給与標準制定の要」（大正 11 

年，伍堂卓雄著）によれば，この頃すでに「給与は主

として需給関係によりその立前ほ能率本位にしてある

年令以上ほ年功により昇給せしめおりたるものなり」

とある。しかい能率本位とほいえ，若年労働力の高

切金はなるぺく抑制し 9 年令や絨続による昇給方向に

かえ，年功序列型昇給方式を採用することとしている。

こうして大正中期に発足した年功序列型打金体系は，

昭和期に入って，ますます一般的傾向となつていく。

ところで，以上を総括的にながめたばあい，戦前に

おける日本の竹金格差，賃金体系の特色は，なにか。

すで応歴史的にみたように，それは， 日本の岱金が

クラフト的職種別賃金体系から出発して刺激能率給的

体系へ，さらに勤続給的要素をもつ賃金格差体系へと

発展しごゆき，そしてさらにいわばこれらの統合の形

としての年功賃金体系へとすすむあゆみをしめしたこ

とによってもわかるようにそれは，工業化の発展と

労務管理組織の近代化にともなう日本的な形での年功

賃金系の確立ということであった。そしてこの年功賃

金ほ，日本の大企業にみられる封鎖的労働市場と終身

雇用の慣行妬ささえられたもので，市場における企業

間の雇用の交流がな<,労働の移動性にとぼし<,就

業機会の平等性にもとずく公正競争がおこなわれず 9

技術，労働，岱金のすべてが企業に固着化してしまう

ような流動性をかいた停滞状態の中で，異常なまでの

高度の「資本蓄租」が行なわれて，高度の経済成長の

基盤となっていた，というのが戦前の日本の行金のす

がたであったわけである。

しかいやがてこの年功序列竹金体系も批判される

時期をむかれる。年功竹金体系が検討されるようにな

るのは，もちろん戦後の段階であるが，しかもそれは

ここ数年という最近のことである。年功賀金にたいす

る反省が生ずるようになったけい機ほ， 2つある。そ

の 1つほ，経営組織の合理化，近代化にともなって，

労務管理組織を，これまでの人間本位の属人的組織か

和賊階，職務を中心とした仕事本位の組細にきり替

えるようになったためである。このような管理を確立

するた砂に賃金体系もこれに呼応して撒階給ないし

聯務給の要素をとり入れるようになったことである c

その 2つほ，技術革新の進展にともなって，これまで

の企業内の年功技能序列の基盤がくずれて，これにか

わって新種の労働力を中心とした労働力構成に変質し

ていき，これとともに年功買金にたいする批判がで

て，談務中心的な笠金体系に移行しようとしつつある

ことである。この点についてほ，のちにのぺたい。た

だ，こんにちの竹金体系，笠金格差にたいするかんが

え方が，これまでの年功中心の体系や戦後の動産型体

系から脱皮して，あたらしい岱金体系，貨金格差のあ

り方をもとめているということを指摘しておきたい。

企業内における個別労働者相互の作りの岱金の格差ほ，

すでにのべたように欧米では職種，職務！疋基いてき
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菜沿菜技能駁種の平均年令と代金 (19 5 4年）
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（注） A （大企業技能職種）→製鋼工，操炉工，圧

延工，旋盤工，褪鉄工，化学反応工

B （中小企業技能戦種）→板金工， ガラス

吹工，ゴムロールエ，手仕上工，等

C （単純労務職種）→調木工

D （女子年少労務戦種）→繰糸工，粗傍工，

精紡工，織布工，製本工

められるのが通常である。しかし，わが国でほその他

の要素で賃金がきめられるばあいがある。それほ，労

働者のもつ属性，たとえば，性，年令，勤続年数，学

歴などによるばあいである。わが国に油ける従来の賃

金体系ほ，きわめてこの性格がつよかつた。とく !tC,

大企業における年功序列型賃金体系ほ，その典型であ

ったといつてよい。年功賃金ほ，本来は 9 年功による

技能の蓄積，経験の高まりを考慮にいれていた。した

がつて，経験年数にほぼ比例した技能の高低をもつて

賃金の序列基準とかんがえていた。終身雇用制を採用

するわが国の大企業においてほ，労働者ほ，ほじめて

の初頭就業時から定年になつて退識するまでの期間に

おいて，その特定企業たのみ勤務するので，経験年数

と勤続年数ほ，ほぼ一致する。したがつて，技能度合

のバロメークーである経験年数は，勤続年数や年令と

ほ併行的な関係にあることになる。とくに，大企業に

油いて勤続年数を重視するゆえんほ，わが国でIt.,技

能iも勤務先の企業内の施設，工程にのみ通用するば

あいが多く，他の企業や業種 l'<:通用しない。労働者の

技能，経験ほ特定企業囮固定するがゆえに注すます

労働者の移動は困難となりしたがつて初頭就業の企業

にますます終身的氾定着化することとなる。

年功賃金体系が確立するのほ，わが国に油いてほ，

すでにのぺたように，日本の産業が重工業化の段階に

入ってからである。とくに役付エ・基幹工を中心と

した労働管理体制を確立した頃からであつて•このよ

うな年功賃金体系が•戦前の賃金体系の典型であつた

ととも K,戦後もこんにちの段階にいたるまで，なが

く支配的な型として存続した。それでは，なぜ・わが

国の賃金体系が•聯種や識務を中心とせずに，むしろ

年功やその他属人的要素を像金決定の要素として重視

したのであるか，その理由としてほ．つぎの諸点がか

んヵ5えられる。

まず第 1に職業別労働市場がじゅうぶんに確立し

ていなかったことである。たとえば，聯業別労働市場

が確立するためには，労働の供給側の組織•すなわち

聯業別労働組合が形成されていて•組合の手を通じて

労働力の育成•供給が森こなわれ，また，雇主との取

引交渉がなされ•そこで企業間に共通した賃金相場が

きめられるというような仕組がひつようである。しか

いこのような労働組合や市場組織ほわが固でほ，存

在しなかつた。それ以前の賊人的賃金の決定方式ほ，

資本制企業の内にじうぶんに浸透していかないままに

消失してしまつていた。

第 2 にほ，企業内に油ける識種•職務の作業内容•

権限範囲がそれほど明確に確立していなかった。企業

内に苓ける職種，聯務の明確化のためには，識種の分

化，職能の専門化がなされ，標準作業が確立し，しか

もこれを受容する経営組織全体としても，合理的な組

織としての分化の統合の機能を完全に果す体制が完備

していなければならない。しかしこのような条件ほ，

わが国の企業で応十分に具備されて油らず，したが

つて従業員の経験や資質をもととして作業を分担し，

その賃金を支給するにさいしても従業員の属性を中心

としてきめる慣行をとつていた。

第 3にほ，労働者の技能養成がわが国でiお企業を

単位しぷ森こなわれていたことである。欧米では，む

しろ職業別組合を単位として技能養成がなされてきた

，にもかかわらず，わが国では，企業内技能養成施設を

中心として行なわれてきた。このため•その技能ほ，

特定企業にのみ固着したもので..,いわば融通性に乏し

い性質になつている，ということである。

以上の理由によって•わが国の年功賃金の性格が次
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米にくらぺかなり特殊的なものであることがわかるで

あろう。

第 5節 技術革新と賃金（本系

ところで，こんにち行なわれている技術革新ほ，と

りわけ，生産工程の自動制御化をさしてふりオートメ

イションを中心としたものである。オートメーション

にほ色々あるが•その典型ほ，化学工業のような装置

産業にみられるフィード・バック方式による完全自動

制御化である。このほか•自動車製造業にみられるよ

うな組立工程における部分的自動制御化したオートメ

ージョンもみられる。また，事務の機械化をさして，

ビジネス・オートションとよんでいるばあいもある。

技術革新にともなう労働の分野に土ヽける変化の過程

ほ•まずなによりも・つぎのような形をとつてあらわ

れる。

その第 1しま，技術革新にともなう労働資質の変化で

ある。作業を機械自体により制御化することによって•

人間は作業の主体的活動から去つてゆき•補助的•側

面的労働に従事するようになる。そして作業それ自体

ほ，作業機土ヽよびこれにたいする指令的制御機械によ

つてふこなわれる。したがつて機械操作のための熟練，

技能ほ，機械によつて代えられ，人間の技能ほ単純化

する。たとえば，鼈機工業や自動車工業のように，

トランスフアーマジンの導入が土、こなわれたばあいに

ほ•孔あけ，面削り• リーマ通し等々の一連の切削工

程は完全 K自動化され•これまで• うでやかんによっ

ていた熟絣工の仕事は•いちじるしく単純化するよう

になる。そして•オートメーションの工程でlむ計器

監視工や機械修理保全工の作業が代つて重要な仕事と

なる。

また，ォートメーションの段陥で応管理的業務が

たいせつとなる。なぜならば万ー機械が不調であつ

たばあいにほ，迅速かつ適切な処理をしなかったとき

ほ，装置全体として大きな損害をうけるからである。

このためには，機械装置の全体構造を知り•いちはや

＜適確な処理をくだすような能力，すなわち，手工的

技能よりも科学的知識をもつような労働資質が要求さ

れる。イギリスの L • L ・グッドマンほ•こうのぺて

いる。すなわち•オートメーションの段階に本コいて要

求される労働資質とは，従来のような人間の感党器官

にうったえる技能 (motor skill) たとえば・

視覚•聴党・臭覚，味覚・接触感党による技能·熟練

でなく•生産工程の進行・変化にかんする情報を正確

に受容する技能9 すなわち情報受理技能(Perceptual

skill) と，そして•この情報にもとずいて，なにを

なすべきかの適正な判断を下いかつ，この判断にも

とづいて•迅速かつ正確な処理をなす能力をもったい

わば梱成的技能 (conceptual skill)を労働

資質として具備することがたいせつだとのぺている。

そして•グッドマンほ，さらに従来のような個別労

働者の個人的技能，個性『もとづく個別作業にかわっ

て1 職場集団に去ける作業の協力関係がより一層重要

となり，このため忙ほ，集団内の人間関係lCLっいて梱

成相互の協同・団結に伍していける適応性，態度をも

つことがたいせつとなり•この意味でのヒューマン・

l)レーションズを中心とした社会的技能 (social

ski 11)を習得した労働資質をもつことが要求され

る・と指摘している nすなわち・技術革新の段階にお、

いてほ，これまでの手工的熟練や機械操作的技能・す

なわち長年の経験や技能挫成訓腺にもとずいて体得さ

れた技能に代つて•より一層高度の技術知識をもった

労働資質が要求されてくるわけである。

第 2にほ，技術革新にともなって企業内の労働力構

成が変質してきていることである。すなわち，職場の

労働力楷成の変質ほ•なによりも新旧聯種の交替によ

つてひきおこされる。たとえば9 造船業に本、いてほ，

鋲打エから・電気溶接工•ガス接折工，モノポールエ

にとつて代り•これまで•もつとも基幹的職種とみら

れていた鋲打工の存在意義ほいちじるしく減退する。

また鉄鋼業rrcおいてほ，圧延工程におけるオートメー

ション化，すなわち・ストリップ・ミ Jレの採用によっ

て•これまで鍛造工•圧延工が果していた作業は•作

業管理をする技術員と監視的作業につくエ員によって

とつて代えられる。また，装置工業としての製紙業に

おいてほ•たとえば披紙工程でほ自動式連続作業化に

よって•これまでのウエット• ドライ・ワインダーと

いう疇の分担は解消し•あらたに計器監視エと捲取

エrCかわっている。このように技術革新下のあたら

し丹ヒ産工程においてほ，熟練労働の跛稲に代つて監

祝エ・保全工を中心とし•これに技術者を加えたあた

らしい労働力編制ができあがつてきている。

また・従来•組長，伍長などの役付工が呆してきた

機能も再検討されつつあり•長期の経験にもとずく作

業技能の指等と作業監督というこれまでの跛務に代つ
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て•新技術の導入と撒務齋任体制の確立という新事態

に対応した科学的知識と指導性のある資質をもったあ

たらしいリーダーであることが要求される。そして，

これにもとずいて•現在，役付工制度•も検討されつつ
あり•たとえば鉄鋼業におけるような作業長制度と

いうあたらしいいきかたが試みられている。このほか9

事務部門の機械化の進展にともなって，非現業部門に

も朦種の変化が生じてきてお、加たとえば•従来のク

イビスト•帳等整理，経理計算などに代つて，キーパ

ンチヤー•プログラマー，プランナー•事務機械オヘ

レークーなどが生じてきて

4/jf'J 

いる。また•企画研究部門

，<1)拡充にともなって，スクッフゃ研究員の撒種が増大・

してきている。こうして，企業内の全体的労働力編成・

がしだいに変容してきており，しかも今后さらに一層，

変化していいことが予想される。

このような労働力楠成の変化•新旧職種の交替にと

もなって・また労働者の地位，序列がしだいに変化'..,.

てきている。すなわち，従来の年功序列を中心としt

職制から，戦務の内容•重要性を中心とした体制に-·

だいに代りつつある。企業内の地位，聯階職務の聯種

にもとずいて，地位•権限•責任をさだめ，そしてさ

らにこれを基準として賃金を支給しようとする管理方

式をとるようになつてきている。そして，これにとも

なつて，これまで長年の経験や技術•そして年令の高

さや勤続年数の長さに依存していた中高年令の技能エ

の占めていた地位の重要性ほ減退して•これに代つて

新らしい技術知職を身にづすた若年エのウエイトが増

してくる。

第 3 にほ，労働者の意諦•熊度の変化である。これ

までの経験をもととした技能中心の作業方式に代つて

技術知器を重視する作業になるようになり，しかも・

新しい労働資質をもつ若年労働力がどしどし戦場に採

用されるようになってくる。しかもこれら若年労働力

が生産工程の主要部署をしめ•巷幹的作業に位置する

ようになるとともに新旧労働者層の間に意識のずれ

が生じ，職場全体としての作業意諦が変わってくる。

年功•経験を重視するかんがえ方に代つて，近代的合

理的な労働者意諦がめばえ•戦種を中心として経験的

非合理性を排除する態鹿がしだいに生ずる o 競争の公

正，機会の平等，旧来の家族主義的団結意識，個人の

自由と権利を主張する意識態度が9 人事管理の側面・

採用，昇進，人員配置•賃金格差などの諸側面におヽい

て，あたらしい管理方式をとることがひつようとなる
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20オ 25 30 

• ：男子技能労務職種

X :女子技能労務職種規模は企業規模計

規模は企業規模計

0 1 ラジオテレビ組立エ（男）

0 2 通信機組立エ（男）

0 3 ラジオテレピ組立エ（女）

0 4 通信拠組立エ（女）

0 5 捲線工（女）

0 6 自動車組立工（男）

0 7 石油ボン・プエ

0 8 石油洗櫛エ

0 9 石油計最エ

35 

以上の新戦種の傾向は一ーーーで示す。

40オ

（注 1) 掲記した戦種は，つぎの業種の分野に属するも

のである。食料品製造業，繊維工業，衣服その他

喘維製品製造業，木材，木製品製造業，家具装備

品製造業，鉄鋼業，機械製造業

（注2) A （大企業技能職種）→焼結工，操炉工，製鋼

ェ，処理工，領工，旋盤工，

B （大企業技能戦種）→木工機械工，建具組立

ェ，家具仕上工，紡紹精練工，精練糠白工，受乳

処理工，洋菓子製造工，製粉工，機械組立工，鋳

物工，伸線ェ，板金工，裁断工，縫製工， 0 （女

子高令労務戦種）→中子工，びん詰工，かん詰材

料調理師， D （女子年少職種）→操糸工，粗防工，

精紡工，洋干菓子製造工，棉，絹布仕上工，メリ

ャス縦立工，縫製工，食品包装工

ょ弓になる。とりわけ，問題であるのほ，賃金格差付問

題である。こんにちでは，賃金格付を年功によらず



能力本位や職務本位にすぺきだというかんがえ方ほ，

すでにかなり一般に普及しつつある o 昭和 37年に，

全国労働組合生産性企画実践委員会が 1万 2千人の労

働者について実態調査したところによると＇ 「仕事の

内容や能力によって給料を高くした方がよい」とこた

えたものは 10ア代や 20オ代の若年令層でほ，過半

数 (53%）をこえている。これに反して， 4 5オ以

上の高年令層では＇ 「年令が高くなるにつれて給料も

段々たかくなる方がよい」とこたえたものが過半数

(6 3%)をこえかというぐあいで，新旧世代でか

なりの対極的態度をしめしている。しかし労働者全体

としてほ，年令別人員梱成が若年令層へ重点移行する

につれて，ゃtまり仕事本位，能力本位的な賃金意識が

ひろくに普及するようになる。

技術革新をけい機として，企業の内部でほ賃金の個

人差にたいする再検討すべき段階がおとずれる。とく

に従来の年功賃金体系にたいする批判がたかまつて

くるにつれて，あたらしい賃金体系のあり方が検討さ

れるようになってきた。賃金格差の公正を期するため

の賃金体系ほいかにあるぺきかが問題となってきた。

ところで，このばあい賃金格差の公正化の問題ほ，

賃金決定のさいの前提である労働用役の商品的性質 9

もしくはその価格の性質を再認識することであ加経

済的合理性をとりもどすことである o賃金が労働用役

という商品の価格である以上，その商品の質，銘柄に

ょって格付されることがたいせつである。いいかえれ

ば，労働の質と量に見合う賃金を支払うことでなけれ

ばならない。したがつて同一の労働の質忙たいしては

同一の賃金が支給されるべきであ加また異質の労働

にたいしてほ，それぞれの格差をもった賃金がその質

に応じて支給されるぺきであるということである。そ

してここでいう労働の質とは，職務の内容によつて判

断され，また職務を遂行ずる人間の能力忙よつてみそ

ことである。

従来の年功賃金体系が，さいきんになつて批判の対

象となつたのほ，さいきんの技術の変化の下でiむ労

働の質が変化し，これまで9 年功を中心とした技能序

列に基く労働力の質的楷造が変形して，しだいに新し

い資質に基く労働力の質的楷造に代わつてきており，

このため年功による序列ほ，しだいに賃金格付の公正

な基準たりえなくなつてきているからであり 9 年令や

勤続年数や学歴はそれ自体では，正しい格付基準とさ

れなくなつてきたからである。

あたらしい賃金格付の基迦ほ，労働の質であり•そ

の内容である。労働の質の内容を規定するものほ，そ

の労働力が投下される作業職務の内容によつてきまつ

てくる。

聯務の内容にもとずいて賃金をきめるばあいにし

いろいろな仕方がある。その一つほ，労働力が市場で

取引されるさいにあらかじめ取引当事者，すなわち

労使間でその仕事内容が共通的に理解され，しかもこ

れにもとずいてその仕事の内容ごとに賃金9)相場がた

てられるようなばあいである。市場で横断的にきめら

れる識種毎の賃金率がこれである。このような聯稲ほ，

市場的にその存在が確立しているものである。たとえ

ば•機械工とか， レンガ積エとかボイラーエとかがそ

うである。これらの賃金格差ほ，企業ごとに人為的に

きめられるものでしまなく•市場的慣行の中で成立する

ものである。その二つほ，企業の中における聯能の分

化にもとず匂職務ごとにそれぞれの内容に応じて賃

金をきめるもので，このばあいにほ，企業内で技術的

分業のため発生した個別の聯務ごとに職務の内容を分

析して，この分折の結果判明した要素を評価の基準と

して賃金をきめる。前者が聯業総職種給とすれば，

後者ほ，臓務給といわれるものである。前者がおもに

市場における競争関係の中で一括的にきめられるもの

であるとすれば，後者ほ企業ごとに•それぞれの職務

を分析して格付するやり方できめられる。

以上の低かに•こんにち，わが国では，聯務遂行の

能力を基準として賃金をきめるかんがえ方がある。こ

れほ，聯能給といわれている。これほ•これまでの属

人給から職務給や職種給への移行の過渡的形態という

べきものも属人的要素と職務的要素の折衷的なかた

ちをとるものである。戦務を分折せず包括的なものと

してとらぇ，これを等級ずけて，人間の能力を分類す

る。このばあい能力の判定ほ，資格，その他人間資

質を判断するにひつような属性についてかんがえる。

このさい，とくに職業上の資格が重視され，この結果

賃金のきめ方として資格給的要素を加味することにな

る。しかし，資格にほ，企業内だけで設けられている

資格と•市場でひろく通用する資格とがある。社会的

にいえば公認された資格にほ•たとえば，国の技能検

定やプロフエジョナルな専門技術の資格の認定ゃ，あ

るいは•同業組合がみとめる資格認定のようなものが

ある。そしてこのような資格にうらずけられた職種，

職業の損金の相場iむ市場的にほぼ固定してお加安
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定している o 欧米では，資格は，聯業給，識種給の賃

金決定畔IJ断基準となつている。しかいわが国でい

う聯能給にほ，このような客観化し，市場的に通用性

をもつ資格によって賃金がきめられることほすくなく

ない。むしな企業内で識能給算定の半曲f材料とされ

る資格とほ，その企業だけで慾意的にきめられた属人

的要素にもとずくものであ加企業への勤続年数や学

歴などで昇進資格がきめられている。そしも実際に

にほ，年功序万IIによる賃金の変形であったりする。

ところで，賃金の格付を労働の質に見合うようにす

るために職務を中心としてかんがえるというばあい

たも，こんにちの聯務給体系がこの意味でけつして完

全であるわけでしまない。

注ず職務内容を中心とした賃金体系を採用するばあ

いにほ，あらかじめつぎの諸前提が必要であるとされ

ている。

第 1にほ，企業における経営組織が確立して，これ

にもとずいて，職務，権限がさい然と明確に分化，専

門化していることである o経営組織内における職務内

容が不明でその権限範囲や責任の所在もあきらかでな

＜，聯能が未分化であるところvcI 聯務匠もとずく分

折や評価ほ成立しない。各人の経営組織内における位

置だけがきめられ，その仕事の内容がほつきりされ，

その作業遂行の責任と権限が明らかになつてほじめて 1

載務中心の賃金の決定が可能になるのである。

第 2には，識務中心主義的なかんがえかたほ，賃金

の格付をするときばかりでなく，労働市場VCおける雇

用恨行としてもたいせつである。すなわち，あらたに

従業員を採用するさいにも，注た人員の配籠をしたり，

昇進降任をしたりするさいにふ人間の属性に支配

されず，躁務を中心としてきめていく o経営ほ，仕事

を中心とした人間のあつまりであ加戦務中心の組峨

であるからであ加能率の増進を企函し，利潤の坑大

を期待する。資本主義的採算性を貫くかぎ加利澗追

求のため匠ほ，きわめて合理的な，職務を梢成単位と

する企業の組織の手花よつて行なわれるものであるペ

きだからである。職務中心主義的雇用恨行ほ，~の

実力中心主義である。実力あるものほ，どしどし昇進

することが公正な競争条件にたつ雇用恨行である。識

務の変更，交替があれば，とうぜん人員の交替，編成

がえが行なわれる。聯務の変化に応じて人間の移動ほ，

流動的であるべきである。したがつて，このようなゆ

きかたほ，企業別匠終身雇用的な恨行とは相いれない。

第 3に労働者の賃金にたいする意識態度が聯務

中心主義的なゆきかたに対応するようなあらたな意詭

や熊度をもつことである。これまでの身分差や地位羞

男女羞学校差などいわゆる経済外的な諸要素や社会

的差別匠よつて賃金の序列をきめるかんがえ方を排し

で公正競争による実力中心に賃金意器を合理化して

いくことである。
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附 表 I

産業計

番号 企業規模

1 計

2 II 

3 II 

4 1000人以上

5 II 

6 ” 
7 500 ~999 

8 II 

， II 

1 0 1 DD ~499 

1 1 ‘’ 
12 II 

1 3 30 ~ 99 

1 4 II 

1 5 II 

1 6 10 ~ 29 

1 7 II 

1 8 II 

(])鉱業）

番号 企業規模

1 9 計

20 II 

21 II 

22 ／／ 

23 II 

24 ” 
25 II 

26 /I 

27 II 

産業別・学歴別・賃金曲線算出式（常数値）

労働者
性 学歴 a 

種類

労働者 計 区分なし 11 3 9 0.2 9 

II 男 ” 14347.09 

II 女 II 8009.59 

‘’ 計 II 11921.08 

II 男 ” 1474 5.6 5 

II 女 ” 9049.70 

II 計 ” 11189.17 

” 男 II 146 D 4.4 9 

II 女 II 7715.92 

II 計 /I 1 1 5 0 5.8 7 

II 男 ” 14689.15 

II 女 II 81 D 2.9 D 

II 計 ” 
I 

11199.87 

” 男 II 14110.91 

” 女 II 8120.2 4 

II 計 II 1 0 7 41..0 9 

II I: I 

II 134 4 8.8 7 

” ” 8012.20 
I I | 

註：但し学歴は下記の通り区分する

国。計

迅 l'」ヽ卒．新中卒

四 2 旧中卒．新高卒

団 3 高専．短大卒

四 4 大学卒

種労働頻者 性 学歴

労働者 計 区分なし

” 男 II 

II 女 II 

” 男 四，

” II 団 1

II II E2 

” 女 団。

II ‘’ 耳 1

聯員 男 耳．

a 

1 5 D 75.2 9 

1705Z19 

6930.44 

1649 0.62 

166 62.6 6 

15390.4 8 

6714.42 

661 9.26 

20 314.89 
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b 

14 8 0.3 54 

1 4 6 0.41 0 

・ 8 D 0.1 2 1 

1 556.94 8 

14 9 8.9 7 8 

914.346 

1 84 3.7 D 7 

1839.245 

91 7.822 

1 6 83.8 4 8 

1711.758 

7 4 0.52 0 

1 5 1 4.8 D 2 

1 54 0.57 2 

61 0.7 3 6 

121 5.7 5 4 

1181.962 

3 7 6.52 5 

b 

919.5295 

7 9 4.4100 

536.1765 

891.7119 

9 D 0.4 63 5 

781.3184 

52 5.6 03 7 

502.801 6 

7 8 8.9 6 91 

C 

- 12.4 659 8 

- 15.76 D 2 3 

4.3 D 32 6 

- 15.686 7 3 

- 1 7.4 9 3 0 9 

- 5.112681 

- 21.45958 

- 2 5.4 611 D 

- 1 5.0 6 61 5 

- 20.32446 

- 24.4 79 2 6 

- 13.35 32 3 

- 2 6.4 52 65 

- 29.92119 

ー 14.0361 6 

- 25.9 5059 

- 26.08325 

5.6 8 84 D 
I 

C 

9.53269 

7.15069 

9.36852 

- 2 0.7 911 9 

- 21.46354 

- 14.96229 

- 11.41D58 

- 10.35604 

十 7.86482 



番号 企業規模
労働者

性 学歴 a b C 
種類

2 8 計 職員 男 団 1 2146 8. 54 279.0531 + 15.208 33 
2 9 ” II ” 国 2 1778 8. 1 7 571.5057 + 18.56034 
3 0 ” II ， ” 団 3 32873.45 -314.8399 + 60.95255 
3 1 ‘’ ” 

II 国 .. 2 1 82 0. 6 6 1326.167 + 34.2 6694 
32 II II 女 国。 7637.91 615.9728 - 0.312672 

3 3 II 

‘’ ” 国 1 7237.98 646.2170 4.62 841 

34 “' II ” 国 2 7846.17 5 52.43 40 十 8.09 5 69 

3 5 1000人以上 労働者 計 団。 15335.95 1 013.23 7 0 - 13.4834 7 

3 7 ” II 男 II 17377.26 8629.020 - 1 0.1 78□8 

3 8 ‘’ ” 女 /9 7831.28 512 8. 02 5 8.85 77 D 

39 ” 労務者 男 ‘’ 1 7 DD 5. 84 941.7689 - 2 3.6 71 61 

4 D ” ” ” 団 I 17622.66 920.9527 - 23.91605 

4 1 II II ./／ 匹 2 14 732. 92 893.8364 ー 18.8 4 3 6 0 

42 II II 女 国。 7 67Z 06 491.6595 ー 10.9 9 5 5 6 

4 3 ” ” ” 国 1 7 684. 77 4 7 0.23 2 9 9.85343 

4 4 II 戦 員 男 四。 ・ 20280. 78 909.6223 ＋ 3.8 7 3 so 

4 5 II II 

” 四 1 22703.01 196.0 2 59 + 17.65003 
4 6 II 

” ” 団 2 15741.36 814.7720 + 12.3 623 0 

4 7 II 

” 
II 四 3 3 9 2 35. 7 6 -1281.1 6 6 0 + 91.31342 

4 8 II II II 耳 4 22122.00 1 33 0.6 3 5 D + 34.4 39 80 
4 9 ‘’ II 女 国。 8143.34 6 5 6.3 2 5 6 2.5 79 26 

5 D ” I/ II 耳 I 8500. 81 62 5.0 4 32 5.5 5 7 21 

5 1 II II II 四 2 8063.06 632.1279 ＋ 4.1 911 9 

52 500 ~ 999 労働者 計 区分なし 16214.18 800.5365 - 13.205 3 9 

5 3 ” II 男 ” 179 5 3. 8 3 689.3321 ー 10.4 94 0 1 

5 4 ” ’’ 女 ” 6603.91 6 3 0.3 91 9 -17.45243 

5 5 ” 労務者 男 団。 17193.21 7 2 5.0 91 9 ー 16.0446 7 

5 6 II 

” ‘’ 団 I 17293.73 7 34.0 6 5 5 - 16.71932 

5 7 ” II 

” 団 2 17681.12 ー96.5589 + 3 5.50 941 

5 8 ／／ II 女 〒-" 0 6405.96 5 84.4 DD 6 - 16.6993 0 

5 9 II II II 』 1 6269. 91 585.7 0 1 7 - 1 6.59401 

6 0 ” 職員 男 計 2 3 29 0. 7 4 4 42.3 84 6 十 4.2 821 9 

6 1 II /9 II 耳。 26833. 97 -634.251 3 •卜 3 6.9 79 D 8 

6 2 II II II 国 2 18788.36 561.6419 ート 1 4.29 7 4 2 

6 3 II II II 団 3 34716.55 24 8.531 6 ．．． 0.9 0 55 3 

64 II ‘’ ‘’ 国 4 2 3 08 5. 1 D 1575.2780 ＋ 3.67856 

6 5 II /9 女 耳。 9410.33 -23言 1r559― + 52.2531 9 

6 6 ” ‘’ II 団 2 9 58 5. 1 7 -218.891 8 + 50.7 6500 
6 7 100 ~499 労働者 計 区分なし 16033.17 698.2117 - 10.9682 7 

6 8 ‘’ ” 男 /I 17603.66 641.8216 9.67193 

6 9 II II 女 II 69 9Z 6 7 3 7 2.0 6 4 7 8.4 2 D 51 
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番号 企業規模 種労働類者 性 学歴 a b C 

70 100 ~499 労務者 男 四。 16691.22 799.9694 - 2Z37030 

71 ” ” 
II 匹 1 16825.3 0 783.8869 23.343 9 

72 ” 
II 女 団。 6 8 9 o.o 9 2 9 8.9 625 8.1 g1 7 

73 ” ” II 耳 l 6856.41 3 0 0.7 044 8.21 59 

74 ” 職員 男 国。 2 2 D 8 0.81 274.4498 ＋ 12.4292 

75 II ” II 四 l 21909.41 294.9081 1.0763 

76 ” II II 団 2 199 54.3 D 9 3.3 8 C 2 ＋ 3 0.3 9 5 D 

77 ” II ／／ 団 s 344り2.86 -924.0579 ＋ 89.0588 

78 ” II ” 国 4 24 9 7 3.2 D 149.7287 ＋ 46.7082 

79 II ‘’ 女 団。 7 832.9 0 4 9 8.9 80 8 0.31 65 

80 ” “ 
II 団 l 6 6 7 6.3 8 54 0.9 611 0.9 22 8 

81 ” II II 団 2 8126.06 501.0069 十 2.0 D 8 5 

82 30 ~ 99 労働者 計 区分なし 14 9 D 2.9 D 44 8.8242 1.01 64 

83 ” ” 男 ” 1 7 554.1 8 199.6229 ＋ 7.5535 
： 

84 II ” 女 II 623 7.4 7 529.5927 17.1946 

85 ” 労務者 男
四゜ 166 7 8.5 a 4 0 4.6 09 9 1 0.3 5 20 

86 II ” II 団 l 167 5 6.3 8 391.1 025 9.9283 

87 ” II 女 団。 6263.3 8 379.6750 3.4 54 0 

88 II II II 国 1 6248.05 377.1469 ＋ 1 3.31 4 0 

89 II 戦 員 男 団。 2 0 5 5 5.8 3 2 84.2 8 81 ．＋ 8.502 

90 ” ” ‘’ 四 1 21272.2 7 - 46.1 744 ＋ 1 2.162 

91 ” ” II 四 2 1 7989.27 9 62.0 68 8 13.39 9 

92 ” II ” 匹 3 32203.45 -228Z6590 + 142.5316 
93 II II 女 国。 7 61 8.0 D 521.6010 9.842 

94 ” II II 四 I 7 4 8 8.7 3 3 63.3 9 3 8 3.ll.2 7 

95 10 ~ 29 労働者 計 区分なし 13345.77 5 7 4.3 8 8 8 1 2.41 3 

96 II 

‘’ 男 ” 1 5 6 6 8.1 1 41 3.61 6 D 9.668 

97 ” 労務者 II 耳。 15277.16 456.1915 1 5.25 7 

98 ” I/ II 匹 l 1506 5.29 479.0049 1 5.81 3 

99 II 戦 員 II 国。 18454.79 188.0 7 9 9 ＋ 9.79 5 

100 II II II 耳 1 1 7 0 0'3.6 0 786.0052 34.94 7 

101 II II II 団 z 16929.04 457.3718 ＋ 4.084 

102 ” ” II 国 3 3042Z90 -1998.0 61 D + 126.7994 

（四建設業）

103 計 労働者 計 区分なし 14851.31 1009.4240 ＋ 1.69396 

104 ” II 男 ” 1647 0.21 898.4 883 十 3.9 354 9 

105 II ” 女 II 6.!191.60 138 8.3 2 8 0 - 42.25262 

106 ” 労務者 男 B。 168 7 8.44 5 88.9 7 6 9 5.21 85 3 

107 II ” II 耳 l 16920.64 52 4.6 0 7 3 2.93388 

108 I/ ‘’ II 耳 2 15929.05 1219.7100 - 21.87748 
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番号 企業規模
労働者

性 学歴 a b C 
種類

1 D 9 計 労務者 女 四。 6 7 9 3.7 8 987.8524 - 29..117865 

11 D II 

” 
II 国 l 6 63 2.64 922.28 68 - 2 6.213 863 

111 II 識 員 男 国。 1633 8.9 7 13D8.351 D 3.5.1782 

11 2 ‘’ ” II B 1 16434.82 1021.1560 - 14.450 71 

11 3 II 

” ‘’ 団 2 14273.62 1182.340 D ＋ 5.04 224 

11 4 II II 

” 団 3 28171.80 471.0243 + 26.26 431 
11 5 ” ‘’ ” 団 4 1 6925.1 7 2464.94 70 - 24.47461 

11 6 ” 
II 女

団゜ 659 5...18 1.191.7000 - 44.351 40 

11 7 ff ” 
II 団 1 51 Z9.83 1758.3320 - 62.82 0 04 

1 1 8 ” ” II 耳 2 7 85 0.1 3 9 46.3'J 16 8.4 0 4 6 6 

. 11 9 1000 ~ 労働者 計 区分なし 14822.04 1031.Ll.520 十 7.60172 

120 ” 
II 男 II 1 6 313.37 9 5 3.0 07 8 十 8.449 73 

121 ” 
II 女 II 7 8 7 0.1 2 1 070.4620 ・- 13.84064 

122 ” 労務者 男 国。 17097.73 8 38.51 2 7 9.84064 

123 ” 
II 

” 国 1 17523.12 767.9781 7.2 9 DD 5 

124 ” ” ” 団 2 16760.76 414.5 3 63 + 32.06830 
125 ” ” 女 団。 7672.72 9 9 0.0 6 5 5 - 17.96190 

126 II ” II 四 1 7585.77 9 4 0.541 5 - 15.7078 7 

12 7 II 賊 員 男
団゜ 14517.80 1323.2470 ＋ 3.70907 

128 /9 

“ 
II 団 1 15762.28 88Z3202 1.12194 

129 /I ” ” 図 2 12D63.6 9 1226.6 D 1 U ＋ 8.63 3 o 1 

130 II ” 
II 四 s 271 37.16 394.6 622 + 32.6 D 4 f¥3 

1 5 1 II ” II 国 4 1 61 5 6.4. 9 22 7 8.724 0 - 11.40195 

132 ” II 女 耳。 8349.12 9 3 4.6 802 2.36481 

133 II II II 皿2 80 D 8.77 11 01.4890 8.141 1 0 

134 500 ~999 労働者 計 区分なし 15051.15 1496.0 ?2 D - 1~.049 2 7 

135 II 

” 男 II 16793.62 1428.4680 - 10.02405 ， 
1 36 II 労務者 II 四。 18393.2 0 62 0.5633 + 2.7 3 0345 

137 ” ” 
II 四 l 18659.3I 6 403.4553 + 11.51286 

138 ,, 
II II 四 2 1366 8.84 3209.5530 ← 121.33250 

139 II 職 員 II 国。 1,6066.71 1 8 64.91 6 D - 1 9.84574 

21 ・o 89. 7 7 
｀ 

140 II 

“ ’’ E l - 8.581 9 D + 34.51465 
1 41 II II ” 国 2 12885.5 9 2151.39・3 D - 3 4.6 7 4 0 9 

142 II II ” 四 s 245 66.6 D 1429.7160 十 0.86380 

143 II II II 四 4 19624.81 21 22.491 0 - 14.14577 

144 100 ~499 労働者 計 区分たし 14981.56 1 6L13.76DO - 27.79496 

145 ・ II II 男 ” 1667Z59 1571.8670 - 2Z57063 

146 II II 女 II 10254.5 D -26 9.31 24 + 4 5.5 6111 

147 ” 労務者 男 国。 1 841 8.73 5 D 5.62 9 3 0.20153 

148 ’’ 
II /9 団 1 183DZ72 513.4146 1.9 351 5 

149 II II II 耳 2 18943.56 399.8057 + 22.21247 
150 II II 女 国。 9814.10 -328.52 79 + 51.64797 
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区分 企業規模
労働者

性 学歴 a. b C 
種類

1 5 J 100 ~499 労務者 女 四 l 9 7 2 5.81 -46 5.9 765 + 5Z403';6 
1 52 II 賊 員 男 団。 16068.16 2206.1060 - 49.91 51 0 

153 II II ” 国 1 17859.42 1308.00 2 0 37.27844 

1 54 II II ” 団 2 1529 3.91 1141.2400 + 16.85465 
155 II ” ” 直 3 30 897.45 1041.9120 11.57240 

1 56 II ” 
II 団↓ 13 614.7 8 3 8 9 0.6 D 11 D 7 3.6 0 3 0 3 

157 ” ” 女 団。 1 D 3 8 9.4 6 ー18 6.9 2 5 5 ＋ 4 0.92 77 4 

158 II II 

” 四 1 9359.35 ー40 0.4 0 u 0 ＋ 6 0.01 077 

1 5n II II 

” 国 2 9536.65 41 8.0 61 5 ＋ 7.2 6 0104 

160 30~ 99 労働者 計 区分なし 1471 2.61 1160.2720 - 27.38057 

1 61 II ‘’ 男 “~ 164 6 8.12 1 DD 6.1 8 6 D ー 23.93 6 7 8 

1 62 II 

” 女 II 5781.88 1527.7420 ー 56.68188 

1 63 ” 労務者 男 国。 17007.18 533.7631 Iー 17.29451

1 64 II II ” 団 1 17241.20 3 6 5.4 3 9 7 - 9. 4 7 6 9 5 

1 65 ” ” ” 国 2 12690.50 2 86 2.2 2 3 0 ー115.0 9 7 8 0 

1 66 ” II 女 国。 8029.85 11 0.6 3 35 7. 84 6 6 7 

1 67 ” ” ” 団 1 7 8 71.1 □. 120.6 6 44 7.96918 

1 68 II 跛 員 男 国。 1 66 o 5.41 1566.94 9 D ー 39.01812

169 II 

” ” 団 1 17779.32 1040.0 9 50 ー 30.26128

170 ／／ 

” ” 団 2 150 3 5.01 1361.0800 - 23.71 827 

1 71 II II 

” 四 3 26 6L14.L10 1178.0 5 3 0 ー 11.35469

1 72 II 

” ” B 4 18771.80 2289.7810 —•58.401 82 

1 73 10 ~ 29 労働者 計 区分なし 13919.90 9 9 1.3 4 1 5 - 28.94340 

174 ／／ II 男 II 154 9 4.3 5 833.6821 - 2 3.814 51 

175 II II 女 /9 70Ll2.63 7 8 5.188 7 - 30.34700 

176 II 労務者 男 団。 1 5l18 6.82 6 2 4.6 9 d 9 —•22.11373 

177 II II II 国 1 1529 0.6 7 637.1702 - 22.63752 

178 II ” 女 団。 7 713.37 156.5 82 5 - .  5.61604 

179 ／／ ” ” 図 l 7642.64 146.1814 5.02 D 99 

1 80 ’’ 職員 男 国。 15180.36 1647.5940 5 8.07 4 51 

1 81 ‘’ 
II ” 追 1 1370 3.24 1473.5 D 7 D ー 38.86174 

1 82 II II 

” 国 2 14904.92 1171.0090 - 27.35132 

1 83 I/ II ” 団 s 231 02.C 4 6 8 2.9 6 9 A. 31.42672 

184 II 

‘’ ” 団、 2240Z73 907.5067 6.2 9 7 66 

1 85 II II 女 耳． 7037.86 923.968.:l 6.54316 

1 86 II 

“ ” 四 1 5941.23 11 3 9. 79 6 0 46.18347 

1 87 II 

“ ” 団 2 8385.06 3 3 3.4 5 7 D 0.95577 

(F 製造業）

188 計 労働者 計 区分なし 10344.08 1545.7 49 0 4.5 80 05 I 
し

1 89 II II 男 II 13529.86 1629.6210 11.74323 

190 II II 女 II 741 7.0 9 7 5 3.6 7 06 7.53828 
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＇ 
番号 企業規模

労働者
性 学歴 a b c~ 

種類

1 91 計 労務者 男 B 。 129 4 1.3 7 1519.7770 - 14.4999 3 

192 ／／ II II 団 1 ． 12468.3 2 1528.6920 14.53 71 9 

1 9 3 II ” ‘’ 国 2 1380 8.4 8 1511.3670 - 1 0.91 6 46 

1 9 4 II 

” 女 図。 7206.62 704.499 6 8.4 71 D 9 

1 9 5 ” ‘’ II 国 1 7121.94 686.17 26 7.67719 

196 ” II ” 四 2 7 8 7 □. 9 8 9 6 0.8 46 4 - 1 8.0 DD 8 3 

1 9 7 II 戦 員 男 団。 17D88.7 D 1805.9 0 20 9.57603 

1 9 8 II ” II 国 1 17651.13 1332.0430 9. 7 5 35 5 

1 9 9 ” ” 
II 耳 2 1 41 6 0.21 1697.6250 4.67009 

200 II 

” II 団 3 29543.99 800.6060 + 31.52252 
2 01 ” II II 匹＋ 19076.52 21 44.24 4 D + 18.09026 
202 II /I 女 国。 88 55.77 967.6452 9.07317 

203 ” 
99 

” 国 l 7540.76 91Z7499 8.4 9 3 21 

204 II II II 四 3. 9106.11 99 4.9 777 6.17 403 

205 1 ODD人以上 労働者 計 区分なし 1 0 1 6 4.3 6 1899.4530 - 13.887 94 

206 II II 男 ” 13425.45 1959.3310 - 20.91496 

207 II II 女 II 7 38 5.51 927.3611 5.5 70 1 4 

208 II 労務者 男 国。 12773.11 1 8 90.7 34 0 - 25.2 6 D 55 

2 09 ” ” II 四 l 12416.59 1 9 44.11 5 0 - 2 7. 0 8 7 6 0 

21 0 ” 
II II 団 2 13699.21 1 646.6440 - 1 0.94345 

211 ” ” 女 耳 c 6951.95 913.1696 7.07286 

212 II II 

” 四 1 6752.58 900.8485 6.40814 

213 II II // 四 2 8 7 22.7 8 987.2797 7.77675 

214 II 戦 員 男 団。 15750.46 2185.3960 1 8.51 41 8 
I 

215 /I ” II 国 1 16719.82 1617.4380, - 16.71258 

216 ” 
II II 団 2 12106.16 1906.5470 6.78490 

I 

21 7 II II II 国 3 35 0 5 0.1 4 400.3881 I + 42.16889 
218 II II II B 4 18933.67 23 7 5.5 05 0 + 13.4 61 51 
219 II II 女 国。 99 25.35 9 45.4221 ＇ 1- 2.74691 

220 ” II II 団 l 802 6.55 9 53.1986 - 3.5 4 68 8 

2 21 ” /I II 国 2 1 DD 5 6.3 2 97 5.417 2 1 + 0.521 88 

222 500 ~ 999 労働者 計 区分なし 9 5 6 5.0 0 1 9 5 6.3 9 2 0 I ＇ - 22.. 79836 

223 II II 男 II 12931.86 2064.3580 1-31.21202 

224 II II 女 II 7 31 8.0 6 850.3743 - 12.17806 

225 • II 労務者 男 団。 12103.65 1971.8690 - 33.74230 

226 II II II 国 1 ・ 11822.8 0 1 998.8210 - 34.53 8 D 5 

227 II II II 国 2 12671.52 1905.29 8 D 28.6 3 611 

228 II ‘’ 女 国。 7035.75 82 0.31 5 2 -,4.24081 

229. II II If 団 l 6881.55 813.1947 - 13.55 7 7 6 

23□ // 

I 職” 員

II 団 2 728619 1467.611 - 53.80 99 7 

231 ’’ 男 四。 166 45.5 7 2108.892 - 26.391 01 
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番号 企業規模 労種働類者 性 学歴 a b C 

232 500 ~999 職員 男 ~ l 19529.03 1 4 44.0 DD 19.03658 

233 II ” ” 四 2 1 2840.24 19 9 4.8 7 6 17.40363 

234 II II II 国 3 31850.83 77 6.111 ＋ 1Z84895 

235 II II ’’ 四 4 184 6 6.9 4 2 302.183 3.4227 8 

236 II II 女 国。 9557.71 8 2 8.39 4 ＋ 0.71656 

23 7 II II I/ E 1 83 3 6.0 7 658.848 ＋ 7.63726 

238 II II ル9 耳 2 9403.40 1 D 1 0.1 88 3.8 3 7 D 5 

239 100 ~499 労働者 計 区分なし 1 DD 5 8.0 1 1 770.493 25.21 2 7 7 

240 II ” 男 II 1 32 5 0.7 2 1904.720 33.5283 6 

241 II II 女 II 7 6 9 2.31 717.457 14.9 6 539 

242 II 労務者 男 国。 12611.37 1 71 8.3 D 2 33.41 588 

243 II II II 四 1 1 236Z63 1 725.4 40 33.51 24Ll 

244 ” ” 
/9 団 2 12859.94 1887.677 37.16700 

245 II I ” 女 団。 7 5 4 8.1 5 645.487 14.458 56 

246 II 

I職、999 員

II 耳 1 7436.70 646.085 14.3 50 65 

247 II 99 四 z 8 543.D D 673.323 1 5.1 81 0 2 

248 ” 男
国゜ 169 0 5.8 9 21 03.9 21 34.39 32 7 

249 
l 

” II 耳 I 18139.96 1 710.98 4 33.289 32 ” I 250 II II II 団 2 1374Z83 2 054.25 6 26.57664 

251 ” 
I 
” /9 四 3 289 52.75 1 142.3 23 ＋ 2.44 50 5 

252 ” ” II 国 4 1 8 81 5.61 21 76.8 76 1.05779 

253 ” ” 女 四。 8 73 8.84 1090.9 0 7 20.50332 

254 II II II 耳 1 7527.72 1115.562 25.5478 8 

255 ” II II 団 2 9 20 8.65 951.827 6.645 2 5 

256 30~ 99 労働者 計 区分なし 1 0829.87 1449.398 25.24281 

257 II ” 男 ” 14028.39 1524.4 91 30.4 7 8 38 
I 

25 8 i II II 女 II 80 43.1 4 5 20.362 13.28528 

2591 
II 労務者 男 四。 1 3 6 7 4.7 5 1 31 4. 9 6 D 29.4 07 9 D 

26 0. ” ” 
II 耳 1 134 45.7 8 1296.09 D 28.4 D 444 

261 ” 
II II 国 2 14169.86 1 615.86 9 39.0 4373 

262 II ff 女 団。 7871.09 479.830 14.53977 

263 II 

” 
II 耳 1 78 34.3 9 468.896 14.06055 

264 ” 
||職”、9 員

‘’ 団 z 81 23.46 6 64.33 7 21.434 87 

26 5 II 男 団。 1 81 9 0.2 9 1 769.862 31.37401 

266 II II 国 l 17443.70 1521.498 28.017 38 

267 II ！ II II 耳 2 1598Z97 1 7 4 0.39 4 21.20729 

268 II II II 団 3 28582.91 871.096 ＋ 11. 71 5 7 9 

269 II 

I 
II II 団 4 19097.58 2683.219 55.9 0 688 

270 II II 女 四。 8828.44 872.047 1498493 

2 71 // I II II 直 l 8188.7 8 712.28 2 11.75387 

272 II II II 四 2 8901.64 9 82.2 D 9 5 1 5.7 ・,2 46 
I 
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番号 企業規模
労働者

性 学歴 a b C 
種類

2 7 3 10～匁 労働者 計 区分なし 10819.42 1056.692 - 22.52843 

2 74 II II 男 ” 14039.36 1 DD 8.3 54 - 22.5 340 3 

2 75 ‘’ ” 女 ” 7 965.60 279.7982 5.21221 

2 76 II 労務者 男 団。 1 39 26.5 3 813.2088 - 18.288 49 

2 77 ‘’ 
If II 国 1 137 42.2 9 780.7798 - 17.17562 

2 7 8 II II II B 2 1 50 62.6 4 916.062 3 - 12.24094 

2 79 II ” 女 団。 7 9 54.1 4 180.6984 2.9 0 43 5 

2 80 II II II 追 1 7842.35 20Z7011 4.70829 

2 81 ‘’ ‘’ “' E2  89 72.1 6 14.7301 9 ＋ 9.24679 

2 82 II 戦 員 男 四。 1 78 6 5.6 7 1294.134 - 2 8.386 6 7 

2 83 ” ” II 
団` 16827.44 1168.5 44 - 26.19867 

2 84 /I II 

” 団． 1 653 2.2 4 1269.223 - 21.18677 

2 85 ” 
II I/ 耳 3 24589.18 956.1536 - 1 4.0 6 1 9 4 

2 86 II ” II E ， 19956.72 1 61 0.88 D - 31.54238 

2 8 7 ‘’ II 女 国。 8489.74 640.6823 - 1 5.51343 

2 88 ‘’ 
II 

” 団 1 777 4.42 61 8.5 3 64 - 17.96786 

2 8 9 II ” II 国 2 88 7 4.9 7 5 9 8.8 9 21 9.83667 

(＇G 卸売業小売 業 ）

2 9 D 計 労働者 計 区分なし 9441.9□ I 1719.558 3.961 40 

2 91 II II 男 国。 11248.9 2 1924.1 53 - 11.69553 

2 92 ／／ 

” ” 四 l 8627.26 17 4 8.9 6 3 - 23.02142 

2 93 II ” ” 直 2 11399.98 17 7 5.640 4.1 2348 

2 9 4 II II II 五3 25515.43 1 216.725 + 20.6351 4 

2 95 II II II 国、 1 61 7 3.4 3 25 4 7.133 Z 40 425 

2 9 6 II ‘’ 女 団。 8469.87 749.520 1.528 46 

2 97 II II II 耳 1 81 74.35 446.0 8 8 ＋ 8.828 33 

2 9 8 II II II 四 z 8 524.7 4 977.977 Z34311 

2 99 1000人以上 ” 計 区分なし 11306.15 1833.473 ＋ 1.1 1 4 42 

3 DD II II 男 国。 14691.47 1985.56 6 Z21004 

3 01 II II II 直 l 1 439 2.9 7 1500.571 8.143 99 

3 02 II II II 団 2 1 249 4.8 6 1699.2"11 ＋ 0.04 28 6 

3 03 /I II II 図. 3 25212.7 4 1780.(3 81 0.01 259 

3 04 II /9 II 国 4 17052.19 2717.335 7.77947 

3 05 II 

” 女
団゜ 9981.D 2 837808 ＋ 3.80864 

3 0 6 ‘’ II “' 国 l 1D278.94 611.006 + 10.50 57 6 

3 0 7 II ‘’ ‘’ 耳 2 95 D 0.6 D 1039.869 ＋ 0.69443 

3 0 8 500 ~999 ‘’ 計 区分なし 9651.21 2178.831 - 17.73872 

3 09 II II 男 団。 12377.04 24 43.827 - 31.43355 

3 1 0 II II II 団 l 1 0 3 0 5.0 0 2213.136 - 43.0 8 0 57 

3 11 ‘’ II /9 追 2 11 5 5 0.1 9 1729.57 7 ＋ 4.4 411 8 
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種労働者類
ヽ

番号 企業規模 性 学歴 a b .. C 

312 , 500 ~ 999 労働者 男 耳 3 3 5134.Q 6 -331.455 ＋ 56.4 250 0 

313 II 99 ,, 
四 4 147 81. 72 3309.247 4 5.27 53 7 

314 II II 女 団。 8 Q 48.35 9,77.971 19.35543 

315 II II II 匹 1 9 973c54 4 60.382 1.46981 

31 6 ” 
II II 四 2 8981.29 950.95'.Q 11.62898 

31 7 100 ~499 II 1: 区分なし 10361.01 1911.053 8.00823 

318 II II 団。 1 24 7 5.0 7 2087.215 1 5.7 55 05 

31 9 II II II 

四｀ 
1 D 413.84 1630.3 65 10.39510 

320 ’’ 
II II 図 2 1D414.86 2281.956 19.00531 

321 II II ‘’ 団 3 263 7 6.66 1472.199 ＋ 1 6.51 31 2 

322 /9 JJ 99 団 4 16 544.7 6 2342.021 1Z08824 

323 II II 女 団。 873 7. 31 959.698 14.47507 

324 II II ‘’ 
団｀ 

9496.51 551.527 2.8 7 6 81 

325 II II II 団 2 8526.57 10 74,Q 63 15.433 4 7 

326 30~ 99 II 計 区．分なし 8582.90 2053.757 33.32 1 32 

327 II 99 男
匹゜ 1 DD 64.52 2268.305 42.5706 8 

328 II II II 団 1 7081.62 2134.191 41.8 6 9 !-1 

329 ’’ 
II ’’ 国 z 11364.37 1787.327 11.850 3 6 

330 II // ‘’ 国 s 280 Q8.98 340.0 69 ＋ 44.81835 

331 /9 II ’’ 四 4 12486.02 425 0.4 82 - 129.18300 

332 II II 女 B。 82 64.8 6 80 8.2 73 11.47571 

333 ‘’ II II 四 l 8 0 83.46 584.722 8.68378 

334 II " II B 2 7 5 56.6 7 1225.145 24.0 955 4 

335 10~ 匁 /I 計 区分なし 8 448.38 1735.658 35.48', 73 

336 JI II 男 耳。 1 D 1 64.81 1 884.254 4 0.8 7419 

337 II JI II 国 1 8399.65 1715.686 3 8.21 988 

338 II II ‘’ 国． 11 782.24 1509.978 17.80001 

339 II II 99 国 3 240 23.92 359.571 ＋ 30.19773 

3 40 II ” 女 耳。 8021.71 546.420 4.Q 5 641 

341 ‘’ 
II II 四 1 7 644.68 3 71. 23 5 2.9 82 63 

342 ,, II 99 耳 2 8 4 62.98 601.460 4.0 6 351 

(H金融保険業）

343 計 労働者 計 区分たし 1 3 91 4.1 7 1420.843 ＋ 11.30747 

344 JI 

” 男 団。 16156.01 1659.229 ＋ 5.5 28 81 

345 II II II 耳 1 1 8 9 23.0.9 1468.20 9 21.04537 

346 II II II 国 2 14397.44 1459.517 ＋ 12.65 621 

347 II II II 耳 3 25326.79 10 7 5.0 3 8 ＋ 28.38041 

348 II II II 団 4 1 6223.88 2363.885 ＋ 19.11691 

349 II II 女 団。 1 207 8.7 2 1253.31 7 22.80 7 23 

350 II 

’’ II 国 1 138 63.6 7 8 52.33 8 11.10513 
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番号 企業規模
労働者

性 学歴 モ b I C 
種類

3 51 計 労働者 女 B 2 11615.76 1386.688 - 25.22 71 6 

35 2 1000 ~ II 計 区分たし 1430 5.39 1415.664 + 11.72849 

353 ‘’ II 男 団。 1 6669.43 1653.2 9 6 ＋ 6.12367 

354 II II II 
団｀ 1 91 46.24 1450.533 - 20.2770 6 

355 II II II 団2 15243.75 1401.052 + 14.40595 

3 56 II ‘’ II 四3 24677.95 11 73.231 + 25.501 78 

357 ” II II 耳4 16263.44 2402.631 + 17.91073 

35 8 ‘’ II 女 B。 1 2 7 4・9. 04 13D8.99 D - 26.542 22 

359 II ‘’ ‘’ 団l 14761.56 9 30.4 21 - 16.27762 

360 II II II 四2 1 2 21 3.62 144 8.023 - 29.05057 

361 500 ~999 II 計 区分なし 1 3878.47 1 51 6.01 D ＋ 0.86483 

362 II II 男 団。 15670.19 1763.380 6.327 3 2 

363 II 

’’ II 
国` 2 0 7 3 8.7 3 1752.300 - 38.52 4 73 

3 64 II II II 四2 1289 5.6 6 1676.844 ＋ 2.68 81 6 

365 ＇ I II II II 四3 29487.35 499.958 + 46.08570 

36 7, ‘’ ” II 団4 225 77.2 7 5 20.6 27 +139.35760 

368 II II 女 国。 10129.62 1091.842 - 1 6.4 311 3 

369 II II 99 国l 69 08.6 7 1322.824 - 23.2861 6 

370 II ‘’ ‘’ 耳2 1 DD 9 8.0 d 11 50. 44 0 - 1Z07512 
→● 

371 100 ~499 II 計 区分なし 12704.2 7 1752.35 9 15.76 91 

3 72 ‘’ ‘’ 男 四。 15753.18 , 1761.228 - 11.9 9451 

3-3 II II II 耳1 17966.25 , 1778.64 7 - 26.1 2488 

374 II II ‘’ 団2 1 3626.78 1 7 D 2.60 7 - 11.18812 

575 II II II 国3 28973.11 42.5 77 + 97.89568 

376 II 

’’ 
99 団4 1 7286.28 1796.438 + 16.45584 

377 ’’ II 女 団。 10014.24 8 94.94 7 ＋ 1.60 70 0 

378 II II II 耳1 6 712.06 1707.691 - 49.74632 

3 79 II II II 叫 103 5 5.65 809.779 ＋ 9.29345 

380 30 ~ 99 II 計 区分なし 11 1 3 5.6 7 1 81 3.5 7 8 - 28.1 6211 

381 ”・ II 男 四。 1335 4.0 2 2071.466 - 41.44907 

382 II II II 耳1 1 6 88 8.9 6 1546.795 - 28.77974 

3 83 99 II II 国2 1 1 5 4 3.9 5 20 D 2.3 D 9 - 32.17588 

3 84 II 

” II 叱 22637.88 1 D 7 8.81 D - 19.05997 

385 II II II E、 1386Z80 3548.158 - 95.9 D 1 28 

386 II ‘’ 女 国。 10981.92 34.45 4 + 45.25 5 7 5 

387 II I9 II 回l 1059 8.51 ー1D8.583 + 52.1 DD 41 

388 10 ~ 29 II 計 区分なし 11758.42 11 3 5.7 81 - 15.685 81 

389 II II 男 耳。 15272.56 1061.279 - 15.97031 

3 90 ” 
II II Bl 19120.71 - 99.39 0 + 20.244 80 

3 91 II II II 団2 1D465.6 9 1830.430 - 32.54 7 7 4 

39 2 II 

” II 耳3 16758.59 24 14. 9 6 6 - 79.35932 
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番号 I企痴鴫［［塁」性 I学歴 a b C 

393 10 ~ 29 労働者 ? | 団。 83 72.76 641.509 I― 5.87 444 

39 4 99 II 四 2 8561.55 660.731 - 6.95795 

C I 不動産業）

395 計 労働者 計 区分なし 1 49 62.9 0 1778.750 - 14.72 867 

396 ‘’ II 男 国。 2019?..30 174Z908 - 15.08588 

39 7 II II ” 団 l 185 7 5.43 1391.840 - 32.55521 

398 II 

” ” 耳 2 1 8760.22 1391.417 2.7 43 07 

3 99 II II 

” 団 3 3 5 85 8.81 22 D 6.726 + 48.4157 3 

400 II II 

” 団 4 22367.45 2073.639 + 11.10747 
401 ‘’ /I 女 国。 8969..08 852.09 6 5.730 00 

402 II ” II 耳 1 8145.06 7 69.9 21 5.09 9 66 

403 /9 II ” 国 2 1 01 86.65 4 48.80 2 + 31.31 69 2 

404 1000 ~ II 計 区分たし 19182.94 1 7 66.68 D - 14.38751 

40 5 II II 男 団。 20145.73 2028.753 - 25.43 9 73 

406 ” 
II 

” 
団｀ 

22134、?5 05 4.1 8 8 ー 13.82317 

407 II II ” 団 2 16098.44 2204.600 - 34.84 7 29 

408 ‘’ 
JI II 四 3 35817.56 626.157 + 31.88135 

409 II II II 団 4 22832.56 2060.626 ＋ 8.06682 

41 0 500 ~999 II 計 区分たし 2 4433.0 8 726.0 25 6.48 7 2 8 

411 J/ I9 男 団。 31173.56 -305.954 + 80.93221 
41 2 II /I 女 耳。 9 80 6.3 3 1154.684 - 12.72 503 

41 3 ‘’ II ” 団 1 7062.30 1917.818 - 39.12750 

41 4 100 ~499 ” 計 区分なし 1 11 8 6.3 5 2239.659 - 30.57900 

415 /I /I 男 団。 1 7 3 71.8 9 213 8.29 3 - 30.522 01 

416 II II ” 
国｀ 

15 78 0.29 1882.86 7 - 43.20 319 

417 99 II II 国 2 15463.5 2 1881.0 8 3 - 23.59103 

41 8 JI II /I 国 3 34659.47 - 72.930 + 68.981 81 
419 II ” ” 国 4 192 65.9 9 2759.846 - 1.5、1459D 

420 II II 女
E. I I 

8 646.60 857.864 5.167 49 

421 II I9 

‘’ 団 1 7169.27 1227.246 - 34.50205 

422 II ” 
II 国 2 9 45 6.1 D 5 69.6 24 + 28.7 60 68 

42 3 30~99 ” 計 区分なし 15 9 72.62 1380.500 ＋ 6.22 639 

424 II II 男 団。 20 8 66.7 5 1622.562 5.81 6 7 6 

425 99 II II 団 1 20884.19 735.576 - 16.13993 

426 II II II 耳 2 20675.30 87 3.3 72 0.8 0 08 9 

427 II II 

‘’ 団 3 31 824.64 1043.5 29 + 23.Q3950 
428 II II II B 4 26088.51 11 25.973 + 49.28783 
429 II II 女 団。 9172.90 585.325 ＋ 5.82 DD 2 

430 II 99 ’’ 団 l 9 D 18.94 353.53 7 + 1 4.61.□ 42 
431 10~29 /I 計 区分なし 16385.5 7 818.7 3 0 + 10.37881 
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番号 企業規模
労働渚
種類 性 学歴 a b C 

432 10~'29 労働者 男 団。 21 537.53 8 6 8.824 + 12.31 3 44 

433 II 99 ／／ 団~ l 18920.48 923.191 - 33.7 61 6 2 

434 II /9 II 四 2 23013.20 - 41.824 + 75.24254 
435 II ‘’ “ E 3 321 45.33 160.330 + 44.9 4132 
436 II /I II B 4 2 2 23 8.1 D 1 D 1 5.8 4 2 + 37.17709 
437 II /I 女 団。 9327.18 5 45.9 61 9.0 044 8 

438 ” II II 四 1 8 DD 2.7 5 6 8 5.5 01 - 12.4 6 4 41 

(J 連輸通信業）

439 計 労働者 計 区分なし 16234.49 8 62.9 22 7.93702 

440 II II 男 国。 1844 6.49 75 5.79 5 7.20783 

441 ” II II 

B `  
199 44.58 6 0 6.8 09 6.50499 

442 II II II 耳 2 15437.04 8 3 2.6 8 9 2.0 6186 

443 II II II 国 3 28 6 2 8.33 25 8.2 6 5 + 15.33 9 7 4 

444 II II II 国 4 2 D 6 D 0.5 8 1D78.7 5 9 + 21.25073 
445 II II 女 団。 9001.18 781.262 ＋ 2.20 698 

446 II ‘’ II 団 l 8 62 6.35 7 73.989 ＋ 2.17876 

447 /9 II /9 四 2 9i 6 5.0 4 8 23.0 77 ＋ 3.70145 

448 1000人以上 II 計 区分なし 1 2807.51 1086.420 - 11.28444 

449 II II 男 団。 ~4446.73 1 0 3 3.4 0 0 - 11.82219 

450 II /I /I 

団｀ 
1723 8.0 3 787.506 9.21108 

451 II II II B 2 11636.05 1086.231 6.272 7 8 

452 II II II 四 3 240 7 6.84 401.258 + 17.02864 
453 II II /I 国 4. 19204.92 908.193 + 28.91643 
454 II II 女 B。 9 416.86 768.812 ＋ 2.40 251 

455 /I 

” 
II 

四｀ 
9 6 6 5.64 71 3.236 ＋ 3.2 95 77 

45 6 II II II 四 2 91 5Z 9 D 8 43.0 4 4 ＋ 3.1 6 4 38 

457 500 ~999 II 計 区分なし 1671 4.39 14 94.44 5 - 22.74601 

458 II II 男 団。 20158.92 1257.191 - 17.98279 

459 “' ‘’ II 

耳 ｀ 
20282.72 1 11 5.0 5 7 - 18.78288 

d 60 II II II 耳 2 1 86 05.94 1151.365 2.0 3 2 DD 

4 61 II ‘’ II B 3 2925Z83 1614.767 - 28.60 77 3 

462 II II 

‘’ 四 4 1527 3.6 0 46 3 0.45 2 - 72.32 7 6 5 

463 II II 女
四゜ 8366.27 11 2 8.5 29 - 26.11 783 

464 II II II 団 2 6943.52 1232.065 - 33.52996 

465 II II // 団 2 9883.36 8 55.8 41 4.83668 

466 100 ~499 99 計 区分たし 19139.06 1 03 2.4 93 9.24 9 02 

467 II II 男 団。 21655.25 8 98.1 35 7.17979 

468 II II 

” 国 1 2 2 0 42.8 8 829.989 - 16.78502 

469 II ／／ II 耳 2 

I 
20012.33 89 4.0 5 2 + 1 2.9 91 5 8 

470 II II ‘’ 団 3 305 96.06 892.607 2.38048 

--4 1-



番号 企業規模
労働者
種類 性 学歴 a b C 

4 71 100 ~499 労働者 男 四 4 2 21 72.20 99 8.9 9 7 ＋ 46.34 7 93 

472 // II 女 四。 8 81 8.33 7 9 5.241 13.52493 

473 II II ” 国 l 8215.34 529.769 4.0 9186 

474 ‘’ II 

” 団 2 91 9 0.3 6 1 0 4 2.9 31 1 8.7 41 9 9 

475 30 ~ 99 II 計 区分なし 19219.80 9 9 8.983 - 2 4.09258 

476 II II 男 国。 211 55.65 89 8.24 2 22.8 70 6 9 

4 77 99 II 

“ 四 1 21572.49 663.856 19.84484 

478 II II 

” 国 2 2 0 455.63 95 8.63 8 4.271 5 8 

47 9 II II II 耳 3 266 78.20 1 5 7 3.28 3 47.69508 

480 II // ” 追 4 18265.5 6 2 713.442 5 8.61 6 04 

4 81 II II 女 団。 8541.13 650.032 10.58484 

482 JI 99 

” 国 1 82 55.13 425.3 70 1.01 277 

483 10 ~ 29 II 計 区分たし 15853.06 1 D 1 0.6 D 4 1 8.7 46 57 

484 ” 
II 男 四。 1 6928.00 1 050.991 21.20786 

4 85 II II ” 耳 l 17386.99 714.3 02 1 7.53048 

486 II II 

“ 四 2 17686.29 9 34.1 38 6.01299 

487 II II 女 団。 8354.44 341.095 ＋ 1.82080 

488 II ” // I I 国 l 8017.64 75.9 3 2 ＋ 13.63341 

(K 電気， ガス，水道業）

489 計 労働者 計 区分なし 11 7 83.9 2 1 51 5.6 D D 11.65510 

490 II II 男 団。 12328.50 1571.494 14.43 99 8 

491 II II 

” 図｀ 12 D 70.5 6 1 6.13.1 75 25.584 8 6 

492 II II II 国 2 11789.39 1 33 0.51 2 ＋ 0.1 3 9 91 

493 II /9 /I 団 3 23226.56 841.221 ＋ 27.57 450 

494 II I/ II 団 4 1 61 D 4.1 7 169Z664 ＋ 3 3.985 85 

495 II II 女 国。 8 9 70.8 D 9 2 2.9 D 5 2.92 833 

496 II /I II 国 I 7952.1 3 894.321 3.51 037 

49 7 II II I/ 四 2 9 2 78.6 7 9 60.8 3 7 1.70975 

498 1000人以上 ‘’ 計 区分なし 12053.28 15 05.7 43 11.661 95 

499 II ’’ 男 団。 12573.24 15 7 0.25 D 14.76 7 3 3 

500 II II ff 団 1 12662.91 1 6 35.459 26.32682 

501 II II II 耳 2 1201°8.58 132 2.7 59 0.12029 

502 /I II ‘’ 丑 3 22436.93 8 66.80 D ＋ 28.145 24 

503 II II II B 4 15950.79 1 679.1 38 ＋ 3 5.5 83 9 8 

504 II /I 女 団。 9 230.04 899.689 2.4 7 354 

505 II II II 国 I 7 9 28.71 8 8 6.6 8 D 2.6 77 81 

506 II II II 団 2 9659.34 940.901 2.12475 

507 500 ~ 999 If 計 区分なし 1 0 0 4 7. 7 1 1 489.968 4.5 0 7 82 

508 II /I 男 国。 1 03 6 3.9 6 15 42.255 6.7 24 72 

509 ‘’ I 
II /I 四 l 9 7 34.6 6 1558.553 13.4)685 
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. 
ヽ

番号 企業規模
労働者

性
種類

学歴 a b c 

51 0 500 ~999 労働者 男 国 2 1D334.36 1 202.1 82 + 15.3839 9 

51 1 II II II 国 3 13 7 46.4 D 21 53.635 - 11.3 61 02 

51 2 ” 
II /I 団 4 1 22 □4.5 a 27 94.9 21 - 1 8.3 29 81 

51 3 II II 女 耳。 77 57.4 4 1231.502 ー i'5.61421

514 II II II 
四` 6"i42.46 1 8 0 4.1 80 - 5Z45097 

515 II II II 四 2 8565.67 7 5 8.6 31 + 23.10890 
516 100~499 II 計 区分なし 1D;>56.4 5 1569.510 - 14.19665 

51 7 “ 
II 男 団。 11622.4/ 15 9 0.3 48 - 1 6.0 851 4 

51 8 II II II 団 l 10109.57 1634.479 - 23.3 9 714 

51 9 II II 

” 四 2 11 n 5 o.3 s 133 0.3 9 9 ＋ 5.12681 
ヽ

520 II II II 国 3 2201 3.0 7 1439.270 0.202 5 8 

5 21 II II II 耳 4 1727 0.9 3 147 5.0 82 + 62.77 6 7 9 

522 II II 女 四。 10091.25 107.718 + 46.40134 
523 ‘’ II 

” B `  9 0 85.9 7 44 3.01 D + 1 6.19466 

524 II “' II E2  108 7 5.8 5 -2 64.0 25 + 78.70690 
5 25 30~ 99 ‘’ 計 区分なし 1 0844.97 1 66 4.11 6 - 26.39621 

526 II 99 男 耳。 11 6 6 0.1 6 1677.213 - 27.98663 

5 27 II II II 耳 l 11091.98 1584.457 - 29.10164 

528 ” ‘’ II 国 2 10299.23 16 n.27 3 - 11.37631 

529 II II 

” 国 3 26252.71 1 7 2 7. 1 68 - 50.47893 

530 II II 女 四。 9103.41 41.8069 + 13.548 74 
531 II 99 II 四 I 8 D 04.45 84.1624 - 16.93539 

532 II II II 団 2 10469.63 -3 5.3 865 + 74.4189 0 

533 10 ~'29 ／／ 計 区分なし 11 61 3.3 2 11 8.46 3 6 - 34.15 7 24 

534 II II 男 団。 1 31 68.69 105.7 4 2 4 - 31.42372 

535 II II II 耳 l 1 30 42.8 8 72.8 9 34 - 1828441 

536 II II II 国 z 96 54.83 193.1264 - 55.60753 
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附表 I[
産業別・職種別経験・勤続年数別賃金曲線算出式（常数値）

番号 産 業 労働者種類 性別 a b C 

C 1 D 11 石炭鉱業 管 理 蔵 員 男 14401.88 2233.838 + 11.93800 
C 2 耶 務 ” II 8417.09 1610.785 - 12.22 D 5 2 

C 3 技 梢 ‘’ II 9025.26 2661.025 - 57.36129 

C 4 採炭夫 ‘’ 19858.01 1 5 6 8.8 5 1 - 67.02793 

C 5 掘進夫 /I 18604.30 1407.475 - 6 4.6 31 3 3 

C 6 仕 繰 夫 II 176 3 0.2 6 1149.131 - 5 5. 7 152 4 

C 7 充填夫 ‘’ 1 6 4 2 a.a 6 2229.902 -111.53390 

C 8 抗内運搬夫 II 1 3 3 7 4.4 5 2072.940 - 93.61756 

C 9 抗内扱械巡転工 II 13524.72 1649.185 - 69.87951 

C 10 II 設備夫 II 1 4 8 O 4.4 0 1432.123 - 58.24305 

C 11 抗外蓮搬夫 ‘’ 8 1 7 1.4 2 2306.139 -122.97230 

C 12 E1 5 総合エ車粟 管 理 自 員 II 15841.55 1 9 6 5.2 8 8 + 39.50613 
C 13 軍 務 巖 員 ／／ 918Z64 1706.100 + 31.25725 
C 14 技 祖 蔵 員 II 9503.93 1859.188 + 16.26846 
C 15 機械運転工 II 13947.77 1971.767 ー106.497 00 

C 16 霞 気 工 II 1 3 1 9 5.0 5 1'123.058 - ~ 4.0 84 1 D 

C 19 トラック運転手 ” 14549.85 646.905 8.99482 

C 20 型 わ ＜ 工 II 1 1 0 4 2.8 9 1564.218 - 47.98665 

C 21 ・ コソクリートエ II 8 78 3.38 2097.964 -104.8 2 8 3 D 

C 22 坑 夫 II 26756.09 915.849 - 43.42782 

C 23 上乗作業員 II 2 9 5 1.3 9 658 3.9 21 -4031.94600 

C 25 F 1 8 食料品裂造業 伍目 理 股 員 /I 1725.20 4 7 8 4.0 3 4 - 101.3 0 43 0 

C 26 耶 務 II 8059.09 2 60 8.7 5 3 - 40.13667 

C 27 技 箭 II 7875.82 3 4 0 8.4 7 1 - 89.62144 

C 28 受乳処理工 II 2880.33 LI 6 2 6.6 7 6 -229.4 54 20 

C 29 パクー製造工 II 3214.40 4499.972 -2 2 1.9 5 2 00 

C 30 洋菓子製造工 II 5054.47 2 6 8 2.'1 7 2 - 84.10025 

C 32 製 粉 工 II 79 14.30 2 5 5 8.2 1 2 - 71.73350 

C 33 ビール醸造工 JI 8 8 8 2.7 9 2399.109 + 3 2.7 2 2 2 7 

C 34 アルコール醸造工 II 9538.59 1690.173 - 31.17045 

C 35 醤油醸造工 II 6146.44 1812.634 - 47.64507 

C 36 機械瓶詰エ II 664Z99 2186.920 - 45.8 9 3 61 

C 37 水産練製品製造工 ／／ 7 5 7 7. 8 2 17 31.491 - 55.13209 

C 38 ハム・ソーセージ仕込工 II 9583.64 1 2 9 0.7 5 5 - 10.06528 

C 40 洋干菓子製造工 女 6676.64 8 8 2.35 8 - 36.98967 

C 41 食品包装工 II 6126.45 1467.480 -154.7 4330 

C 42 機 械 瓶 詰 エ II 4467.16 2266.054 -203.37820 

C 43 罐詰材料調理士 II 5658.19 6 9 4.5 1 5 - 9 2.27 071 

C 44 F20 繊維工 業 管 理 腐 員 男 8933.20 3270.856 - 43.16745 

C 45 那 務 殿 員 II 6 4 7 4.8 0 2771.625 - 6 2.8 6 525 
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番号 産 業 労働者種類性別
I 

a b C 

C 46 技 術 底 員 男 7580.78 2540.116 '18.55952 

C 47 紡槙猜練エ /I 5 d 9 4.3 5 2 6 0 3.3 4 6 6Z6°□25 

C 48 精練標白工 ‘’ 4052.32 3709.076 - 163.64350 

C 49 没 裂 工 ‘’ 5 4 3 5.6 0 2780.048 1 03. 9 5 2 50 

C 50 捺 染 工 II 6776.51 2517.534 75.61570 

C 51 麻毛載布仕上エ II 3 6 9 6.5 5 3185.738 - 11 0.8 8 1 9 0 

C 52 紡織機械保全工 II 6363.60 2025.618 59.61116 

C 53 繰 糸 工 女 622Z87 5 51. 0 8 4 33.71653 

C 54 生糸再繰エ ‘’ 6522.40 445.437 33.89608 

C 55 混 打椋工 ‘’ 6 2 6 5.2 2 1 0 3 4.0 2 0 34.732°7 

C 56 相 絣 工 /I 6 0 1 3.7 2 1170.943 4 2.7 7 0 1 3 

C 57 精 絣 工 ／／ 6249.20 1156.864 4 4.3 3 8 4 1 

C 58 絣偵糸仕上エ ‘’ 6120.00 1229.155 7 5. 5 D 2 7 2 

C 59 椴 布 工 ‘’ 5 ° 8 4.2 3 15.17.970 - 1 18.4789 Q 

C 60 綿・絹織布仕上エ ‘’ 5 Q 8 1. 3 4 1 5 0 3.4 7 2 119.98°00 

C 61 メリヤス届立工 II 5421.42 1614.760 - 150.58420 

C 62 スフ。人絹巖布仕上I ‘’ 5 1 3 2.2 7 1 8 9 6.6 2 4 170.65290 

C 63 麻●毛描布l.!:J:エ ‘’ 6288.05 011.687 5.46875 

C 251 F21 衣服その他の繊 夕且 理 巌 員 男 -1027.09 5646.036 - 168.48320 

C 64 維製品製遥業 車 務 ” ‘’ 4295.11 3651.752 114.84410 

C 65 技 猾 II 10375.50 2067.577 3 5. 0 8 0 ° 5 

C 66 裁 訴 工 II 4103.01 2 ° D 2.6 7 D 10Z08740 

C 67 縫 裂 工 II 3530.59 2ll19,6Q1 7 6.6 1 7 5 6 

C 68 仕 上 工 ／／ 4217.87 3078.617 164.A 3 8 0 0 

C 69 縫 製 工 女 5 5 d 5.d 6 1300.027 90.98181 

C 70 仕 上 工 II 6362.50 710.107 69.673115 

C 71 F22 木材•木製品 知目 理 職 員 男 10247.07 3 4 D 3.2 4 2 1 0 2.1 1 7 3 0 

C 72 製造業 那 務 II II 4809.0° 3 1 5 1. 7 ° 8 131.L12790 

C 73 技 術 II II 4399.15 4934.124 ー 260.94020

C 74 製 材 工 II 7 3 6 5.0 5 1 3 ll 4. 7 7 7 49.22809 

C 75 A ロ 板 工 ／／ 5466.44 3553.090 - 159.73150 

C 76 木 工 機 械工 II 6975.86 2082.123 7 5.511 8 6 

C 77 F23 家具，装備品 管 理 琺 員 /I - 707.75 5 2 o 2.3 3 3 ー 129.73380

C 78 製造 耶 務 ‘’ II 7601.23 2951,337 81.71984 

C 79 技 術 II ／／ 7820.26 3249.663 06.0 28 24 

C 80 木 取 工 ／／ 7061.81 1689.078 50.54508 

C 81 木工機杭エ ’’ 5040.65 22°9..117 8 7. 29 3 8 ° 

C 82 家具廷具組立工 II 4877.63 2162.516 57.89238 

C 83 II 仕上エ ‘’ 6 0 5 7. 0 2 2175.311 73.97601 

C 8Ll 椅 子 張 エ． ／／ 3 5 5 0.4 9 2 o 6 2.7 L1 2 06.436i:11 

C 85 F24 パルプ，紙 夕目 理 職 員 II ー 96,14,,17 603 9.283 157.93.110 

C 86 加工品製造業 罪 務 ／／ II 6622.76 3 3 6 8.4 5 3 72.'13723 
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番号 産 業 労働者種類 性別 a b C 

C 87 技 術 目 員 男 8 6 O 8.4 1 3110.606 56.31700 

C 88 機枝調木工 /I 8897.29 2060.103 23. 27 5 0 6 

C 90 蒸 解 工 ” 9 6 7 2. 66 2651.169 75.59828 

C ?1 バルプ選別工 II 10766.86 1513.909 ＋ 13.43890 

C 92 パルプ漉取エ ‘’ 818Z37 2262.572 18.5 53 8 6 

C 93 ピークーエ /I 8 2 35.5 8 24 25.08 6 48.02943 

C 94 抄 紙 扱 工 II 9 1 Ll 1. 0 3 2149.818 29.28468 

C 96 紙 断 裁 工 II 7345.16 1 6 5 3.411， '+ 47.83396 

C 97 紙検査員数工 女 7438.75 1427.872 67.76773 

C 98 F2 5 出版印刷 ド呂C 理 磁 員 男 -5 519.211 6297.783,- 140.49000 

C 99 同関連産業 事 務 II II 5 5 11. 3 LI 3982.996 II _ 106.06510 

C 100 技 術 II ‘’ 8428.27 3129.636 - 6.96713る

C 101 文 選 工 I/ 4564.43 2607.770 6.525156 

C 102 植 字 工 ” 5197.17 2718.062 6.747,91 

C 103 紙型鉛阪工 II 7189.48 3 3 7 8.5 7 1 75.08515 

C 104 写真製阪工 ” 5579.18 3 0 8 2.6 7 9 77.08165 

C 105 印 刷 写 真 工 ‘’ .d.625.98 3 9 1 9.3 6 6 8 3.2 0 9 6 7 

%,,106 活阪印周エ II 6484.81 2540.746 61.70294 

C 107 平阪印刷工 II 70 9 0.05 2551.820 58.96898 

C 108 グラビヤ印刷工 II 5772.57 4349.554 ー 188.54440 

C 109 活 字 鋳 造 工 ” 6796.49 1 9 6 7. 7 0 4 22.72634 

C 110 製 本 I 女 7137.58 ~241.501 73.24387 

C 111 F26 化学工業 管 理 底 員 男 -6 08 4.25 6295.149 - 1 3 0.4 6 56 0 

C 112 那 務 II II 6 5 5 1.5 0 3466.728 8 4.5 4 9 3 3 

C 115 技 箭 ‘’ 
II 8793.36 3224.402 69.83887 

C 114 化学反応工（無扱） ‘’ 8 384.8 5 2354.793 41.06818 

C 115 II （有機） II 8573.L12 2578.745 6 3.8 5 6 1 2 

C 116 II （高圧合成） II 9960.14 2 6 0 5.5 29 61.37642 

C 252 ‘’ （油脂製品） ” 5581.88 3788.986 136.87450 

C 117 化繊原液エ II 7611.15, 1781.063 21.81181 

C 118 ” 絣糸エ ” 9 9 5 2.3 5, 7 05.9 64 ＋ 5 3.5 5 0 2 5 

C 119 ” 猜練エ ／／ 7341.13 148 5.8 4 4 11.99828 

C 120 計器操作工 ” 8 8 3 5.2 1 2889.821 42.50721 

C 121 分折 試験 エ II 8386.62 1832.440 14.65874 

C 122 化学機械保全工 ” 8238.05 1557.305 3.2 1 3 1 8 

C 123 化織再繰工 女 7 47 7. 4 7 692.347 8.255 87 

C 124 II 選別工 ‘’ 7382.63 697.978 11.43268 

C 125 製 剤 工 II 766Z51 728.225 ＋ 2.98147 

C 126 小分及び包装エ ” 6991.96 815.089 3.7 4 7 1 8 

C 127 F27 石油製品，石炭 位目 理 取 員 男 一57 5 4.45 I 
1 1 5 5 3.5 4 0 - 30Z34880 

C 128 製品製造業 痕 務 ’’ ” 9 □'2.□7 i 3 6 9 5.3 6 2 8 2.6 4 7 6 9 

C 129 技 附 ‘’ 
II 8 78 8.114 4654.261 ー 126.9635.D
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番号 産 業 労働者種類 性別 a b C 

C 130 石袖ボンプエ 男 3232.70 5069.960 - 130.35990 

C 131 石油洗浪 I ” 13519.51 125 4.8 2 0 ＋ 1 0 4.8 D 3 7 0 

C 132 石油計枇工 ” 1 1 5 1 5.5 2 2956.658 25.2 4 6 7 8 

C 133 F28 ゴム製品製造業 管 理 職 員 ‘’ 15033.79 2 5 1 8.5,: 5 ＋ 1.883119 

C 134 車 務 職 員 ‘’ 5740.57 3 6 7 2.8 1 5 97.95558 

C 135 技 椅 巌 員 II 7 8 3 3.0 5 3358.948 73.77595 

C 136 ゴム原料工 II 8277.14 1843.537 ＋ 45.66275 

C 137 ロ ル 工 II 6620.96 2939.847 _,  100.75960 

C 138 糊 引 工 ’’ 4101.16 3928.788 245.12380 

C 139 ゴムカレソダーエ II 6372.22 2789.232 1 0 3. 0 S'9 4,0 

C 140 ゴ ム押 出エ II 6286.05 3140.772 85.3500り

C 141 ゴム加硫権エ II 6932.92 2 9 7 5.2 7 4 72.0890＇ ? 
C 142 ゴムペルト成型エ II 6187.20 4740.332 250.43620 

C 143 クイヤ成型エ II 10567.84 2791.649 79.216.111 

C 144 ホース咸型エ ” 7081.18 2666.722 66.60'132 

C 145 チユープ成型エ ” 4872.70 22 5 5.5 8 8 138.60710 

C 146 ゴム靴威型エ ’’ 3156.09 2416.616 124.02680 

C 147 ゴム引布縫製工 II 7713.73 366.045 ＋ 39.98844 

C 148 F30 窯業土石製品 セメソト梯成工 II 1 0 0 4 8.7 6 2537.295 ＋ 2 3.4 6133 

C 149 製造粟 セメソト粉砕エ ” 11099.06 3025.202 42.75456 

C 150 セメソト製品製造工 ‘’ 5801.78 '1105.725 264.26250 

C 151 F31 鉄 爾 業 沖目 理 巌 員 II 25"-25.73 910.124 ＋ I O "6. 9 6.8 2 0 

C 152 車 務 II II 1063 4.2 3 3012.966 37.72675 

C 153 技 術 ／／ II 11396.11 3328.628 50.91896 

C 154 製 銑 工 II 14866.46 1777.66A ＋ 7.11876 

C 155 焼 結 工 II 9795.13 3277.0]Q 49.60332 

C 156 製 閑 工 II 137Q0,64 2631.989 24,449 9 4 

C 157 造 塊 工 ” 11692.10 3255.309 6 6.2 0 7 7 5 

C 158 金属庇取精整エ II 11917.40 3 5 6 8.8 1 3 91.35149 

C 159 木 型 工 ” 5639.66 2585.'16.4 35.81301 

C 160 諮 解 I II 87_79.81 4 2 1 3.5 1 1 206.67330 

C 161 鋳 物 工 /I 8221.5 1 2913.872 77.05631 

C 162 鋳はり取エ /I 6 24 0.0 5 51 9 2.0 0 1 29'9.23 06 0 

C 163 操 炉 工 ‘’ 13801.90 2838.949 51.38176 

C 164 圧 延 工 II 15564.90 2 54 4.0 5 7 27.92921 

C 165 緞 造 工 ” 11142.65 3300.364 76.83582 

C 166 熱 処 理 工 II 10147.21 3735.400 101.44730 

C 167 剪 断 工 ‘’ 12 3 6 8.3 3 3 7 4 8.2 7 6 99.48129 

C 168 研 底 盤 工 II 5739.59 5425.093 2 6"9. 71 2 6 0 

C 169 鍍 金 工 II 12577.40 3089.Q18 49.93803 

C 170 現 図 工 ／／ 

7 9 24.6 7 I 2 16 1. 4 8 6 43.21278 

C 171 金属材料試験エ ‘’ 10090.30 2727.171 29.81405 
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番号 産 業 労働者種類 性別 a b C 

C 172 プ レ ス 工 男 5 8 14. 7 9 3491.239 93.31729 

C 173 藷盤，同工作機械工 II 8331.45 2623.540 d 4.5 7 6 02 

C 17A 中 子 工 女 9836.94 - 2 7 3.7 46 + 1 04.04130 

C 175 F34 機械製造業 舛目 理 職 員 男 11 31 8.8 3 ,157 3.0 5 2 ー 101.52270

C 176 （除電機） 那 務 ” II 5385.75 4638.070 ー 166.15820

C 177 技 術 ’’ ‘’ 8 8 75.3 7 3 3 12.602 61.21612 

C 178 溶 解 工 II 7706.41 3151.933 ー 109.68490

C 179 鋳 物 工 II 6922.80 2423.053 55.9 7 B 6 2 

C,180 緞 造 工 I/ 8476.12 2 43 0.61 3 6 2.'13 3 7 5 

C 181 伸 線 工 II 7421.19 2 106.2 8 6 ＋ 6 0.7 7 5 5 0 

C 182 熱 処 理 工 II 7016.67 3309.991 88.111913 

C 183 現 図 工 II 7260.73 2377.016 3 2.57 4 4 3 

C 184 罫 :耳It I /I 58.49.80 2853.422 6 8.7 8 2 6 5 

C 185 施盤同工作機械工 II 6654.63 2492.167 59.528'12 

C 186 1 レ ス 工 II 5980.54 2611.769 52.56336 

C 187 研 磨 盤 工 ‘’ 59 7 1. 0 7 3 0 3 0.7 9 5 74.96106 

C 188 板 金 工 II 68 86.7 3 2593.079 67.00786 

C 189 ガス．爾気椿接工 II 6384.59 2782,1128 77.77301 

C 190 手 仕 上 工 II 68 44.25 2513.738 6 8.0 23 6 9 

C 191 機械組立工 ” 6198,90 2 7 4 8.2 0.4 71.80.d.59 

C 192 墜 装 工 II 4 4 5 8.6 7 33 7 4.0 3 6 - 11 8.3 34 0 0 

C 193 内懃機関租立工 ‘’ 6 438.0 8 2601.877 57.21615 

C 194 写 図 工 女 6645.37 1556.211 47.76566 

C 195 G 4 0-4 2 伺売粟 管 理 巌 員 男 58 26.67 3 8 Q 6.2 il 2 14.7'1101 

C 196 那 務 II II 6290.37 3187.693 '10,83360 

C 197 阪 売 店 員 ” 6016.67 2 1 6 3.4 1 3 ＋ 3 0.2 9 5 9.d 

C 198 外交仕入販売員 ‘’ 5553.56 25 0 3.3 3 3 ＋ 59.66585 

C 299 G 43-4 9 小売業 夕目 理 段 員 ‘’ 1 0 5 5 0.7 8 3 5 3 0.6 1 5 63.56809 

C 200 那 務 II II 4292.17 3 7 3 5.6 2 3 - 108.12320 

C 201 販売店員（百貨店） ‘’ 71L15.0Ll 1644.045 ＋ 5 4.3 6 9 ;13 

C 202 ” （除百貨店）
II 3 7 3 4.8 3 3225.87 5 ー 102.99790

C 203 販売店員（百貨店） 女 5848,90 1727.6Q5 7 0.6 7 6 8 2 

C 204 ” （除百貨店）
／／ 5 8 1 3.8 6 1.451.081 84.78258 

C 205 飲食店給仕 II 5268.70 2979.116 - 367.17860 

C 206 H5 0 銀行信託業 管 理 扇 員 男 26'14.92 4 3 5 6.5 3 7 6 0.6 9,IQ 6 

C 207 耶 務 II II 1087 8, 9 8 180Z681 ＋ 19.80560 

C 253 H 54 証券業，商品 管 理 靡 員 II -2'156.75 5391.311 68.2305'1 

C 208 取 引 業 班 務 ‘’ 
II 6093.00 5257.122 - 283.75150 

C 254 H 5 5 保険業 管 理 扇 員 ‘’ 18065.38 1381.218 十 32.5'1560 

C 209 車 務 II ” 8354.76 1931.357 ＋ 1.A2019 

C 210 保 険外 交員 II 9 9 9 0.5 9 5249.335 - 367.02220 

C 211 集 金 人 II 6848.07 6681.546 - 659.26050 
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番号 産 業 労働者種類 性別 a b c 

C 212 保険外交貝 男 -8 4 9.5 3 1207 3.6 6 0 -1427.5610 

C 255 ． J 6 1 1 民営鉄道業 管 理 滋 員 ’’ -19608.43 6161.548 1 3 2.5 2 0 A 0 

C 213 事 務 ” ” 8 1 8 0.3 8 1 6 6 4.9 9 2 10.34943 

C 21A 技 術 II ” 8893.34 1992.122 21.97681 

C 256 助 役 II - 158 5.7 6 2 3 8 6.7 6 7 31. 8 9 3 73 

C 215 鑓車運転手 ‘’ 4257.23 1755.140 11.28531 

C 216 爾 車 車 掌 II - 7745.40 1 4 9 7.9 7 4 21.80376 

C 217 出 札 掛 “ 1 2 5 6 8.3 4 4 5 0.5 61 ＋ 28.10309 

C 218 検 車 掛 ” 7781.12 1 3 1 3.0 3 0 7.o 5 1 5 7 

C 219 電 路 工 手 II 5 a 7 6.o 1 1815.622 2 8.7 8 8 9 5 

C 220 改 札 掛 ” 9 3 5 5.7 6 1 0 6 6.9 0 4 ＋ 7.43888 

C 221 線 路 I 手 II 9399.87 1□□1.318 ＋ 13.10898 

0 222 鑓 車 技 工 II 6830.27 1140.244 ＋ 6.8 0 0 5 6 

C 223 踏 切 肝 手 II 7 2 85.0 3 3869.786 163.01900 

C 224 訳 手 II 8 1 3 3.2 7 899.010 ＋ 4.40156 

C 225 J 6 2 道路旅客運送業 管 理 扇 員 II 1 6 4 0 8.4 6 2 5 3 5.21 9 51.97299 

C 226 事 務 ” ” 7181.05 24 4 2.3 8 8 4 5.9 3 7 5 1 

C 227 技 術 II II 5 9 0 5.2 1 3 6 6 5.6 2 6 115.53150 

C 228 バス運転手 II 8 428.7 6 2 1 0 4.0 O 9 43.24860 

C 2四 ククシー運転手 ” 3 7 1 3.8 2 4 6 1 7.3 9 6 -164.960900 

0 250 自勁 車技 工 II 6 0 0 6.5 9 | 2・3 3 9. 3 8 5 5 4.6 8 2 5 1 

C 231 バ ス 車 掌 女 4864.971 4221.421 475.47370 

C 232 J63 道路貨物運送羨 管 理 巌 員 男 13199.77 I こ06 6.5 3 2 72.38 58 4 
I 

C 255 事 務 ‘’ 
II 8700.99 I 3051.498 9 8.7 1 8 1 8 

C 234 技 附 II II 1 5 9 5 0.6 3 1 0 8 0.7 4 6 ＋ 13.16137 

C 235 這トラック運転手 ‘’ 1 6 4 0 0.0 8 2 118.923 93.11566 

C 236 小型トラック運転手 ‘’ 123 55.9 8 2544.906 163.00940 

C 237 上乗作粟員 II 9 0 0 3.3 9 4628.518 -.446.01410 

C 238 積卸作業員 II 9709.22 3 5 9 0.1 0 9 222.07080 

0 239 K70 阻気業 管 理 殿 員 /I -35952.50 I 7 5 D 8.9 2 7 1 3 4.3 6 7 3 0 

C 240 罪 務 /9 II 9 3 9 2.2 6 1 1 3 5.9 5 5 ＋ 19.32123 

C 241 技 俯 II II 9 a 3 6.3 4 I 1371.263 ＋ 3.5 6 2 6 8 

C 242 水路保守員 II 9001.88 1 0 1 3.0 3 2 ＋ 1 2.1 ~ 7 5 1 

C 2A5 記電盤勁務員 /I 6866.83 1737.044 , 17.535 21 

C 244 汽饉運転員 ‘’ 12276.68 1 0 9 2.6 1 4 ＋ 21.28443 

C 245 汽 機遥 転員 ‘’ 10951.88 12 2 4.3 90 ＋ 11.60820 

C 246 給爾通信機械所軌務員 II 10493.75 5 3 8.3 1 1 ＋ 4 8.0 0 0 7 6 

C 2'17 送電保守員 II 6 6 D 4.4 D 1663.469 1Z74728 

C 248 配爾級保守員 II 7 2 3 3.3 1 1 3 2 3.6 3 7 ＋ 1.50816 

C 249 検 針 員 II 11898.4c 6 5 2.8 1 6 ＋ 26.10292 

C 250 
＇集 金 人 II 1863.19 2 9 3 3.3 2 9 59.16194 

I 
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附表 III
勤続年数別賃金 理論値 ） （単位円）

> D 1 2 3-4 5~9 1 □~14 15~19 2□~29 

1 2,1 2 7 13,583 1 5,013 17,112 21,792 27,947 33,479 40,608 

2 15,073 16,502 17,900 19,937 24,414 30,140 35,078 41,D 07 

3 8,408 9,200 9,983 1 1, 1 4 1 13,763 1 Z339 20,694 25,323 

4 12,696 14,221 1 5,71 5 17,898 2 2,716 28.932 34,364 41,041 

5 1 5,491 16,955 18,384 20,462 25,D 04 30,750 35,621 41,287 

6 9,505 10,41 D 1 1,304 12,625 15,620 1 9,680 23,485 28.71 3 

7 1 2,1 D 6 1 3,9 D 6 15,664 18,221 23,81 D 30,882 36.882 43,870 

8 15,518 17,306 19,043 21,554 26,967 3 3,617 38.9 94 44,672 ， 8,171 9,058 9,91 6 11, 1 4 6 13,752 16.83 5 19,164 21,245 

1 D 12,343 13,986 15,588 1 7,9 1 6 22,991 29,378 34,749 40,899 

1 1・ 15,539 17,202 1 8.81 6 21,145 26,150 32,261 37,148 42、184

12 8,469 9,183 9,870 1 0,851 12,906 15.27 3 16,973 18.270 

1 3 11,951 1 3,41 3 14,822 1 6,836 21,073 26.0 02 29,608 32,537 

14 14,874 16,354 17,775 19,794 23,982 2 8.693 31,9 D 8 33,924 

1 5 8,422 9,004 9,559 10,339 1 1, 91 1 1 3,561 1 4,51 D 14,616 

1 6 11,342 12,506 1 3,61 8 1 5,1 8 9 18.40 0 21,883 24,069 2 4,916 

1 7 14,033 1 5,1 6 3 16,241 17,759 20,846 24,148 26.14 5 26.69 6 

1 8 8,199 8,564 8.91 8 9,427 1 0,51 6 11,830 12.859 13,870 

1 9 15,533 1 6,433 1 7,31 5 1 s.6 a 1 21,436 25,080 28.2 4 8 3 2,1 06 

20 17,453 18,233 18,999 2 0,1 2 D 2 2,613 25,870 28,769 32,448 

21 7, 1 9 6 7, 7 1 3 8.212 8.925 1 0,4 25 1 2.1 6 9 13,444 1 4,4 8 D 

22 1 6,931 17,781 18,59 D 19,725 22,009 24,388 25.72 8 25.7 89 

23 17,108 17,965 18.78 D 19,921 22,209 24,565 25,848 25,7 6 D 

24 15.777 16,529 17,250 18.27 6 20,409 22.81 9 24.481 25,572 

25 6,974 7,477 7,957 8,634 1 □,□ 1 5 11,5 D 2 1 2.41 8 1 2、723

26 6,868 7.350 7,811 8,464 9,807 11,286 12,247 2 2,717 

27 20,711 21,516 22,336 23,597 26,675 31,406 36.53 0 44,955 

28 21,612 21,921 22:i,61 22,828 24,417 27,333 31, D 1 D 37,950 

29 18,079 18,687 1 9,333 20,371 2 3,118 27,832 33,474 43,676 

30 32,731 32,538 3 2,46 7 32,589 33,941 38、462 46,03 0 63,098 

31 22,492 23,887 25,350 27,674 33,694 43,752 55,523 76,792 

32 7,945 8,561 9,175 10,097 12,24 D 15,287 1 8.31 9 22,836 

33 7,559 8,196 8.824 9,748 11,824 14,593 17,129 20,5 D 1 

34 8,124 8,693 9,277 10,185 12,445 1 6.01 7 19,993 26.717 

35 15,839 16,825 17,785 19,173 22,177 25,895 28,938 32,240 

37 17,806 18,649 1 9,471 20,666 23,277 26.57 3 29,361 32,589 

38 8,085 8,58 D 9,057 9,7 4 D 1 1, 1 7 9. 1 2.8 5 7 14,093 1 5,11 5 

39 1 7,471 18,365 19,212 20,394 22,738 25,079 26.23 7 25,755 

4 0 18,077 18,950 19,776 20,924 2 3,1 85 25,398 26.41 5 25.69 9 

4 1 1 5,1 7 5 1 6,031 1 6,85 D 1 8,0 D 7 20,377 22,962 24,604 2 5.3 02 

-50-



｀ 
゜

1 2 3~4 5~9 1 0~14' 1 5~19 20ヘ-29 

42 7,924 8.401 8.857 9,499 10,806 12,205 13,054 13,296 

43 7.917 8.368 7,978 9,408 10,657 12.023 12.896 13,282 

44 20,737 21,654 22、579 23,981 27.321 32.256 37,386 45.442 

45 22.8 05 23,037 23,303 23,770 25.166 27.911 31,53 9 38.6 35 

46 16.152 16.991 17.856 19,198 22,548 27.85 8 33,786 43,837 

47 38,618 3 7,519 3 6.6 04 35.572 34,763 37.489 4 4,7 8 D 64,277 

48 22.7 9 6 2 4,1 9 5 25.6 64 27.996 34,039 4 4.1 36 55.955 7 6.91 3 

49 8,470 9,122 9,768 10,727 1 2.9 21 15.944 18,839 22.93 9 

50 8.811 9.425 1 □,□ 29 10,912 12.876 15.44 6 17.737 20,654 

51 8.380 9.020 9,669 10,659 13,04 D 16.62 D 20,409 2 6.4 86 

52 1 6,611 17.385 1 8.1 33 19,205 21,475 24.15 8 26.17 9 27,974 

53 18.296 18,964 ・19,612 20,543 22.534 24,931 2 6.8 0 3 28.6 28 

54 6.914 7.51 0 8.070 8.846 10,350 11.757 1 2.2 91 11,456 

55 17.552 18,245 18.906 1 9,837 21,729 2 3.7 5 D 24,969 25.29 3 

56 17,657 18.357 19,024 19,962 21.85 9 23,857 25.020 2 5.196 

57 1 7、642 1 7.6 1 6 17.662 17.863 18.954 22,022 2 6.8 66 37,461 

58 6.6 94 7,245 7.762 8.47 6 9,849 11, 1 D 2 11,51 9 10,579 

59 9ら!:5 8 7.11 1 7.6 30 8,347 9,729 10,998 11,438 1 0,541 

60 2 3,51 3 23,964 24,423 25.129 26.85 0 29,490 32,344 37.027 

61 26.526 25.966 25.4 7 9 24.88 9 2 4.157 24.6 84 27.059 34,090 

62 1 9.0 7 3 19.663 20,282 21,264 23,805 2 8.0 43 3 2.9 9 6 41,765 

63 34,841 3 5.0 8 7 35.332 35.6 96 3 6.5 3 0 37,682 3 8.7 8 9 40,364 

65 9.30 4 9,172 9,144 9.2 97 1 0,5 71 1 4,611 21,263 3 6.14 D 

66 9,488 9.371 9,355 9,521 10,799 14,781 21,3.□1 35,841 

67 16.3 8 D 17.056 17.710 1 8.6 51 20,653 23,047 24.893 26,633 

68 17.922 18.5 45 1 9.1 48 20,016 21,873 2 4.11 5 25.8 7 4 27,604 

69 7.1 81 7,536 7.87 5 8.351 9,314 10,332 10,928 11,032 

70 17.08 5 17,837 18.542 1 9,51 1 21． ,356 22.9 84 23,427 21,869 

71 17.211 17,949 18.639 19.587 21,391 22,976 23,394 21,833 

72 7,037 7.32 0 7.5 8 6 7. 954 8,671 9,347 9,613 9,244 

73 7,004 7.28 9 7,556 7,927 8.6 49 9,331 9,6 D 2 9,239 

74 22221 22,520 2 2.845 23,377 24.83 8 27,454 30,690 36.71 0 

75 22.D 5 7 22.349 22,640 23,072 24,061 25.428 2 6.7 41 28.6 0 9 

76 20,009 2 0,1 63 20,378 2 0,81 4 22,364 25,871 30,897 41,286 

79 8.0 82 8.580 9.0 7 8 9,823 1 1,557 1 4.0 21 16.463 20,110 

80 6.94 6 7.485 8.022 8.824 10,679 13,288 15.846 19,599 

81 8.3 7 7 8,882 9,3 91 10,162 1 1,997 14,702 1 7.5 0 9 21,907 

82 1 5.1 2 7 15.57 4 1 6.0 1 9 16.68 2 1 8.21 2 20,354 22.446 25.48 8 

83 17.65 6 1 7,871 1 8.1 DD 18.4 7 4 1 9,476 21,230 23,361 27,266 

84 6.49 8 6.993 7,454 8.0 80 9,242 1 □, 1 71 10,240 8.73 D 

85 16.878 1 7.2 6 2 1 7. 625 1 8.1 31 19.131 20,119 20,589 20,324 

86 16,949 17.321 17.672 1 8.1 6 2 19,131 20,094 20,560 20,329 

-51-



、バ号

゜
2 3~4 5~9 1 0~14 15~19 20~29 

87 6.44 9 6.802 7.12 8 7.5 6 6 8.3 54 8,907 8,787 7,346 

88 6.433 6,783 7.1 D 7 7.5 43 8,327 8,882 8.770 7,355 

89 20,700 21,001 21,3 2 D 21,82 9 2 3,1 6 6 25.438 2 8.1 35 32,977 

90 21,252 21,2 3 D 21.23 3 21,282 21,61 D 22.5 96 24.1 89 27,720 

91 18.467 1 9,4 D 2 20,311 21,623 2 4.451 27,921 30,722 33,666 

92 31,095 29,093 27.3 75 25.33 3 23,063 25.87 8 35.820 64,094 

93 7,876 8.3 7 8 8,86 D 9.546 1 0,9 7 6 12.600 13,732 1 4,5 D 7 

94 7,669 8,026 8.375 8,887 10,0・21 11,496 12.7 9 9 1 4,43 1 

95 13,63 D 14,179 14,704 1 5.445 16.95 5 18.586 19.59 6 19,947 

96 15.872 16.26 7 16.64 2 1 7.1 68 18.226 1 9.328 1 9.945 19,966 

97 1 5.5 D 1 15,927 16,322 16.858 17.840 18,596 18.588 17,146 

98 15.301 15.7 4 8 16,164 16.728 17.768 1 8.582 18.60 5 17,157 

99 1 8.5 51 18,759 1 8.986 1 9,364 20,41 6 22,336 24,746 29,279 

1 DD 1 7.3 8 8 18,104 18.75 0 1 9.5 88 20,933 21,368 20,056 14,812 

1 D 1 17.159 17.624 18.09 8 18.824 20,589 23,284 26.1 84 3 0,91 6 

1 03 15.356 16.369 17.385 18.91 6 22.5 1 7 27,734 33,035 41,146 

104 16.920 17.827 1 8.7 41 2 0,1 27 23,43 a 28.316 33,399 41,392 

105 7.175 8,479 9.6 98 1 1,3 6, 1 4.527 17.244 17.847 14,792 

1 06 17.172 17.75 D 18.31 8 19.151 21,D D 2 23,425 25.587 28,341 

1 07 17.182 17.701 1 8.21 4 18.97 2 2 0,6 9 D 23,020 25.203 28,202 

1 08 16.533 17.709 18.84 2 20,458 23,846 2 7.7 5 7 30,574 32,748 

11 1 16.99 2 1 8.294 1 9.5 8 7 21,516 25.952 32,139 38,149 46,830 

11 2 1 6.9 4 2 17,934 18.89 7 20,288 23,281 2 6.941 29.880 32,932 

11 3 14.866 16.05 8 1 7.2 61 1 9.0 84 2 3.425 29.841 36.50 9 46,984 

11 4 28,414 28,937 2 9.51 4 30,476 3 3,182 3 8.1 63 44,458 56,363 

115 18.1 52 20,568 22.9 35 26.3 93 34.036 4 3,913 52,566 63,252 

11 6 7.3 3 D 8.733 1 0,04 8 11,853 15.2 88 18,312 19.118 16,168 

118 8.321 9,25 D 1 0,164 11,501 14.47 5 18,367 21,838 26,257 

11 9 15.34 O 1 6.386 17.448 19.069 22,986 28,903 35.20 0 45,359 

1 20 16.7 92 17,762 18,749 20,261 23,936 29.546 35.57 9 45.4 20 

1 21 8.401 9.444 1 0,46 D 11. 931 1 5.1 20 19,088 22.365 25,981 

122 1 7.51 5 18,335 19,138 2 0,3 D 8 22.880 26.17 2 29.01 4 32,432 

123 1 7.905 18.659 19.39 8 20,478 22,873 25.984 28.7 30 3 2,1 66 

124 16,976 17,455 17.998 1 8.93 2 21.6 7 4 26,953 33,836 47.1 67 

125 8.1 63 9. 11 7 10,036 1 1,3 46 14,088 17.242 19.498 21, 1 9 8 

126 8.052 8,961 9,839 11.D 97 13,756 16,888 19.'235 21,282 

127 15.180 16,511 17.849 1 9.87 a 2 4.651 31,638 38,811 49,917 

128 16.206 17,091 17.974 19.294 22,354 26.6 78 30,947 37,244 

12Q 12,679 13,924 15.1 86 17,112 21,762 28.7 81 36,244 48,268 

130 27.343 27,803 28,328 29.237 31,931 37.165 44.J 2 9 57,382 

1 31 17.293 19.549 21,781 25.088 3 2.6 DD 42.845 52,515 65,942 

132 8,815 9.745 1 0,6 71 12,050 1 5.226 1 9.6 63 23,982 30,238 
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心 ゜
1 2 3~4 5~9 1 0~1 L1 15~19 20~29 

8,557 9,642 1 0,71 2 12,284 1 5,81 2 20,505 24.79 2 30,458 

134 15,797 17.273 18,729 20,875 25,707 32,183 38,157 46,176 

135 1 7,5 D 5 1 8,91 4 20,302 22,347 26,943 33,083 38,722 46,240 

136 18,704 1 9.3 3 D 19,962 2 0,91 9 23,201 26,577 30,089 35,614 

137 18,864 1 9,290 19.740 20,457 22,333 25,501 29,246 35,941 

139 1 6, 9 9 4, 1 8,8 1 9 20,605 23,209 28,937 36,277 42,625 50,286 

1 40 21,094 21,155 21,284 21,608 22,968 26,377, J¥ 31,512 42,450 

1 41 13,953 16,035 18,047 20,936 27,071 3 4,3 6 3 9, 91 6 44,999 

｀ 142 25,282 26,713 28,146 30,299 35,338 42,573 49,851 60,849 

144 15,796 17,385 18,917 21, 11 2 25,746 31, 1 86 35,235 38,704 

1 45 17,457 18,973 20,435 22,524 26,916 3 2,01 8 35,742 38,743 

147 18,671 19.177 19,682 20,438 22,200 24,708 27,206 30,934 

148 1 8.5‘64 1 9.0 7 3 1 9.579 20,330 22,049 24,423 2 6,7 DD 29,934 

14Q 19,149 1 9.5 9 3 20,082 20,898 2 3,1 9 2 27.412 32,743 42,822 

1 5 D 9,662 9,437 9,315 9.326 10,255 13,777 1 9,882 3 3,881 

151 9,507 9.1 56 8,919 8,780 9,459 12,870 19.151 33,954 

152 17,159 1 9.2 6 5 21,271 24,094 29.806 35,845 39,389 40,024 

153 18,504 19.738 20,897 2 2,495 25,573 28,386 29,335 27,263 

154 15,869 17,044 18,252 2 0,1 2 9 24,801 32,193 40,427 54,359 

155 31,41 6 32,434 33,430 34,880 38,061 4 2,11 3 45,587 49，7 1 2 

158 9.174 8,893 8,733 8,717 9.7 3 2 1 3,731 20,731 36,856 

160 15,286 1 6,391 17,442 18,916 21,874 24,938 26,632 2 6,6('7 

1 61 16,965 17,924 18,834 20,11 D 22.6 68 25,305 26,746 26,662 

163 1 7,2 7 D 17,769 18,233 18,866 20,038 20,977 21,052 1 9,542 

164 17,422 17,768 18,096 18,551 1 9.4 4 9 20,328 20,734 20,454 

166 8,083 8,178 8,257 8,346 8,418 8,186 7,562 7,891 

167 7,929 8,034 8,123 8,226 8,327 8,134 7,542 5,907 

168 17,469 1 8,958 20,360 22,339 26.25 3 3 0,1 86 32,168 31,483 

169 18.2 92 1 9,271 20,190 21,456 23,878 26,052 26,713 24,868 

170 1 5,71 D 17,023 18,289 2 0,1 0 0 2 3,9 D 9 28,343 31,590 34,238 

1 71 27,231 28,386 2 9.51 9 3 1, 1 7 5 34,841 3 9.5 9 6 43,783 48,999 

172 19,902 22,075 2 4,1 31 26,997 32,660 38,269 40,975 3 9,515 

173 14,407 15,341 16,216 17,421 19,726 21,788 22,404 20,613 

174 15,905 16,691 17,430 18,448 20,407 2 2,1 94 22,791 21,452 

175 7,427 8,152 8,815 9.6 97 11,225 1 2,11 6 11,4 9 D 7,705 

176 15,794 16,374 1 6,91 D 17,632 18,928 1 9,840 19,647 17.283 

177 1 5,6 D 4 1 6,1 9 5 16.74 2 17,477 18,796 19.717 1 9.5 0 7 17.070 

178 7,790 7,955 8,069 8,249 8,571 8,793 8,733 8,117 

179 7.71 4 7,850 7,976 8,147 8,456 8,685 8,663 8,159 

1 80 1 5,99 D 17,521 18,936 20,842 24,271 26,701 26,228 20,074 

1 81 14,520 1 5,91 6 17,234 1 9.□ 65 22,659 26,140 27.678 26,342 

1 82 15,484 16,600 17,662 19.151 22,149 25,269 27,021 27,086 
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番1〉83['2。3,336 2 3~4 5へ 10~14 1 5~1 9 20~29 

24,056 24,613 25,331 26,,15 7 26,729 25,430 20,535 

185 7,490 8,341 9.11 9 10,149 11, 91 2 12,878 1 2,01 6 72,97 6 

186 6,490 7,547 8,502 9.7 61 1 1,802 12,973 11,744 5.571 

1 87 8,551 8,883 9.212 9.70 3 10,832 1 2,4 64 13,928 1 6,1 24 

1 88 11, 11 6 12,652 1 4,1 8 D 16,454 21,680 2 8,95 D 35,992 46,125 

1 8 9 14.3 42 15,948 17,531 1 9,86 D 2 5,0 91 32,065 38,452 46,931 

1 90 7,792 8,530 9.252 10,308 12,633 15,626 18,232 21,413 

1 91 13,698 15,188 16,650 18,788 23,524 29,673 35,097 41,873 

192 1 3,4 D 9 14,909 16,379 18.53 D 23,296 29,486 34,948 41,780 

1 93 14,561 1 6,051 17,519 19.67 9 24.5 30 30,995 3 6,914 44,770 

1 94 7,556 8,244 8,9 1.d 9,889 12,014 14,689 16,941 1 9,525 

195 7,463 8,133 8,789 9,743 11,836 14,50 D 16,779 1 9,478 

196 8,3 Ll.6 9,271 1 0,1 61 11,426 14.065 17,069 19,173 20,642 

197 1"1,989 19,776 27,544 24,159 30,094 38,166 45,759 56,251 

1 98 18,315 1 9.6 2 7 20,920 22,82? 27,093 32,778 37,975 44,856 

199 15,00 8 16,696 18,375 20,876 26,630 34,651 42,438 53,682 

200 29,052 30,816 31,743 33,251 37.322 44,477 53,208 69,261 

201 20,153 22,334 24,550 27,943 36,176 48,706 6 2,1 41 8 3,9 89 

202 9.337 10,287 1 1,21 8 12,581 15,6 D 3 19.53 4 23,011 27,376 

203 7,007 8,898 9.782 11,076 13,946 1 7.6 8 6 21,D DD 25.1 7 6 

204 9,602 10,585 11,555 12,087 16,221 20,579 24,627 3 0,1 22 

205 1 1,111 12,982 1 4.826 1 7,540 23,629 31,738 39,152 48,971 

2 06 1 4,40 D 16,317 1 8,1 93 2 o,o 28 26,944 34,649 41,309 49,337 

207 7,847 8,7 6 ll 9.66 9 11, DD 6 14.02 7 18,107 21,9 D 8 27,088 

208 13,712 15,552 1 7,342 19,Q32 25,533 32,460 3 8,125 44,254 

209 13,382 15,272 17,108 1 9、760 25,474 32,486 38,143 44,D 9 D 

210 1 4/5 2 0 1 6、145 1 7,74 7 20,111 25,433 32,572 39,164 48,026 

211 7,406 8,305 9.1 90 1 0,4 91 13,403 17,261 20,766 25,361 

212 7,201 8,0 SQ 8,964 10,253 13,148 17.012 20,555 25.26 9 

213 9，21 4 1 0,1 8 6 11,142 12,547 15,690 19,849 23,61 9 28,544 

214 1 6,839 18,987 21,098 24.1 96 31, 1 DD 40,175 48,325 5 8,81 4 

215 1 7,52.1 19.108 20,659 22,022 27,911 34,326 39,907 46,71 0 

216 13,058 14,051 1 6,83 D 19.62'1 26,024 34,878 43,393 55,529 

217 35,261 3•5.746 36,315 37,326 40,425 46,644 54,971 71, 41 5 

218 20,125 22,527 2 4.05 7 28,651 3 7,5 D 7 50,731 64,628 86,735 

219 10,397 11,337 12,272 13,663 16,862 21,3i 4 25,629 31,844 

220 8,502 9,448 10,387 11,783 14,976 19,387 23,621 29.640 

2 21 10,554 11,521 1 2,Ll 9 8 13,966 1 7,4 D 1 22,331 27,286 34,786 

222 10,538 12,448 14,313 17,026 22,956 30,458 3 6,8 2 D 44,226 

223 13,956 15,958 17,898 20,690 26,659 33,859 39.499 45.0 3 3 

224 7,740 8,566 9.36 7 10,525 1 3,011 16,045 1 8,470 20,9 6 6 

225 1 3,081 14,986 1 6,822 1 9.451 24.995 31,480 36,278 40,311 

-54-



望226 1 2。,81 4 

1 2 3~4 5~9 1 0~1.11 1 5~19 20~29 

14,743 16,604 1 9,265 24,871 31,411 36,225 40,207 

227 1 3,61 7 15.4 65 17,256 19,835 25,350 32,□ 1 3 37,244 4 2,4 D 6 

228 7,442 8,234 8,997 1□,□89 12,387 15,D 6 7 17,030 18,643 

229 7.284 8,070 8,829 9,917 12,218 14,928 1 6,96 D 18,738 

23 0 8,006 9.3 66 1 0,61 9 12,296 15,266 17,224 1 6.4 9 0 1 0,3 45 

231 17.693 19.750 21,753 24,659 30,978 38,883 45.4 6 9 52,873 

232 20,246 21,652 23,020 25.0 0 0 29.288 34,605 38,969 43,731 

233 13,833 1 5.79 3 17,719 20,541 26,823 35,057 42,421 51,835 

234 32,243 33,055 33,903 35,241 38,676 44,341 50,899 6 2.4 D 9 

235 19,617 21, 91 3 24,2 D 1 27,621 35,541 46,709 57,707 73.882 

236 9. 9 7 2 1 0,8 0 2 1 1,633 12,883 15,811 20,025 24,274 30,715 

237 8,667 9,341 1 0,0 31 11,D 9 4 1 3.7 D 7 17,765 22,205 2 9、581

238 9. 9 07 1 0,91 D 11, 9 D 5 13,383 16,764 214 31 2 5.9 D 7 32.26 D 

239 10,937 12.65 7 14,327 16.73 7 21,918 2825 0 33,320 38,562 

240 14,195 16,032 17.803 20,333 25,65 D 31.8 21 3 6,315 39,913 

2 41 8,047 8,734 9,392 1 0,3 23 1 2,231 14322 15.66 5 16,275 

242 13.L162 1 5.1 1 4 1 6.6 98 18,9 5 D 23,619 28,869 32,448 34,684 

243 1 3.222 14,880 16,472 18,733 23.423 28,699 32,300 34,558 

244 1 3.7 9 4 15.608 17.347 1 9.81 6 24,927 30,649 34,512 36,822 

245 7,867 8,48 3 9.0 71 9,898 11,576 13,358 1 4,41 6 14,649 

246 7. 7 5 6 8,373 8,962 9,791 11,475 13.2 7 0 14,348 14,6 2 D 

247 8.87 5 9,518 1 a, 1 31 10,993 12,739 14,588 15.67 7 1 5.88 8 

248 17,949 19.984 21. 9 51 24.7 71 30,751 37,831 4 3.1 9 2 48,008 

249 18,987 20,632 22,2 D Q 2 4.451 2 9.100 34,326 37,887 4 0,1 0 9 

25 0 1 4,768 16,769 1 8,71 7 21,540 27,600 35,273 41,558 48,494 

251 29,525 30,672 31,824 33,561 37,658 4 3.614 49,692 59,039 

252 19,904 22.D 7 9 24,251 27,506 3 5.0 8 3 45.8 61 56,587 72,576 

253 9,279 10,329 11.338 12.77 4 1 5.767 19,172 21,551 23,197 

25 4 8.0 79 9,143 1 0,1 5 7 11,5 81 1 4,457 1 7,48 D 19,226 19,449 

255 9,682 1 0,6 21 1 1,547 1 2,91 0 15,974 20,068 23.8 31 28,851 

256 11,548 12,94 7 14,296 16,224 20,280 25.D D 3 28,464 31,288 

257 14,783 16,247 17.649 19,639 23,748 28,322 31,373 3 3,0 9 2 

258 8．ろ DO 8,793 9,261 9,912 11, 1 9 9 12,472 1 3.0 8 1 12.7 4 9 

259 14,325 1 5.581 16,778 18,464 21,88 3 25.51 7 _27,680 28,169 

260 14,087 15,326 16,508 18,176 21,569 25,209 27,428 28,095 

2 61 14,968 1 6,5 D 6 17,966 20,009 24,093 28,268 30,490 3G,1 64 

262 8,1 0 7 8,558 8,979 9,557 10,652 11,597 11, 81 5 1 0,7 7 9 

263 8.0 65 8,506 8,918 9,485 1 0,5 6 0 11,499 11,734 1 0,7 6 9 

264 8,41'D 9,071 9,65 D 10,438 1 1, 9 DD 13.078 1 3.1 8 5 11,335 

265 19,067 20,774 2 2.41 9 24,768 29.699 35,411 39,555 42,828 

266 1 8,1 9 7 19,661 21,D 6 7 23.D 6 7 27. 228 31,944 3 5,214 37,408 

267 16,853 18,551 20,206 22,61 D 27,848 34,429 39,950 46,243 
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疇 ゜
1 2 3~4 5~9 10~14 15~1 9 2□~29 

268 '29.021 29.916 30,834 32,255 3 5.7 7 5 41,302 47.415 57.683 

269 20,425 22.9 9 7 25.4 5 6 2 8.9 3 6 36,077 43,902 4 8.03 2 51,236 

270 9.26 D 1 0,1 0 3 1 0,91 5 12.0 77 14.526 1 7.388 1 9.5 DD 21,264 

271 8,542 9.23 D 9.89 6 10,85 D 12.87 0 15.25 6 1 7.0 5 4 18.650 

272 9.387 1 0,3 3 7 11,254 1 2,571 15.369 18.699 21, 24 3 23,587 

273 11,342 12.354 13.320 14.68 6 17.477 2 0,5 08 22,412 23,156 

274 14,538 15.50 1 1 6,419 1 7. 71 2 20,334 23, 1 23 24.785 25.164 

275 8,1 D 4 8.37 3 8.632 9.001 9,770 10,649 11,266 11,703 

276 14,329 15.105 15.845 16,887 18.99 7 21,234 22,557 22.82 6 

277 14,128 14,875 15.58 7 16,591 18.632 20,818 22.1 4 6 22.52 7 

278 1 5.51 8 16,409 17.276 1 8.5 31 21,245 24,601 27.345 30,374 

279 8,043 8.21 d 8.38 7 8,630 9,146 9,759 1 0,2 2 7 10,656 

280 7,945 8.1 43 8.33 2 8.5 97 9.1 35 9.7 03 10,035 10,092 

281 8.981 9.01 5 9.0 66 9.1 79 9,602 1 0,6 D 1 1 2、062 1 5.1 20 

282 18.506 19.743 20,924 22,588 25.97 5 29.6 07 31,820 32.4 77 

283 1 7. 4 0 5 1 8.5 21 19,585 21,082 24,118 27. 341 29.254 2 9.6 6 7 

28 4 17.162 18.388 19.573 21,270 24,86 D 29,087 32.25 5 35,021 

285 25.06 4 2 5.9 9 2 26.89 2 28.18 9 30,969 34,344 37.015 39.704 

286 20,754 22.30 2 23.78 7 25,896 30,264 35,1 6 4 38.487 40,515 

287 8,806 9.41 5 9.9 °4 1 0,8 04 1 2.4 2 2 14.(!)74 14,951 1 4.81 1 

288 8.07 9 8.661 9.20 8 9.0 61 1 1,403 12.699 1 3、096 12.00 8 

289 9.172 9.751 1 0,311 1 1, 11 3 1 2,813 14,824 16.34 3 1 7.6 9 9 

290 1 0,3 D 1 1 2.01 2 1 3,71 6 16.257 22.11 6 30,317 38.3 21 4 9.9 5 5 

291 12.208 1 4,1 0 9 15.9 8 6 1 8.7 5 8 25.022 33,473 41,3 4 D 52.043 

292 9.49 6 11, 1 9 9 12.85 6 15.255 2 0,45 D 26,892 32,184 37,963 

293 1 2.287 14,054 1 5.81 3 1 8.4 3 7 24,485 32,951 41,211 53.21 4 

294 26.129 27.3 8 7 28.68 6 3 0,71 2 35.80 2 43,949 5 3,1 28 6 8.83 0 

295 1 7. 4 4 5 19,977 22.49 5 26,243 3 4,86 D 46,856 5 8.4 81 75.224 

296 8.8 44 9.5 9 D 10,334 11,444 1 4,0 D 5 17.600 2 1,11 8 26.253 

297 8.399 8,863 9.3 44 1 0,1 DD 1 2,01 7 1 5,1 3 0 18.68 5 24.8 44 

298 9.011 9,975 10,924 12,319 15,447 1 9,6 D 2 23,391 28.3 85 

299 12.223 14,059 15,897 18.658 25.120 34.3 99 43.7 3 3 57.839 

3 OD 15.682 17.654 19.61 0 22.51 8 29,178 38.384 47.231 5 9.824 

3 01 1 5.1 41 16,625 18.09 3 20,265 2 5.189 31,878 38.1 59 4 6.81 7 

302 13.344 15,044 16,743 1 9,292 25,241 33,742 42、244 55,002 

303 2 6.1 03 27.883 29.663 32,333 38.56 3 47.462 56.36 D 69.707 

304 1 8.4 0 9 2 t1 1 1 ・23,7 9 7 ヽ 2 7. 7 9 7 36,995 49.8 03 62,223 80,123 

305 1 0,4 01 11,246 12,099 13.39 3 16,479 21,lil 4 9 25.8 D 9 3 3,30 7 

306 1 0,5 8 7 1 1,21 9 11,872 12.8 91 15,452 1 9.5 5 8 24,189 32,120 

307 1 0,0 2 1 1 1,0 6 2 1 2.1 D 5 13,671 17.339 22,607 2 7. 9 1 1 35,931 

308 1 0,7 3 6 12,880 14,987 18.D 8 3 24,995 34,11 5 42,348 53,035 

309 1 3.5 91 15,972 1 8.29 D 21,649 28.9 38 38.81 3 45,517 5 3.82 7 
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ぢ31 0 1 1。.4 0 1 

1 2 3~4 5へ 10~1 4 15~1 9 20~29 

13,528 15.569 1 8.4 6 8 2 4.480 31,238 35,841 3 8,7 D 8 

311 1 2,41 6 14,155 1 5.9 D 2 18,54 D 24,772 33,864 43,178 57,565 

31 4 9,432 10,372 11.272 12,551 15.1 9 4 1 8,1 4 9 20,135 21,301 

315 1 0,2 a 3 1 0,6 61 11.115 1 1,79 2 13,344 15.499 17,580 20,564 

316 9,453 10,382 1 1.2 8 6 12,599 1 5.45 9 19,051 22,062 25,487 

317 11,31 5 13,209 1 5.088 1 7,876 24,238 32,984 41. 3 24 53,076 

318 13,515 15.57 0 17,595 20,572 2 7.243 3 6,1 D 3 44.176 54,808 

319 11.226 12,836 14.425 16,769 22,057 29, 1 69 35.7 6 2 44,676 

320 11. 55 1 1 3,795 1 6,0 D 1 19,239 26,46 D 35,97 D 44,529 55,585 

322 1 7, 71 1 20,019 22,293 25.639 33,149 43,150 52,297 6 4,41 5 

323 9,21 3 1 0,144 11,046 12,345 1 5.1 21 1 8.4 7 2 21.099 23,683 

324 9,771 1 0,31 7 10,857 11,657 1 3,471 1 5,941 18,267 21, 4 8 7 

325・ 9,060 1 0,1 D 4 1 1. 1 1 8 12,579 1 5.7 21 19,552 22,612 25,755 

326 9,601 11,589 13,509 16,265 22, 11 2 29,048 34,319 39,101 

327 11, 1 8 8 1 3,371 15.469 1 8,457 24,682 31.7 67 3 6,7 23 40,165 

328 8,138 10,189 12,155 14,948 20,733 27,217 31.607 34,268 

329 12,255 1 4,01 9 1 5.759 18,324 2 4.1 a 3 3 1.8 5 4 39,013 48,641 

331 14,579 1 8,5 71 22.~ 05 27,4 21 37、098 45.4 32 47,307 38.0 09 

332 8,666 9,451 1 0,21 4 11,314 1 3,681 16,575 18,895 21,299 

333 8.37 3 8,941 9,491 10,283 11. 9 80 14,036 15,657 17,274 

334 8,463 9,640 1□,76 9 12,372 15.690 19,406 21.91 7 23,426 

335 9,307 10,972 12,566 14,823 1 9.4 70 24,599 27,954 29,659 

336 11,097 12,899 14,620 17,048 21.998 27,331 30,622 31,725 

337 9,247 10,887 1 2,450 14,651 19,117 23,874 26,719 27,404 

338 12,578 14,142 1 5.6 71 17,897 22,781 29,001 34,331 40,657 

339 24,211 24,631 2 5.1 1 2 25.94 5 2 8,419 33,237 39,564 51,8 8 7 

340 8,293 8,830 9,356 1 0,1 28 1 1, 84 1 14,078 16,066 18.584 

341 7,829 8,194 8.55 4 9,081 10,261 11.81 9 13,228 15,061 

342 8.8 07 9,491 1 o, 166 11,164 13,421 16,472 19,320 23,212 

343 14,627 1 6, D 71 17,537 19,778 25.20 7 33,442 42,242 56,502 

344 16,988 1 8,658 20,340 22,882 2 8,912 37,761 46,887 61.093 

345 19,652 21.078 22,462 24,459 28,751 33,987 3 8,1 7 2 42,475 

346 1 5,1 3 0 1 6,615 18,125 20,438 26,056 34,619 43,81 5 58,795 

347 25.8 71 27.003 28,192 30,081 34,986 43,199 52,832 69,941 

348 17,411 1 9,81 3 22,253 25.98 5 3 5.028 48,759 63,446 87,269 

349 1 2.7 DD 13,907 15.06 9 16,727 20, 1 9 6 2 4.,1 8 2 27,0 2 7 29,157 

350 14.28 7 1 5.11 7 15.925 17,095 19,632 22,783 25,379 28,231 

351 12,303 13,639 14,925 16,759 20,597 25.D D 8 28,1 5 7 30,516 

352 15.01 6 1 6,455 17,918 20,156 25.583 33,834 42,671 5 7. 02 7 

353 17,498 19,163 20,841 23,381 29,414 38,292 47,477 61,829 

354 19,866 21,276 22,646 24,624 28,885 34,110 38,321 42,736 

355 15,948 17,378 18,836 21,078 26,562 35.0 0 8 44,174 59,274 
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筐託6........ 2。5,271 1 2 3~4 5~9 1 □~14 1 5~19 2□~29 

26,495 27,770 29,779 34,912 43,328 53,01 9 69.947 

357 17,469 1 9, 90 8 22,382 26, 1 61 35,291 49,095 63,795 87,523 

358 13,397 14,653 15,856 17,560 21,073 24,964 27,528 28,885 

360 12,930 14,3 2 D 15,652 1 7,541 21,440 25,775 28,657 30,258 

361 14,637 1 6, 1 5 4 1 7,674 19,956 25,297 32,964 40,673 5 2.31 9 

362 16,550 1 8,3 D 1 20,039 22,622 28,540 36,724 44,592 55,8 DD 

3 63 21,605 23,28 D 24,879 27, 1 32 31, 7 1 4 36,623 39,606 40,468 

364 13,735 1 5,41 7 17,104 19,645 25,620 34,267 43,046 56,460 

368 1 0,6 71 11, 7 3 D 1 2,757 14,234 17,394 21,21 D 24,205 27,156 

369 7,564 8,84 D 1 0,0 7 0 11,827 15,5 2 D 19,806 22.92 7 25,425 

370 10,672 11,794 12.882 1 4,45 1 17,811 21,886 25,1 D 6 28,337 

3 71 13,578 15,307 17,013 19,528 25,196 32,800 39,825 49.278 

37 2 1 6,6 31 18,368 20,081 22,606 28,288 35,894 42.9 D 1 52.287 

373 18,849 20,575 22.250 24,663 29,837 36, 11 7 41,092 46,104 

3 74 1 4,475 16,156 17,813 20,258 25,767 33, 1 61 39,996 49.199 

376 1 8,1 89 20,D 1 8 21,88 D 24,735 31,685 42.31 3 53,764 7 2.4 8 2 

377 10,462 11,360 12.262 13,620 1 6,81 7 21,452 26,168 33,392 

378 7,553 9, 1 61 1 0,6 7 D 12.74 7 16,722 20,285 21,362 18.31 3 

379 10,763 11.591 1 2,4 38 13,743 16,952 21,930 27,373 36,409 

380 12.D 3 5 13,793 15,494 17,939 23,153 29,405 34,249 38,874 

3 81 14,379 16,368 18,27 4 20,977 26,559 32.771 36,911 39.235 

382 17,655 i 9, 1 44 10,576 22,616 26,871 31,727 35,144 37,571 

383 12,537 1 4,4 75 16,349 19,038 24,751 31,545 36,730 41.492 

385 1 5,61 8 18,974 2 2.139 26,526 35,085 43,235 46,591 42.63 3 

386 11, 0 1 0 11. 1 3 5 11, 3 5 1 11,844 13,786 18.48 4 25.44 4 40,128 

387 10,557 10,553 10,653 1 □, 99 8 12.71 5 17,382 24,654 40,447 

388 1 2.3?. 2 13,427 14,50 D 1 6,051 19,394 23,505 26,831 30,349 

389 15,799 16,829 17,826 19,262 22,334 26,043 28.9 54 31,823 

3 91 11, 3 7 3 1 3,1 3 8 14,838 17.267 22,363 28,260 32.5 3 D 35,884 

3 93 8,692 9,321 9,939 10,845 12,854 15,474 1 7,8 DD 20,739 

3 94 8,890 9,537 1 o, 1 7 0 11, D 9 3 13,126 15,734 '17,993 20,731 

395 15,849 1 7,598 19,318 21,842 27,475 34,896 41,58 D 50,226 

396 21,D 63 22.7 81 24,469 26,944 32.45 4 39,685 46,162 54,462 

39 7 19,263 20,590 21,852 23,622 27,183 30,887 32.9 6 3 33,025 

398 19,455 20,841 22,222 24,282 29,041 35,724 42.270 51,831 

399 35,981 36,299 36, 71 3 57,5 1 6 40,237 46,182 54,548 71,635 

400 23,407 25,5 D 3 27,621 3 0,8 4 D 38,545 50,023 6 2.0 58 81, 1 51 

401 9,393 10,234 11, 0 6 4 12,286 15,037 18,725 22.126 26,6 9 D 

402 8,528 9,288 1 0,0 3 8 11,143 13,633 16,972 20,057 24,206 

403 1 0,41 9 10,93 D 11, 5 D 4 12.483 15,31 4 20,690 27,631 40,98 D 

406 22.60 8 23,534 24,433 25,730 28.51 3 31, 9 a 2 34,599 37,349 

409 23,867 25,964 28,097 31,364 39,304 51, 41 3 64,426 85,64 D 
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疇 ゜
1 2 5~4 5~9 10~14 15~19 20~29 

414 12,299 14,477 16,594 19,656 26,264 34,404 41, a 1 6 48.0 66 

415 18,433 2 0,51 1 22,527 25,437 31,692 39,331 45,445 51,753 

416 1 6,71 1 1 8,5 D 7 20,217 22,621 27,472 32,566 35,49 9 35,850 

417 16,398 18,232 20,019 22,610 28,245 35,291 41, 1 5 8 47,746 

41 9 20,642 23,372 26,071 30,063 39,113 51,398 62,925 78.7 96 

420 9,074 9,921 10,759 11,995 14,7 9 D 18,562 22,077 26,864 

421 7,774 8,932 10,022 11,526 14,433 1 7,1 1 9 18,08 D 16,286 

422 9,748 10,375 11, D 6 D 12,195 15,346 21,D 7 D 28.23 2 41,672 

423 16,664 18,0 57 19,463 21,594 26,677 34,202 42,038 54,377 

424 21,677 23,288 24,887 27,26 4 32,7 D 9 40,240 4 7. 48 D 57,795 

425 21,24 8 21,951 22,622 23,568 25,493 27,557 28,814 29,186 

429 9,467 10,064 10,673 11,607 13,89 D 17,399 21, 1 9 8 27,444 

431 16.798 1 7,6 3 7 18,497 19,827 23, 11 D 28,241 33,892 43,341 

432 21,975 22,868 23,787 25,21 D 28,746 "34,322 40,513 50,954 

433 ~9.374. 20,229 21, D 1 7 22,073 23,945 25,185 24,737 20,899 

434 23,011 23,120 23,379 24,05 D 26,932 34,247 45,324 68.9 94 

437 9,597 1 0,1 2 6 10,636 11,367 1 2,9 1 5 14,745 16. 1 24 17,348 

4 35 8,342 9,003 9,638 10,545 12,44 3 14,624 16,182 17,350 

439 16,6 64 17,511 1 8,3'12 19,559 22,26 D 25,781 28,905 32,847 

440 18,823 19,564 20,291 21,354 23,71 0 26,768 29,466 32,836 

4 41 20,246 20,840 21,421 22,268 24,130 26,513 28.5 72 31, D 4 9 

442 15,8 5 3 1 6,681 17,506 18,735 21,566 25,523 29,378 34.966 

443 28,761 29,050 29,370 29,907 31,428 34,253 37,846 44,672 

444 21, 1 4 5 22,267 23,430 25.25 6 29,887 37.405 45,987 60,851 

445 9,392 1 o, 1 78 10,968 1 2,1 6 2 14,985 1 9.1 1 2 23,349 29.912 

446 9,013 9,792 1 0,5 7 5 11,757 14,554 18,642 22,838 29.3 38 

447 9,577 1 0,4 D 8 11, 24 6 1 2,51 7 15,546 20,032 24,702 32,055 

448 13,348 1 4,41 2 15,453 16,973 20,321 24.6 25 28.3 64 32,915 

449 14,96 D 15,9 7 D 16,956 18,391 21,532 25,517 28,9 11 32,893 

450 17,629 18,399 19,149 20,241 22,626 25.64 3 28.198 31, 1 69 

451 1 2,1 7 8 13,251 1 4,31 2 15,881 19,430 24,234 28.724 34,871 

452 24,282 24,71 7 25,186 25,954 28.04 4 31,753 36,314 44,751 

453 19,666 20,632 21,656 23,3 DD 27,643 35,0 7 6 43,954 59.983 

454 9,801 10,575 11,354 12,531 15,318 19,402 23,607 30,139 

455 1□,□23 10,743 11,469 1 2,571 15,200 19,096 23,157 29,556 

456 9,5 8 D 1 □,43 a 11,285 12,581 15,659 20,190 2i4,88 0 32,212 

457 17,456 18,905 20,308 22,328 26,643 31,841 35,9 D 1 39,859 

458 20,783 22,004 23,190 24,9 DD 28,576 33,064 36,653 40,349 

459 20,836 21, 91 3 22,953 24,442 27,589 31,286 34,044 36,420 

460 19,181 20,328 21,472 23,179 27,127 32,68 D 38.1 33 46, 1 2 D 

463 8,924 1 □,□DD 11, a 24 12,462 15,361 18.3 9 2 20,117 20,256 

464 7,551 8.71 6 9,814 11,335 14,298 17.1 05 18,236 16,789 
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2 3~4 5~9 1 □~1 4 15~1 9 20~29 

465 1 0,31 D 11, 1 5 6 11,993 13,229 16,030 1 9.826 23,379 28.25 6 

466 19.653 20,667 21,662 23,121 26,363 3 0,6 DD 34,375 39.1 71 

467 22,103 22,986 23,856 25,1 3 3 27,987 31, 7 6 D 35, 1 7 4 39.621 

468 22,454 23,250 24,0 1 3 25,0 9 L1 27.324 29.705 31. 42 7 32,302 

469 20,463 21,383 22,329 23,796 27, 44 8 33,218 39.63 7 50,Ll 83 

472 9.21 2 9,9 8 D 10,722 11,783 14,022 1 6,6.d 6 18.593 20,246 

473 8,Ll 7 9 9,0 DO 9.51 ii 10,269 11. 9 5 8 1 4,1 9 8 16,233 18,902 

474 9.7 07 1 0,71 3 11, 6 8 1 1 3,062 15,958 19.299 21. 70 2 23,55 D 

4 75 19.713 20,664 21,567 22,8 3 D 25,357 27,943 29.324 29.1 3 7 

476 21, !:: 9 9 22,4 52 23,258 24,383 26,606 28,810 29. 871 29.31 8 

477 21,899 22,524 23,108 23,91 D 23,Ll35 26,770 27, 11 2 25,776 

478 20,9 3,1 21,884 22,826 24,222 27,405 31, 771 35,924 41. 752 

479 27,453 28,931 30,31 3 32,208 35,795 38.89 2 39.60'1 36,201 

480 19.608 22,204 24,683 28,181 35,319 43,025 47. 8 0 0 49.4 67 

4 81 8.S-63 9.49 2 1 □, 1 0 0 1 0,9 7 2 12,821 1 5,01 3 16,675 1 8.1 7 6 

482 8,.4 67 8.890 9,312 9,940 11. 38 8 13,414 15,389 18.25 6 

483 1 6.354 17,327 18.2 6 2 19,596 22,378 25,556 27.797 2 9.4 02 

484 1 7,448 1 8.45 7 19,423 20,793 23,617 26,752 28.825 29.9L18 

485 17,7.110 1 8.41 9 19.063 19,96A 21̀75 8 23,577 24,519 24.288 

486 18.152 19,074 19,984 21,327 24,354 28..123 32,192 57,2 8 2 

488 8.059 8.1 62 8.292 8.53 9 9.35,1 11,097 13,522 1 8.457 

489 12,539 14,031 15,5 DD 17,660 22,'19 5 28.9 D 8 34,738 42,389 

4 90 1 3, 11 1 14,653 1 6. 1 6 7 18,383 23,302 29.ウ16 35,407 42,591 

491 12,886 14,478 16,019 1 8.23 L1 22,955 28.61 3 32,991 37.1 59 

492 1 2,45 5 13,785 1 5, 11 7 17,114 21,776 28,443 35,11 6 45,1 4 D 

493 2 3,6 5 Li 24,55 D 25,5 D 2 27,033 31. 08 7 38.0 5 D L16,393 61. 4 9 1 

494 16,962 18.727 20,561 23,439 30,7.d8 .:12,63 5 56,221 79.78 7 

495 9.431 1 0,3.1 9 11, 26 0 1 2,61 6 15,728 20,050 24,225 30,213 

496 8.3 9 8 9,285 1 0,1 6 6 1 1, 4 75 14,.1162 18.58 3 22,528 28.11 6 

497 9.75 8 1 0,71 6 11,670 13,095 16,389 21. 02 2 25,5 7 D 32,231 

498 1 2,8 D 3 14,286 15,745 17,890 22,69 D 29. 05 3 34,832 42,408 

499 13,355 14,895 16,,107 1 8.61 8 23,519 29.89 4 35,5 3 D 42,6 DD 

500 1 3,4 74 15,057 16,587 18,78Ll 23,448 28.9 93 33,221 37,095 

5 01 12,680 1 4,0 02 ・15,325 17,308 21,933 28,5 3.!1 35,1 3 a 45,012 

5 03 16.799 18.5 50 20,3 71 23,237 30,5.16 42,50 D 56,233 80,169 

504 9,679 10,57.1 1 1, 4 6 4 12,789 15,839 20,090 24,217 30,176 

505 8,371 9.252 10,129 11, LI. 3 3 14,L12 8 18.59 Li 22,626 28.1122 

506 1 0, 1 2 9 11,066 11.998 13,389 16,597 21, D 89 25,4 7 L1 31.854 

507 10,792 12,273 13,744 15,935 20,969 27,968 34.7 42 44,480 

508 11, 1 3 3 12,662 14,178 16,425 21,553 28,591 35,29 L1 44,717 

509 1 0,51 1 12,0 42 1 3,547 15,75 d 20,669 27,120 32,9 DD LI 0,31 3 

510 10,939 12,772 13,436 15,389 20,21 6 27,765 36,084 50,0 0'1 
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奮5号1 3 8゚.3 69 

1 2 3~4 ,~9 1 0~15 1 5~1 9 2□~29 

9.5 69 10,739 12,434 1 6.11 5 20,711 24.527 28.7 86 

514 7,430 9.11 9 10,694 1 2,84 D 16,842 2 0,11 8 20,521 15.7 4 D 

515 8,95 D 9.7 55 10,607 11.970 15,555 21.659 28.91 9 41.97§ 

51 6 11.7 38 13,279 1 4.7 91 1 7. 0 0 7 21. 9 29 28,357 34,075 41.321 

51 7 1 2,41 4 13,972 15,498 17.726 22.645 28.98 9 34,527 4 1. 3 2 8 ヽヽ

51 8 1 0,9 21 12.509 1 4,05 D 16,273 21.0 52 26.885 31.548 36.3 48 

51 9 11. 71 7 13,058 14.4 08 16.4 5 4 21.31 7 28.481 35,902 47.515 

522 1 D, 1 5 7 10,357 10,651 11.265 1 3,5 O 9 18,688 26.187 41.785 

523 9.31 1 9.7 86 10,295 11.117 13,320 17.154 21.798 30,283 

524 10,764 1 0,6 5 7 10,708 11.079 13,323 1 9.8 7 3 30,359 53,467 

525 11.670 13,282 14.84 0 17.079 21.841 27.522 31.883 35,950 

526 12,492 1 4.11 3 15,678 17.921 22,665 28,252 32.4 40 36.0 9 9 

52 7 11.8 77 1 3,403 14.871 16,964 21.338 26.3 51 29,908 32.51 5 

528 11.108 12.70 7 14.28 4 1 6.6 D 6 21.82 6 28.8 0 0 35,205 43,746 

530 9.31 5 9.7 61 10,233 10,992 1 3,0 D 1 1 6.4 4 6 20,569 28.D 23 

531 8,421 9,228 10,003 11.100 13,364 15,879 17.546 18.46 0 

533 1 2,1 9 7 13,313 14,361 15,805 18.577 21.084 21. 8 8 4 19.881 

534 13,690 14.68 4 1 5,6 1 6 16,896 19.332 21.4 77 22.D 5 0 19.964 

535 1 3,4 D 3 14,095 14,751 15,666 1ス481 19.298 20,2 DD 19.838 

5 36 1 0,6 D 7 12.427 1 4.1 3 5 16.4 9 0 21.011 25,107 26.42 2 23,1 82 
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附 表 N

産業別・職種別・経験（勤続）年数別賃金（理論値）

｀ C 1 

単位円

゜
1 2 3~4 5へ 1 □~14 1 5~19 20~29 

31,8 2 7 4 4,1 9 D 57,150 

C 2 10.806 12,368 14,665 19,811 26,642 32,8"63 

C 3 12.8 88 15,31 9 18,752 25,756 33,325 38,026 

C 4 22.060 23,361 25,061 2 7, 8 5 4 2 8, 9 9 6 26,786 

C 5 19,292 2 0.5 7 0 21, 7 1 9 23,200 25,525 26,099 23,442 

C 6 1 8.1 91 19,229 20,155 21,336 2 3,11 6 23,091 20,680 

C 7 17,516 19,523 21.3 07 23,564 26,879 26,875 21,295 

C 8 14,388 16,273 17,972 20,1 68 23,656 24,658 20,981 

C 9 1 5,841 1 7, 21 1 19,003 21,963 23,221 

C 10 16,822 1 8,021 1 9, 601 22,269 23,605 22,03 0 

C 11 11.3 54 13, 1 68 15,428 18,550 17,784 

C 12 16,834 1 8,878 21、002 24,335 32,803 46,580 

C 13 1 1,8 1 7 13,648 1 6,51 2 23,742 35,398 

C 14 10,438 12,329 1 4,254 17,201 24,363 35,286 47,022 

C 15 14,907 16,666 18,212 20, 1 3 1 22,746 21,955 

C 16 16,540 18,342 21.951 25,658 27,660 27. 469 

C 19 14.871 15,500 1 6,1 11 16,994 1 8,896 21、231 23,11 6 25, 1 D 1 

C 20 11, 81 3 1 3,281 14,654 16,532 20,075 23,098 23,721 20,157 

C 21 9,806 11,694 13,373 15,498 18,622 18,629 

C 22 21,203 22,032 22,774 23.7 25 25,182 25.41 9 23,484 

C 23 10,505 12,962 12,776 

C 25 19,240 31,907 45,697 54,-421 58,011 

C 26 9,353 11,8 8 ・2 14,330 17,852 25,367 34,397 41,4 2 D 

C 27 9,557 12,787 15,837 20,076 28,398 36,478 40,077 

C 28 9,304 1 3,013 1 7, 71 6 24,674 

C 29 9,465 13.07 7 17,663 24,479 24,784 

C 30 8,889 11,235 14,439 20,442 25.4 45 

C 32 11,590 1 3,8 61 16,999 23,066 28,684 30,715 

C 33 10,074 1 2,4 D 8 14,676 17,956 25.0 35 33,759 40,846 48,40 9 

C 34 12,004 13,569 15.801 20,462 25.7 9 5 29,571 

C 35 8,758 10,380 12,635 1 7,061 21,360 23,276 21.6 8 4 

C 36 7,730 9,825 11.8 2 8 1 4,661 20,468 26,814 30,864 32,637 

C 37 9,851 1 1. 3 6 2 13,422 17,263 20,4 D 7 20,745 16.208 

C 38 10,227 11,4 9 7 1 2,7 48 14,586 18,698 24,145 29,089 

C 40 7, 91 7 8,651 9,614 1 1,2 1 4 

C 41 7,979 8,828 9,520 8.4 28 

C 42 7,408 8,861 10,277 10,023 

C 43 6,493 6.81 8 6,960 

C 44 21. 326 31,036 43,074 
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疇
゜

1 2 3~4 5へ 1 □~1 4 15~1 9 2□~29 

C 45 1 0,4 91 1 3,0 1 1 16,555 23,726 31.2 9 7 

C 46 1 1.2 8 2 13,628 16,964 23, 9 DD 31.745 3 7,1 61 

C 47 9,247 11,580 14,825 21.21 2 27,460 

C 48 9,247 12,302 1 6,27 0 22,665 24,846 

C 49 9,371 11,736 14,893 20,4 3 9 23,944 22,251 

C 50 10,383 12,598 15,637 21、405 26,4 ・31 27,676 

C 51 8,225 10,968 14,666 21,353 26,194 25.49 D 

C 52 9,267 1 1,055 13,512 18,203 22,370 23,556 

C 53 6,978 7,394 7,892 8.464 7,848 

C 54 7, 11 4 7.424 7,761 7,956 6,794 

C 55 7,738 8,633 9,845 12,067 

C 56 7, 6 7 3. 8,673 10,013 12,390 

C 57 7,884 8.864 1 0,1 6 7 1 2,432 

C 58 7,793 8.7 21 9,828 11,0 9 2 

C 59 8.0 39 9. 11 3 10,28 D 10,93 D 

C 60 7,966 8,990 1 0,0 7 5 10,f-08 

C 61 7,504 8.f> 1 7 9,471 

C 62 7,593 8.80 7 9,988 ,9,757 

C 63 7. 643 8.533 9,847 

c251 1 8.8 61 31,841 43,223 

C 64 0， ←1 4 1 2,7 D 7 1 7.0 6 5 25.223 

C 65 13,396 15.320 18.07 D 23,858 30,598 35.5 39 

C 66 8.21 7 10,691 1 4,0 D 1 1 9,850 23,655 22,1 D 5 

C 67 6,087 9,101 11,983 1 7,369 21,805 2?,4 1 1 

C 68 8.465 10,887 1 3,9 D 1 1 8.0 58 

C 69 7,290 8226 9,289 1 0,1 7 8 

C 70 7, 70 2 8.088 7. 7 6 9 

C 71 1 8.11 7 22,226. 30,027 36,832 

C 72 9,241 11.867 1 5.31 3 21,055 

C 73 1 1.21 3 15.10 4 19,961 26. 72 7 2 5.30 4 

C 74 9.2 71 10,41 9 11,957 14,682 16.48 3 

r. 75 10,437 13,351 17.123 23. 13 0 24,922 

C 76 9,929 11,7 D 9 1 4,0 9 6 18.344 21,204 20,288 

C 77 18.29 6 31,597 45.0 85 

C 78 11,844 1 4.46 9 18.09 9 25.14 0 31.724 

C 79 12,479 15.34 4 19,282 26.791・ 33,437 

C 80 9,481 1 O,Q69 13.009 16,887 20,277 21, 1 41 

C 81 8.2'<f3 10,244 12,842 17.376 20,1 44 

C 82 7,9-≫-. D' 9,921 12,601 17,839 22,863 24,992 22,757 

C 83 9,154 11,034 13.57 5 1 8.2 11 21,690 21.470 

C 84 7. 777 10,355 13,858 20,347 25,517 25,865 

C 85 15.58 6 33,516 5 2,41 9 63,426 
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→C 86 叉 ゜
1 2 3~4 5~9 1 0~14 1 5~1 9 20~29 

11.51 2 14.5 91 18.93 8 27.812 37.410 43.387 

C 87 1 3.1 4 8 16.03 3 20,150 28.770 3 8.691 45.7 9 7 51. 1 7 5 

C 88 11. 9 35 13.9 0 2 16.765 23,039 31.01 2 3 Z821 

C 90 13.4 7 9 15.82 8 19.068 25.30 4 31,000 

n 91 1 1,527 1 3.0 68 14,636 17.038 22,877 31,791 41.376 

C 92 9,314 1 1. 5 39 13. 72 8 1 6,941 24.11 3 3 3.5 70 42,100 

C 93 1 1.7 6 5 13,998 17.167 23.722 31,045 35.9 66 

C 94 1 2,3 DD 14,333 17,272 23,617 31,438 3 7.794 44,584 

C 96 9,932 11,778 14,724 22,436 35.4 8 7 50,929 

C 97 9,428 10,585 12,066 1 4.33 6 14,698 

C 98 3 3,812 51. 251 61.6 6 7 

C 99 11,247 14,806 19,746 2 9,418 38.726 42,731 

c1 DO 12,966 15.81 7 19,832 2 7. 9 82 36,663 41.860 43.1 25 

c101 8.329 10,676 1 3,951 20,452 26,966 30,217 

c102 9.1 22 11. 5 71 14.99 0 21,787 2 8.6 30 32,098 30,975 

c103 12,088 15.1 6 7 1 9,5 02 28.305 37.690 43.3 20 44.7 2 6 

c104 10,030 12,804 16,677 24,363 32,D 69 35.920 34.470 

c105 6,564 1 0,31 8 13.9 04 18.972 29,341 4 0,61 7 4Z732 

c106 10,157 12,451 1 5.6 61 22,070 2 8.6 D 3 32,051 31.43 9 

c107 1 0,7 8 5 1 3.1 0 1 16,354 22,912 29. 77 4 33.688 

c108 11.8 7 3 15.46 8 20,154 27. 7 89 30,682 

c109 9.69 6 11.5 7 4 14.304 20,276 2 7.8 42 3 4.2 71 

c110 8.835 9. 783 10,932 12,329 

c111 33. 7 91 52,220 6 4.1 26 6 9. 7 53 

c112 11,5 61 14.69 0 19.066 27,796 36,675 41.3 2 6 40,376 

c113 1 3.4 73 16,41 8 20,574 2 9.04 8 38.186 43.832 4 5.75 4 

c114 11,8 25 14, D 1 5 17.147 23,736 31,40 3 37.017 

c115 12,298 14,621 17.867 24.322 30,832 34.1. 4 6 

c116 1 1,248 13.73 D 16,090 19.40 0 26,049 32,939 36.76 0 36.7 3 8 

c252 10,9 57 1 4.1 9 9 18.54 8 2 6.30 D 31.55 8 

c117 10,234 11.927 14.3 86 1 9. 7 42 2 6.46 6 32,100 

c118 11, 1 3 2 12,052 13,633 18.259 27.144 

c119 9.542 10,981 13,093 1 Z81 O 24.0 39 29,669 

c120 13.074 1 5. 794 1 9. 71 4 28.11 8 38.31 6 

c121 11.102 12,876 1 5.4 82 21,305 29.002 35.9 65 

c122 10,567 1 2.1 11 1 4.41 6 1 ・9.. ? 3 7 27.20 2 34.507 

c123 8.4 97 9.156 10, 11 5 12,206 1 4,842 

c124 8.a D 3 9.056 9、991..:1心9ウ4 14.321 

c125 8.76 6 9. 50 6 10,628 1ふ．2． 97 1 7.236 

c126 8.206 9.00 6 1 0,1 9 2 12.89 4 16.5 95 

c127 33,609 60,641 72,307 

c128 14.399 17,764 22,501 3 2,108 42.3 20 4 8.4 DD 
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督 ゜
1 2 3~4 5---9 1 0~1 4 15~19 20~?9 

15.48 4 19. 631 25.U4 36.554 47.129 51,355 

c130 10,544 15,093 21,427 33,925 46.23 8 

c131 15,638 1 7. 31 2 20,216 28.826 45.580 

c132 15,894 1 8.7 49 22.9 5 8 32,270 44,529 

c133 2 5,138 3 4.0 2 9 46.8 10 59,685 

c134 11,029 14,310 18,865 2 7. 77 7 36,345 

c135 12,705 15.769 20,088 28,875 38.292 44.021 

c136 11,145 1 3,1 71 16.3 82 24,672 

c137 1 0,8 D 4 13,341 16,768 23,002 27.625 

c138 9.442 12,391 15,894 19.779 

c139 10,324 12,701 15.8 80 21,492 25.128 

c140 10,805 13,6 D 5 1 7.48 4 25.041 32,210 35,111 

c141 11,234 13.921 17,681 25.1 92 32,860 

c142 1 2,734 16.473 21,142 27. 653 26.311 

c143 14.57 7 17.052 20,467 27. 049 33.0 86 

c144 10,931 13,332 16.682 23.335 30,008 33.3 51 32,122 

c145 7,944 9.645 11.677 13.9 9 3 

c146 6,502 8.422 10,834 14,304 

c147 8.35 2 .8.8 78 9.81 7 12,7 0 8 

c148 13, 90 7 16.53 9 20,573 30,398 45,431 

c149 15,541 18.39 5 22,516 31,383 42,234 50,947 

c15D 11,366 14.414 17,996 21.73 0 

c151 30,778 38.2 69 53.51 6 7 4,112 

c152 15.06 9 1 7. 9 J1 22,082 31.1 0 9 42.4 D 1 51,807 

(')153 16.27 4 1 9. 39 9 23.8 9 6 33.49 7 45.04 8 54.034 

c154 17.549 19.355 22.0 91 28.599 38,20 D 48.15 6 

c155 14.5 9 9 17.678 22.11 D 31,583 43.0 0 8 51,953 

c156 17.684 20,218 23.9 27 32,155 42,870 52,363 64.309 

c157 1 6.426 1 9.41 7 23.654 32,383 42,038 

c158 13,679 17.065 20,268 24.7 31 33,545 42,254 

c159 9.4 3 7 11, 87 9 15,409 23,016 32,362 39.918 

c160 14.635 1 8.022 22,327 28.75 6 29.156 

c161 1 2.41 9 15,025 18.6 4 4 25.7 41 32,605 35,61 6 

c162 13,355 1 7, 35 D 22,220 2 8.3 48 24.385 

c163 17,945 20;5 78 2 4.33 6 32,204 41,260 47.748 

c164 1 9.31 8 21.7 5 D 25,294 3 3,0 7 4 43,002 51,533 

c165 15.9 2 a 1 8.9 1 3 23.11 5 31,573 40.3 92 45.368 

c166 11,990 15.522 1 8.852 23.4 6 6 32,456 40,989 44.448 

c167 17,767 21, 11 7 25.7 70 34,885 43.6 78 47.497 

c168 1 3.270 17,617 23.1 25 31,256 31,411 

c169 17.1 DD 19.99 D 24.138 32,943 43.39 9 51.5 57 

c170 9,294 11, 9 70 14.558 18.279 26.205 35,691 43,01 7 
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パ号 ゜
1 2 3~4 5~9 10~14 15~1 Q 2□~29 

c1 71 1 4.11 4 1 6,722 20,522 28.8 67 39.521 48.6 85 

c1 72 10,842 13.060 1 8.287 26.750 3 4.8 7 4 3 8.3 33 

c1 73 12,166 1 4.612 1 8.1 1 2 25.5 D 1 3 4.1 61 4 0,5° 2 

c174 9.6 60 9.8 02 1 0.4 D 7 13.6 3 6 

c1 75 13.580 17.950 2 2,117 27.9 87 39,906 52,619 60,256 

c1 76 11,969 15,942 21.280 30,825 37.399 

c177 1 3.7 07 16,774 21,146 30,276 40,718 

c178 12,188 1 4,001 1 8,559 25.1 7 6 29.967 2 9.2 7 4 

c1 79 10,431 12,6 31 1 5. 71 9 21,947 2 8.4 64 32,183 

c1 80 11,982 14.162 17.200 23.1 94 29.104 31,892 

c1 81 1 0,71 7 13.06 7 1 6,81 9 26,637 43.246 

c1 82 11,783 14.7 41 18.846 26,883 34.61 8 

c1 83 10,753 1 3,0 DD 16,248 2 3.256 31,884 38.883 

c1 84 9,975 12,553 16,163 23.381 30,770 34.72 0 

c185 10,259 1 2,5 1 3 1 5.6 71 21,997 28.50 5 32,037 

c1 86 9,779 1 2,1 81 15.5 8 7 22.61 2 30,415 35,589 

c18 7 10,349 1 3.08 0 16.895 24.485 32,143 3 6.0 5 3 

c1 88 10,626 1 2,951 16,187 22.5 6 6 28.8 3 D 31. 7 4 4 

c1 89 10,383 12.8 5 5 16.270 22.8 78 29.01 3 31,259 

c190 10,462 12,703 15,811 21. 8 71 27. 63 7 30,002 

c1 91 1 0, 1 6 D 12,621 1 6.0 61 23.1 08 2 8. 1 4 4 ・ 27. 2 6 4 

c1 92 9.253 1 2.1 54 1 6,061 23. 1 08 28.144 27. 264 

c1 93 10,212 12.5 85 15,9 30 22,734 30,022 34.448 

c194 8,872 10,237 1 2, 1 D 6 15.63 D 1 8.6 35 

c195 21,176 3 4.21 9 52,226 6 9.4 9 6 

c1 ?6 10,980 14.004 18.388 27.901 39.756 

c197 9.3 30 11,6 1 5 15.155 23,946 

c19 8 9.442 12,185 16,522 27.685 

c1 99 23.6 56 33.4 55 44.7 51 52,869 

c20 0 9,652 12,955 1 7.5 D 5 26.227 34.09 3 

c201 9.7 3 3 11,595 14.591 22,534 36.191 

c202 8.341 11.156 14.9 90 22,135 

c20 3 8.2 81 9. 726 11.6 29 14.831 

c204 7JQ9 8.911 10,262 

c205 8.9 11 10,422 11,310 

c2 06 31,905 47. 61 8 60,2 Q 7 73,625 

c207 13,635 15.52 2 18.427 25.5 51 36,570 

c2p3 1 8.01 7 34.1 40 54.274 70,996 

c20 8 13.340 17.462 22,581 29,560 

c2 54 21,722 24.111 30,255 40,416 52,204 72,937 

c2 09 9.320 11,255 1 3. 19 2 16,103 22,020 32,719 42,588 

c21 0 12,524 17.039 20,8 2 0 25.11 6 28.71 6 
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らミ
゜

1 2 3~4 5へ 10~14 15~19 20~29 

c211 15,387 1 9,432 23,026 

c212 14,049 2c,412 24,604 

c2お 36,705 47,634 51,605 

c213 10,655 12,278 14,675 20,086 27,376 34,148 

c214 11, 8 3 2 13,736 1 6,51 0 22;5 98 30,361 37,025 

C256 23,265 30,415 38,1 5 D 

c215 8,574 11,097 1 6,786 24,333 31,51 6 

c216 9,943 11,354 13,388 17,754 23,063 

c217 1 3,307 13,870 14,820 1 7,528 22,591 29,060 

c218 11,020 12,920 1 7,232 23,092 28,600 

c219 10,235 12,678 17,874 24,073 28,833 

c220 10,973 12,070 13,742 17,776 23,854 30,305 

c221 1 0,9 31 11,985 13,615 17,647 23,965 30,938 

・c222 8,555 9,723 11,500 15,765 22,146 28,867 

c223 1 5,9 41 20,156 27,139 30,186 

c224 9,491 1 □, 40 8 11,800 15, 1 23 20,059 25,214 

C225 25,718 32,499 39,978 44,858 

c226 10,741 1 3,000 1 6,21 6 22,915 30,533 

c227 11,144 14,347 1 8,71 9 26,899 33,674 34,672 

c228 1 6,153 21,776 27,971 32,004 

c229 19,544 29,065 35,656 33,999 

c230 9,392 1 1,51 3 14,489 20,476 26,705 30,1 99 

c231 1 D, 12 7 12,447 14,143 

C232 2c,414 24,3 D 8 3 2,1 27 40,221 

c233 13,056 15,713 1 9,327 26,0 3 4 31,420 

c234 20,484 24,797 31, 51 6 

c235 19,369 21,115 23,386 27,054 28,337 

c236 15,807 1 7, 6 99 1 9,927 22,273 

c237 14,943 17,787 20,381 

c238 14,595 1 7,29 7 20,517 24,144 

c239 36,914 54,3 D 4 67,791 

c240 11, 1 4 D 12,35: 14,245 18,999 26,61 1 35,189 

c241 11, 1 01 12,487 14,578 19,521 26.7 34 34,125 

c242 9,511 10,549 1 1, 61 1 13,249 17,286 23,571 30,465 

・ c243 9,432 11, 1 0 0 13,534 18,908 25,840 31,895 

c244 13,963 1 5,141 16,988 21,669 29,260 37,916 

c245 12,81 5 14,085 16,035 20,788 28,071 35,934 

c246 11, 4 D 9 1 2,14 D 1 3,41 5 17,231 24,723 34,614 

c247 9,059 10,652 12,974 18,082 24,625 30,28 D 

c248 9,222 10,552 12,552 1 7,245 24,D 14 30,859 

c249 12,936 13,694 14,027 18,263 24, 1 37 31, 31 7 

c25□ 20,535 29,286 35,078 
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